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序

この報告書は、和歌山県東牟婁郡串本町の大島に所在する樫野埼灯台・旧官舎及

びエルトゥールル号事件関連遺跡群の調査研究成果をまとめたものです。

和歌山県教育委員会と串本町教育委員会は、平成 22 年度より、樫野埼灯台・旧官

舎の建築史的価値及びこれらを含むエルトゥールル号事件関連遺跡群の史跡的価値

を明らかにするため、調査研究を実施してきました。

樫野埼灯台・旧官舎は、日本で初めて建造された西洋式灯台の１つであり、近代

建築史の上で非常に重要なものであるとともに、エルトゥールル号事件関連遺跡と

しても重要な意義をもつものであります。

エルトゥールル号事件は、明治 23 年（1890）9月 16日に串本町樫野沖でオスマン

トルコ帝国の軍艦エルトゥールル号が遭難したことで知られていますが、約 500 人の

犠牲者を出しながらも 69 名の命が助かった背景には、まず第一に住民の献身的な対

応があり、さらに整備されてそれほど時を経ていなかった地方行政と中央政府の迅速

な対応に新聞社等のメディアの対応や日本赤十字社の対応があったと考えられます。

この事件は、その後の海難対応措置の教訓ともなった歴史的な事件として広く知

られているところですが、事件の舞台となった串本町大島には、関連する遺跡が多

く残されています。

今回の調査研究によって、樫野埼灯台・旧官舎をはじめとして、船甲羅やトルコ

軍艦遭難者墓地、大龍寺・蓮生寺といった遺跡群は、エルトゥールル号事件を今に

語る重要な遺跡であることが浮き彫りになったといえるでしょう。

この調査研究の実施にあたり、地元樫野崎地区等の住民の皆様はじめ、駐日トル

コ共和国大使館や、調査研究にたずさわっていただいた調査研究委員会の先生方等、

ご協力いただきました全ての方々に御礼申し上げます。

和歌山県教育委員会

教育長　　西　下　博　通



例　　言

１．この報告書は、和歌山県教育委員会及び串本町教育委員会が実施した樫野埼灯台・官

舎及びエルトゥールル号事件に関する調査研究報告書である。
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研究委員会」を設置して行った。委員会メンバーは下記のとおりである。

委 員 長　　　本多友常（和歌山大学　システム工学部　教授）

副委員長　　　潮崎勝之（串本町文化財保護審議会　委員長）

委　　員　　　三沢伸生（東洋大学　社会学部　教授）

小野健吉（国立文化財機構　奈良文化財研究所　文化遺産部長）

岩谷知道（串本町樫野区　区長）

アドバイザー　Erkan ORAL（トルコ共和国大使館武官・海軍大佐）
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佐藤正知（文化庁文化財部記念物課　主任文化財調査官）

事　務　局　　和歌山県教育庁生涯学習局文化遺産課

（平成 23 年度）

津井　宏之（課長）

黒石　哲夫（調査班　班長）

高橋　智也（調査班　副主査）

田中　修司（保存班　副主査）

（平成 24 年度）

川端　真理（課長）

仲　　克幸（世界遺産班　班長）

高橋　智也（世界遺産班　副主査）

田中　修司（保存班　副主査）



串本町教育委員会

（平成 23 年度）

長谷川喜代孝（教育次長）

谷口　　淳（生涯学習課　副課長）

（平成 24 年度）

平井　治司（教育次長）

岡村　好一（教育課　副課長）

田中　年成（教育課　主事）

３．表記に当たっては、地名を表す場合は「樫野崎」を用い、灯台の固有名詞を表す場合

は「樫野埼」を用いている。
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１．串本町及び樫野崎の地理的環境と歴史的環境

(1) 串本町の地理と歴史

和歌山県串本町は本州・紀伊半島の 南端に位置しており、東側に那智勝浦町、西側に

すさみ町、北側に古座川町と接しており、南側には太平洋が広がっている。海岸線一帯

はリアス式海岸が連なる美しい景観である。町の総面積は約 136km2 で、北緯 33 度 26 分、

東経 135 度 46 分に位置する。総面積のうち 80% 以上が山林及び丘陵地となっており、串

本町の北部の山地は 300 ～ 500 ｍ級の急傾斜地が多いが、一方で標高 200 ｍ以下の面積が

8 割以上と、地形は比較的ゆるやかである。町の東部では古座川が流れて太平洋に注ぎこ

んでおり、沖合には和歌山県内 大の島である紀伊大島がある。また潮岬付近を中心に、

東部の海岸は吉野熊野国立公園、西部の海岸は枯木灘県立自然公園に指定されており、雄

大な自然美に恵まれている。年間平均気温は約 17℃、年間総降水雨量は平均 2400mm 程度

となっている。夏季の 高気温は 33℃を超え、冬季の平均気温も 6～ 8℃程度と温暖多雨

な気候であるが、8 ～ 10 月にかけては台風銀座と呼ばれるほど台風が多く接近する。全

国的にも大きな被害をもたらした四大台風（室戸台風、ジェーン台風、伊勢湾台風、第二

室戸台風）なども串本を襲っている。平成 17 年 11 月には、沿岸海域が世界 北限のサン

ゴ群落として「ラムサール条約」に登録されており、田原湿原は環境省の「日本の湿地

500」に選ばれるなど、自然豊かな環境が整っている。串本町の東部海岸にある橋杭岩は、

大島に向かって海中に一直線に並列する大小さまざまの柱状をした岩体群で、直立した石

柱が延長 700 ｍにおよび、橋杭のように見えることから橋杭岩と名付けられた。火山活動

の前にたい積していた熊野層群の泥岩の地層を突き破り、地下からマグマが噴出し、その

後侵食作用を受け、硬い岩脈だけが残り、橋杭岩となった。橋杭岩は地質学上において地

殻変動・岩脈・海蝕などの諸現象を示す日本でも類例のないものとして非常に価値の高い

岩群で国の名勝・天然記念物に指定されている。

串本町には熊野参詣道の大辺路が通る。江戸時代中期には熊野三山へ参詣するために大

辺路を通る者が数多くいた。その中には、文人墨客といわれた文筆家や画家達を例として

あげることが出来る。また大辺路からは少しそれるが、紀州藩により整備されたみさき道

は、橋杭岩や大島に行くための風光明媚で絶景の道である。串本町串本にある無量寺は、

このみさき道に面する寺で、『紀伊続風土記』に「当村（串本村）大辺路往還なれども此

道嶮しくして往来少なく旅人小名橋杭の方を往来す」や、『紀伊国名所図会』に「当村（串

本村）大辺路往還なれども此道嶮して往来少く旅人は皆橋杭村に廻りて當村（串本村）を

往来するもの甚だ稀なり」と云われるように、官道ではないものの、数多くの人々が熊野

参詣の折り、橋杭岩、大島など風光明媚な風景を満喫するために、みさき道を通った。み

さき道に面する無量寺には、円山応挙、長沢芦雪、狩野山雪、狩野探幽、伊藤若沖、白隠

彗鶴らの作品が数多く残っている。
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エルトゥールル号事件があった明治 23 年（1890）に現在の串本町は串本村・冨二橋村・

和深村・潮岬村・有田村・田並村（後の串本町）と、古座村・西向村・田原村・大島村（後

の古座町）に分かれていた。なお、当時串本村は西牟婁郡、古座村は東牟婁郡に属していた。

その後、明治 30 年（1897）串本村が町制を施行し、串本町は大正 13 年（1924）に冨二橋

村と、昭和 30 年（1955）には有田村、潮岬村、田並村、和深村と合併、昭和 33 年（1958）

には東牟婁郡大島村を編入合併。この他幾度もの合併を経て、平成 17 年（2005）４月１日、

現在の東牟婁郡串本町が誕生している。

串本町では、エルトゥールル号の事故からトルコとの交流、レディ ･ ワシントン号の来

航から米国との関係、木曜島をはじめとする北豪州海域における白蝶貝採取産業等におけ

る就労など、世界と串本との交流は歴史的にも長い間行われている。

(2) 樫野崎の地理と歴史

和歌山県内 大の島である紀伊大島は、平成 11 年（1999）9 月に串本大橋によって紀

伊半島と地続きとなった。樫野崎は紀伊大島の東端に位置する。東西 6.3km、南北 3.2km、

周囲 26.0km、 高標高 171.2 ｍ、面積は約 9.93km2 である。紀伊大島は、大島・樫野・須

江の３つの地区があり、東端には海抜約 38 ｍの高台に樫野埼灯台がある。灯台構内には

イギリス人技師が持ち込んだとされる水仙が秋から冬にかけて咲き誇る。吉野熊野国立公

園第 2種特別地域に含まれている。樫野埼灯台の付近には魔女の髪梳き岩や海金剛、船甲

羅とよばれる巨岩・暗礁が多く存在しており、航海の難所としても知られている。

『紀伊続風土記』によると、「土地の字に大樫野といふ所あり、古は大樫ありしより此名

ありて今はその大を略して村名とせし」と記され、樫野の名はここに由来している。家

数は 38、人数 169 人と小さな集落であり、当時は古座組に属していた。寛政 3 年（1791）

にボストン船籍の「レディ ･ワシントン号」がラッコの毛皮を交易しようと、中国からの

帰路で樫野埼に来港しており、これが日米初の修交となった。その際 11 日間停泊し、薪

水を得て出発したことに伴って樫野崎に日米修好記念館が設置されている。樫野崎にある

樫野埼灯台旧官舎は、国登録有形文化財に登録されており、灯台と旧官舎は、英国技師で

あるリチャード ･ ヘンリー ･ ブラントンの設計によって明治 3 年（1870）に建設された。

樫野埼灯台は、日本 古の石造灯台としても有名で、今も灯をともしている。エルトゥー

ルル号事件当時の大島は西牟婁郡串本村ではなく東牟婁郡大島村に属していた。明治 23

年（1890）9 月 16 日にトルコ軍艦「エルトゥールル号」が、紀伊大島樫野埼灯台東方沖

の船甲羅で座礁した。地元住民が乗組員を救助し、献身的な看護によって 69 名の乗組員

は生還したが、約 500 名の乗組員の犠牲を出すこととなった。それに伴いトルコ軍艦遭難

者慰霊碑とトルコ記念館を設置し、現在は串本町主催で慰霊祭が 5年に一度行われている。
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２．樫野埼灯台・官舎

樫野埼灯台・官舎1）は、明治 2 年（1869）に着工し、翌明治 3 年（1870）に完成した。

日本の洋式灯台・官舎の中でも も古いもののひとつであり、これらは、歴史的建造物と

しての価値が高いと考えられる。設計及び指導監督は「日本の灯台の父」と讃えられるイ

ギリス人技師リチャード・ヘンリー・ブラントン（Richard Henry Brunton 1841 － 1901）

を首長とするイギリス人技術者・職人らによるものである。灯塔は、昭和 29 年（1954）

の改修により灯台が嵩上げされているものの、それ以外は当時の姿をよく残している。

以下、樫野埼灯台・官舎について「(1) 建設と運用」「(2) 歴史的意義」「(3) 歴史的建

造物としての価値」について検討する。

なお、本章では「灯台・官舎」の灯台とは頂部に灯ろうを備えた灯塔を指すものとする。

樫野埼灯台

図 4　樫野埼灯台・官舎　配置図

（本多環境・建築設計事務所作成）
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(1) 建設と運用

樫野埼灯台・官舎の設置経緯

本灯台施設は和歌山県東牟婁郡串本町樫野、紀伊大島の東端に位置する。この施設を設

置することとなった経緯を簡単にまとめておく。

安政年間に幕府はイギリス、フランス、アメリカ、オランダ、ロシアの五カ国と修好通

商条約を締結し、横浜・長崎・函館（箱館）の三港を開いた。これによって外国船の寄港

が増加し、横浜へ入港する大型外国船は年間 200 ～ 300 隻を数えたといわれている。これ

らの国々にとって、日本の沿岸要所における洋式灯台の設置は、航海の安全上の急務であ

った。

これら灯台の設置については下関事件に続いて江戸で調印された改税約書に基づき、実

現を見ることとなる。下関事件とは、文久 3 年（1863）5 月、長州藩が関門海峡を通過し

ようとする外国艦船を砲撃の挙に出た事件である。この砲撃により、イギリス、フランス、

アメリカ、オランダの 4カ国連合艦隊は下関砲台を攻撃した。長州藩は惨敗し、和議を申

し出、戦費の賠償等 5 カ条の協定を呑むこととなった。4 カ国は下関事件の賠償金は幕府

が負担すべき事を要求し、300 万ドルを支払うという取り決め書に調印せざるを得なかっ

た。4 カ国はこの取り決めの実行にあたり、賠償金の 3 分の 2 を放棄する代償として、兵

庫の早期開港、関税の軽減、条約の勅許を要求した。幕府はこの要求を全て受け入れ、こ

の改税約書いわゆる江戸条約第十一条により灯台設置が義務づけられた。以下が改税約書

第十一条の条文である。

「日本政府ハ、外国交易ノタメ開キタル各港 寄船々ノ出入安全ノタメ燈明台、浮木、

瀬印木等ヲ備フベシ。」

さらに慶応 2 年（1866）9 月、イギリス公使パークスより約定に基づき灯台建設の要求

があり、さしあたって伊豆国伊豆岬、安房国平館、肥前国伊王島、相模国相模岬、観音埼

および武蔵国本牧沖、北海道函館両灯船、計 7カ所の設置場所が提示された。

これを受けた幕府は設置場所について同公使に各国の意見調整を依頼し、これに対し

11 月にイギリス公使は、灯台設置場所について次のように回答している。

「（前略）西方ヨリ横浜ニ来レル船々の途中ニ在ル三ツノ難所ノ内二ヶ所ハ第一等ノ燈

明台ヲ設クベキ事切要ナリ、其二箇ノ難所ト伝ヘルハ、九州島ノ 南端ナル「サタ」

の岬、及紀州 南端タル潮見崎、又大島ニシテ、其他一箇ノ難所ハ、三本嶽即チ「レ

ットヒールドロック」ナリ。（以下略）」

これによって 7 カ所の灯台設置場所を変更し、樫野埼及び潮岬ほか相模国剣埼、同観音

埼、安房国野島埼、伊豆国神子元島、大隅国佐多岬、肥前国伊王島の 8カ所と、武蔵国本

牧、渡島国函館の２カ所に灯船の配置が決定された。

以上のような歴史的経緯により、樫野埼灯台が設置されることとなった。
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樫野埼灯台・官舎の建設

これらの施設を設置することとなったものの当時の日本には洋式灯台の築造技術がな

く、イギリス公使に技師の斡旋を依頼することとなった。その結果、灯台技師スティブン

ソン兄弟（D.&T.Stevenson）を通して、首長にリチャード・ヘンリー・ブラントン、助手

にマクビン（C.A.Mcvean）とブランドル（A.W.Blundell）が選ばれ、この 3名が日本の灯

台設計、工事および灯台業務を指導することとなった。

潮岬と樫野埼では、イギリス人の大工であるラッセル（J.Russell）と石工のミッチェル

（J.Mitchell）らが、日本人の職人を使い建設に当たった。同時期に工事の進められていた

神子元島灯台の築造日誌に、紀州との行き来が記されており、工事期間中は約二ヶ月に一度、

現場管理のため中央の役人やブラントンらが串本に訪れていたことがわかっている。

官舎の着工年月日は、明治 2 年 3 月 1 日（太陽暦 4 月 12 日）着手と樫野埼灯台財産原

簿に書かれている。竣工年月日についても、明治 3 年 7 月 4 日（太陽暦 7 月 31 日）竣工

と書かれており、灯台の初点灯より約 1月ほど遅い完成となった。

竣工後の灯台業務は、建設当初は外国人技師らが常駐して業務にあたっていたが、日本

人に業務を指導し、その後明治 9年（1876）頃に灯台業務を日本人に移管した。

なお、樫野埼灯台・官舎は古座川町宇津木で採石された石材を利用しており、切り出さ

れた石材は船で古座川を下って古座まで運ばれ、海を渡り運ばれたと記録が残っている。2）

灯台・官舎の変遷

明治 3 年に建設された際の灯台は〔写真 1〕のように、石造 1 階の上に直接灯ろうが載

せられた型式で、江崎灯台（明石海峡、明治 4年）などと同型の灯台であった。その後昭

和 29 年（1954）に嵩上げされ、建設当初の高さ 4.5 ｍから 10.2 ｍ（基礎から灯火まで）

となったため形状は大きく改変された。この工事については、建設当時の古写真と現状を

比較すると、1 階部分や 上部の灯ろうの形状が同一であり、灯台の位置が変更されてい

ないことから、旧来の１階部分と灯ろうの間に鉄筋コンクリートで円筒形の部分を挿入し

たものとみられる。さらに近年になり鉄骨造で観光用の外部階段が附設され現在に至って

いる。

写真 2　現在の灯台

（串本町撮影）

写真 1　竣工当時の樫野埼灯台

（『The Far East』20 号，1871 年 3 月 16 日）
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一方官舎は、基本的な外形は竣工当時の姿をよく遺してきた。外観は装飾的要素が見ら

れない機能のみの形状である。これはブラントンが元々鉄道技術者であって装飾を重視す

る当時の建築家でないことにも起因している。我が国に装飾豊かな洋風建造物が出現する

という象徴的な出来事が、正規の建築教育を受け実務経験を積んだ英国人ジョサイヤ・コ

ンドルが来日し活動を開始したことである。3）

竣工後、灯台業務が日本人に移管され、また年月が経過するにともない改変が行われた。

竣工当時から今回の改修工事着工前までの間取りの推移については、古図面、財産原簿、

経歴簿等の文書資料や建物の痕跡から確認し、そのことは改修工事報告書に詳しく記され

ている。間取りの大きな改変は、昭和 4 年の天皇御幸のための準備時と、昭和 12 年に南

側への炊事場・便所棟の増築時に、大きな改変がなされた。〔図 6〕

屋根形状については、今回の改修工事で小屋組みの解体調査が行われ、現状の寄棟屋根

以前は陸屋根であったことが判明し興味深い。しかし、いつ屋根形状が変更されたのかは

明らかではない。

そのほか近年まで存在した正面風除け室や背面の増築部分については、現地調査や史料

調査により、前者においては明治 30 年代に、後者については昭和 10 年代に付加されたこ

とが明らかとなった。

図 5　樫野埼灯台の立面図・平面図（海上保安庁第五管区海上保安本部所蔵）
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図 6　改修前の平面構成　平成 22 年（本多環境・建築設計事務所作成）
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官舎の改修工事

平成 22 年（2010）度、串本町が国の臨時交付金事業として保存改修工事を行った。工

事の設計監理は本多環境・建築設計事務所が受託し、事前調査、実施設計・工事監理・工

事実施に伴う諸調査・記録作成・調査の報告書の編集を行った。また、これらの業務に際

しては、和歌山県文化財センター、和歌山県文化遺産課の指導・協力を得て行った。

工事の方針は串本町・串本町文化財審議委員会・鳴海祥博（和歌山県文化財センター）・

本多友常（和歌山大学システム工学部教授）による協議の上で決まった。工事の方針とし

て、以下の５つが挙げられた。

① 歴史的文化遺産を後世に伝えるための保存を目的とした維持の修理

② 修理を通じて、当初の形式・技法、建築後の改変の解明

③ 残された痕跡を可能な限り温存する

④ 明らかになった事実だけを積み重ね、根拠のない想定による創作改装は行わない

⑤ 建物への影響を 小限の方法で構造補強を行い、耐震性の向上を図る

このような方針のもと、現地調査、史料調査結果に基づいて復原工事を行った。

図 8　明治 36 年の「樫野崎灯台吏員退息所入口建増図」に描かれた平面図
（海上保安庁第五管区海上保安本部所蔵）　　　　　
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　工事前の官舎は昭和 45 年の灯台無人化以降、40 数年間も放置されてきたため雨漏り等

で木部の腐朽が進行し荒廃していた。天井の漆喰は殆んど落下し、壁の漆喰も下地からの

はく離や亀裂は少なくない状況であった。しかし、長期間にわたって使われなかったゆえ

に、漆喰壁や天井コーニス、床板、窓枠や建具など竣工当初からのものとみられる部分が

残存していたことは幸いであった。このような状況の中で、残存しているものは残し、補

修すれば残すことができるものは補修の上再利用し、欠損しているものは補填し、丁寧な

作業を行っている。限られた工事費と工期のなかでのことであるので、例えばほとんど落

下している天井にはプラスターボードを使用するなどしており、維持のために 善の措置

を施している。

　竣工当時の間取りに関する報告としては、研究報告「樫野埼灯台旧官舎の復原平面につい

て」４）があり、明治 36年の「樫野崎燈台吏員退息所入口建増図」〔図 8〕を根拠資料として復

原平面を示している。この建増図は本官舎に関する現在入手し得た 古の平面である。この

図では正面入って右の部屋の壁面に暖炉らしき凹部が記されているが、現地では確認できな

かった。今回の改修工事ではこれらのことも考慮しつつ、竣工時の平面を再現している。

　木部の木目塗りを復元する場合も、オリジナルの木目塗りをそのまま保存し、半田下地

を施した上に、木目塗りしており、再調査できるよう施している。平面構成の改変に伴い

長年隠されていた漆喰壁に木目塗りが施されていたことが発見され、このことは他に類例

が見当たらないことから貴重なものと判断し、自立したガラス板で覆い保存している。

外観の復原に当たっては、今回の改修工事に伴い小屋組の解体調査が行われ、小屋組の

部材等や石造壁頂部の状況から、トラスの寄せ棟屋根以前に陸屋根であったことが判明し

た。しかし、これについては明治 3年の竣工以前に陸屋根からトラス屋根に変更されたの

か、あるいは竣工後何年かしてトラス屋根に変更されたのか明かではない。外観の復原は

古写真で全体の姿を確認できる も古い姿、大正 11 年 (1922) の姿〔写真 3〕を基準とし

ている。

写真 3　官舎全体が写る も古い写真

大正 11 年消印　（中瀬古友夫氏所蔵）

写真 4　改修された官舎　平成 23 年

（串本町所蔵）
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煙突については、図面史料から当初潮岬灯台官舎と同様、寄せ棟屋根に石造煙突が存在

したと考えられていたが、今回の解体調査によって壁体に煙道はあるものの、煤がついて

いないことや、煙突が積み上げられていた痕跡は確認できなかったことから寄せ棟のトラ

ス屋根になってからは煙突が存在した証左は得られず、復原されなかった。

平面構成については史料調査の結果、竣工時から昭和 4 年の天皇行幸のための準備や、

同 12 年まで大きな変化はないと確認されており、竣工時から昭和初期まで維持された平

面形に復原された。なお、正面入り口の風除け室は明治 36 年に計画されているが、簡易

なもので恒久的なものとは見られないことから復原せず、建物とは完全に切り離した構造

でガラス製の風除け室が新設された。

　そのほか、本工事において構造補強も実施している。これは大地震発生の際に石壁頂部

の崩壊が懸念されたため、石壁の頂部を中心に屋根との一体化を図ることを第一の目的と

した。この工事においては石壁や屋根架構に大きな変更を加えないことを原則に、石壁の

補強方法が検討された。その結果、石壁頂部や小屋裏を鋼製ワイヤーで斜張するとともに、

小屋組みを鋼製プレートで補強した。

なお、工事期間は平成 22 年 8 月 13 日から翌年 3月 25 日までであった。

第 9図　樫野埼灯台官舎の平面図（本多環境・建築設計事務所作成）
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第 10 図　樫野埼灯台官舎の立面図（本多環境・建築設計事務所作成）
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運用

樫野埼灯台・官舎は初点灯以来昭和 45 年（1970）まで海上保安庁職員が常駐し運用管

理業務に当たった。昭和 45 年以降、職員の常駐を廃止し無人化された。それに伴い旧官

舎は遊休施設となっていたが、平成 11 年、旧官舎は串本町に払い下げられ、上記したよ

うに町により改修工事がなされ今日に至っている。

復原された旧官舎は、毎週土曜・日曜日、祝祭日、灯台の日（11 月 1 日）、12 月 29 日

～ 31 日、1月 3日に公開されている。

なお旧官舎は平成15年(2003)9月19日に国登録有形文化財（建造物）に登録されている。

写真 5　灯台の部分写真
（海上保安庁第五管区海上保安本部所蔵）（串本町教育委員会所蔵）
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写真 6　改修後の官舎の部分写真（串本町所蔵）
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(2) 歴史的意義

　樫野埼灯台・官舎建設の日本近代史上の位置づけについて述べる。

江戸幕府は、寛永 16 年 (1639) から日米和親条約を締結した嘉永 7 年 (1854) までの

二百数十年間、中国、オランダ以外の国々との通商を禁じる鎖国政策を行っていたが、和

親条約により下田及び函館の港を開いたことによりこの政策は終わり、日本は開国するこ

ととなった。その後については既に「樫野埼灯台・官舎の設置経緯」で記したとおりである。

樫野埼灯台は明治 3年 (1870) 6 月 10 日（旧暦）5）に初点灯され、官舎も同年 7月 4日（旧

暦）に完成した。この樫野埼灯台・官舎は、日本開国に伴う江戸条約に基づき設置された

8 灯台の一つで、それらの内でも早期に完成したものであり、日本開国を象徴する施設の

一つといって過言ではない。

しかも、江戸条約に基づく灯台として樫野埼灯台より早期に点灯したヴェルニーらによ

る観音埼灯台、野島埼灯台は、大正期の地震により倒壊あるいは大きな損傷を受け、いず

れも現存しない。樫野埼は中継ぎされているものの現地に残存しており、その意義は小さ

くない。

加えて、 初ヴェルニーが担った灯台は東京近郊の 4 灯台に留まり、その後の灯台建設

はブラントンに委ねられ、彼は明治元年（1868）から同 9 年 (1876) までの在日８カ年の

間、28 基の灯台（灯船 2 基を含む）を完成させた。彼は、洋式技術を全く知らない日本

人職人を使い、例えば神子元島や佐多岬など設置条件の極めて厳しい場所も少なくない中、

事業を成し遂げ、しかもそれらの多くの施設は今日まで使い続けられている。このような

ことから彼は、「日本の灯台の父」と讃えられ、一時帰国の際には明治天皇拝謁を許され、

ねぎらいの言葉を賜っている。樫野埼灯台はこのブラントンが手がけた灯台の中でも 初

に完成した灯台である。

欧米諸国から幕府や明治政府によって招聘された技術者は「御傭」とよばれ、明治初期

において我が国の近代化に大きな役割を果たした。その御傭いの中でもブラントンは明治

政府 初の御傭いであり、代表的な人物でもある。このような意味でも樫野埼灯台は歴史

的意義の深い灯台といえる。
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(3) 歴史的建造物としての価値

価値の検討

ここでは近代建築史上の価値について検討する。

明治期建設の残存灯台施設の歴史的建造物としての価値については『灯台の価値に関す

る調査報告書　Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ』6⁾（以下『価値に関する報告書ⅠⅡⅢ』と略す）があり、本

節ではこの内容について、概略的に紹介し、評価結果を記しておく。

これに加え本節では官舎についてより広範囲に、例えば洋風建造物、組積造建造物、さ

らに住居といった範囲で見た場合の、先駆性、残存建造物としての希少性、などの観点か

らもその価値を検討する。

まず『価値に関する報告書』の内容を紹介する前に、樫野埼灯台は我が国で 初の洋式

石造灯台であることを記しておきたい。 初の洋式灯台はヴェルニーによる観音埼灯台で

あるが、彼による灯台は全て煉瓦造であった。樫野埼では官舎が明治3年（1870）7月4日（旧

暦）に完成し、樫野埼官舎も我が国 初の灯台付属石造官舎である。既に記したように灯

台自体は改変されているものの官舎は荒廃していたが残存し、このたび復原整備された。

『価値に関する報告書ⅠⅡⅢ』の内容について紹介する。この報告書は明治期建設の残

存灯台施設について、今後の整備の指針となるよう各灯台の歴史的建造物としての価値を

報告したものである。この報告では灯台施設を、灯台と官舎等付属施設の二つに分けて評

価を行っている。

『価値に関する報告書Ⅱ』には灯台の評価が記され、評価項目は、設置年、構造・材料、設計、

歴史、原型保存度、学術資料、観光資源、その他、である。樫野埼灯台の総合評価は A～

C の 4 段階評価の内、A に次ぐ B 評価となっている。B とは「貴重な施設であり、改修に

当たっては可能な限り現形状・材料を変更することなく必要機能・強度を満足させる改修

方法を検討する」である。A 評価「特に貴重な施設」とならなかったのは原型保存度のみ

評価ウエイトが高く、この評価が改造により低かったためであり、もし灯台の嵩上げ工事

がなければ A評価となったはずである。

一方官舎の評価は『価値に関する報告書Ⅲ』に記され、評価項目は設置年、構造・材料・

形状、設計者、改造の程度、物語性、その他となっており、評価は A評価である。ここで

A 評価とは「特に貴重な施設であり、改修に当たっては専門委員会に諮り、改修方法を検

討する」となっている。

次に樫野埼官舎を、より広く近代洋風建造物の範囲で見てみよう。明治 3 年頃の洋風建

造物で残存する代表的なものといえば富岡製糸所、造幣寮泉布観、（何れも明治 4 年、重

要文化財）などがある。このような明治の 初期に建設された洋風建造物で今日まで残存

するものは「参考資料」に示したように極めて少数であり、樫野埼官舎は上記 2 例クラス

の希少な残存建造物といえる。

明治 初期に建設された建造物は木造、煉瓦造・石造などの組積造、木骨石造などであ
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り、樫野埼のような石造の建造物の残存例はさらに少ないことは論をまたない。

灯台官舎は、灯台職員の事務室としてまた住居として用いられたが、住居という観点か

ら見ても樫野埼官舎は、残存洋風住居として数少ない一つであって、洋風石造という観点

から見ると残存する我が国 古のものである可能性があり、その希少性は高い。

その他、ブラントン来日初期の江戸条約、大阪条約に基づく灯台官舎の平面構成を詳し

く見ると、神子元島などの離れ小島や僻地の官舎など以外、官舎の平面構成は、ほぼ同一

である。樫野埼官舎は、その後のブラントンによる官舎の標準となった先駆的官舎という

ことができる。7）

改修工事と官舎の価値

本官舎の改修工事については既に「(1) 建設と運用」の「官舎の改修工事」で記したと

おり、予算と工期の厳しい制約の中で可能な限りの事前調査とそれに基づく文化財として

復原工事及び耐震補強に努めている。前記したように、建物とは完全に切り離した構造で

ガラス製の風除け室を新設した。さらに国内で例のない非常に貴重な漆喰壁の上に木目塗

りされているものが工事中に見つかったが、塗膜の乖離や剥落が見られるなど、その保存

について検討され、観光客や風などの自然の影響を受けにくいように、自立した構造体の

ガラス壁を立て保護する方法をとり、建物本体に影響がないようになっている。このよう

に維持の措置としては 善の策を施している。

本工事により従前の荒廃した官舎から往事の官舎に蘇り、今後は積極的な利活用が可能

となった。このような意味でも今回の工事は歴史的建造物としての価値を高めたものと評

価できる。

価値のまとめ

灯台については建設当初の部分を残しつつも嵩上げ工事により、歴史的建造物としての

価値を損ねていることは否めない。しかし、灯台の建設他で我が国の近代化に大きな役割

を果たしたブラントンが 初に完成させた灯台であり、また、わが国 初の石造灯台であ

るという歴史性は消えることはない。

一方官舎についても、ブラントンによる灯台官舎として 初に完成したものであって、

その後の彼による同種の官舎の先駆例となった。また、わが国 初の石造灯台官舎で、今

日まで大きく姿を変えることなく残存してきた。さらに、灯台の付属施設としてのみなら

ず、広く近代建築史上からみても明治 初期の希少な残存建造物であり貴重である。

なお、本灯台施設のエルトゥールル号の海難に関わる事跡についても重要であるが、重

複を避けるために割愛し、その内容については次章に譲るものとする。
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参考資料　次の書籍に挙げられた明治 初期の洋風建造物を記しておく。

村松貞次郎編集、越野武著『日本の建築「明治大正昭和」』「１開化のかたち」昭和54年6月。

本書巻末の現存建築一覧によると、明治 5年以前の主だった洋風建築としては下記のよ

うなものがある。

都道府県名 名　　　　称 建築年 構造　ほか

新潟 旧新潟運上所 明治 2 木造平屋、　　重文・国史跡

群馬 富岡製糸所 明治 4,5 木骨煉瓦造、　国史跡・重文

大阪 旧大阪造幣寮鍛造所玄関 明治 5 石造、　　　　重文

大阪 旧大阪造幣寮応接所泉布観 明治 4 煉瓦造、　　　重文

山口 岩国学校 明治 3 木造二階、　　県指定

長崎 グラバー邸 文久 3 木造平屋、　　重文

長崎 大浦天主堂 元治元 木造、　　　　国宝・国史跡

長崎 オルト邸 慶応 木骨石造平屋、重文

長崎 リンガー弟邸 明治 2 木骨石造平屋、重文

長崎 旧東山手十二番館 幕末 木造一部二階

長崎 旧薩摩藩修船場巻揚機上屋 慶応 2 煉瓦造平屋　、国史跡

熊本 旧熊本洋学校教師館 明治 4 木造二階、　　県指定

鹿児島 集成館機械工場 慶応元 石造平屋、　　重文・国史跡

鹿児島 鹿児島紡績所技師館 慶応 3 木造二階、　　重文・国史跡

これらに、樫野埼、潮岬、江崎、部埼、釣島などの各灯台官舎を加える必要がある。
　

注

1) 灯台の居住施設の名称については「官舎」の他に「吏員退息所」との名称があるが、文

化財建造物保存技術協会編『釣島灯台旧官舎保存修理工事報告書』平成 10 年 3月、の

例言に「明治 6年の各灯台の居住施設は文書調査によると「官舎」と称され、「吏員退息所」

の名称は確認できず、「吏員退息所」は後世に「官舎」から名称が変更されたのではないか」

と記している。このようなことから今回の報告書でも「官舎」の名称を用いる。

2）串本町史編さん委員会『串本町史　通史編』平成 7年 3月

3）松村貞次郎『日本近代建築の歴史』ＮＨＫブックス 300、昭和 52 年、P.79 ～ 82

4）田中修司「樫野崎灯台：旧官舎の復原平面について」日本建築学会『2001 年度大会　

学術講演梗概集』P.263 ～ 264

5）工部省横濱燈台寮『日本燈臺燈船浮標礁標便覧表』明治 5年（横浜開港資料館『R.H. ブ

ラントン　日本の灯台と横浜のまちづくりの父』平成 3年 10 月所収）による。
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6）・日本航路標識協会『灯台の価値に関する調査報告書（灯台施設の歴史的文化的価値

に関する調査）』昭和 61 年 3 月

・海上保安庁灯台部、日本航路標識協会『灯台の価値に関する調査そのⅡ報告書（灯

台施設の歴史的文化的価値に関する調査）』昭和 62 年 3 月

・海上保安庁灯台部、日本航路標識協会『灯台の価値に関する調査そのⅢ報告書（灯

台施設の歴史的文化的価値に関する調査）』昭和 63 年 3 月

7）田中修司「R.H. ブラントンによる初期灯台石造官舎（1869,1890 着工）の平面構成に

ついて」『日本建築学会計画系論文集』第 569 号　平成 15 年 7 月

その他参考文献として下記のものを参考にした。

・航路標識管理所『航路標識管理第一年報』明治 38 年 8 月

・海上保安庁灯台部編『日本灯台史』昭和 44 年 6 月

・R.H. ブラントン、徳力真太郎訳『お雇い外国人の見た近代日本』講談社学術文庫

751、昭和 61 年 8 月

・串本町　本多友常編『樫野埼灯台旧官舎改修工事報告書』平成 24 年 3 月
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３．エルトゥールル号事件と関連遺跡群

　エルトゥールル号事件とは、明治 23 年（1890）9 月 16 日に和歌山県東牟婁郡大島村（現・

和歌山県東牟婁郡串本町樫野）沖で、オスマン帝国のフリゲート艦エルトゥールル号が台

風により遭難し、約 500 人の乗組員が死亡した大規模な海難である。この海難に際し、地

元大島村の住民等による負傷者への献身的な看護もあって 69 人が本国に生還した。この

事件は単なる生存者救済にとどまらず、海難における行政の対応や民間の活動等は、国と

地方行政の連携や日本赤十字社の支援活動、外国人に対する義援金活動の発端となるなど、

社会の変革にも寄与した。以下、事件の概要とその歴史的意義について検討する。

(1) 事件の概要とそれを示す記録

事件に至る歴史的背景

　19 世紀後半まで、日本とイスラーム世界との外交関係は、無きに等しい状況であった。

両者が接点を持ち始めるのは、幕末時における江戸幕府や有力藩による遣欧使節団員や明

治維新後における新政府要人等が、当時オスマン帝国の属州であったエジプトを経由して

ヨーロッパへ入るようになってからである。日本とオスマン帝国の接触は、明治6年（1873）

にパリ滞在中の岩倉使節団から、立会裁判制度の研究を目的に福地源一郎が派遣されるこ

とに始まる。その後、明治 8年（1875）に、寺島宗則外務卿から上野景範駐英公使に、外

交関係樹立に向けてオスマン帝国との非公式折衝を行うよう指示が行われ、日本側からの

アプローチが行われるようになった。その後、度々、皇族や政府閣僚がオスマン帝国を訪

問している。

　陸軍中将である小松宮彰仁親王が、欧米諸国視察の途上に明治 20 年（1887）にイスタ

ンブルを訪問した際にオスマン帝国から厚遇を受けている。このことに対して明治天皇が

オスマン帝国のスルタンであるアブデュル・ハミト 2世に自ら署名した礼状とともに漆器

を贈り、明治 22 年（1889）には大勲位菊花大授章を奉呈した。

　これが、日本の天皇とオスマン帝国のスルタンとの間に皇室儀礼関係が生じた初めての出来

事である。これの返礼として、オスマン帝国は明治天皇にイムティヤーズ勲章を贈ることを決

写真 7　エルトゥールル号（串本町所蔵）
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定し、その奉呈の任のためにエルトゥールル号が日本に派遣されることになるのである。

　日本への派遣にあたっては、オスマン・パシャが特使に任命された。日本に派遣される

エルトゥールル号には、艦長のアリー・ベイ中佐以下、出発当初 600 人以上の乗組員が乗

艦していたといわれているが、その数は資料により異なってお

り、海難事件当時の乗組員数ははっきりとしていない。

　明治 22 年（1889）にイスタンブルを出航したエルトゥール

ル号は破損や補給問題等様々なトラブルにより、当初の予定よ

り大幅に遅れて、出航から 11 か月後の明治 23 年（1890）6 月

7 日に横浜へ到着した。

　エルトゥールル号が横浜に着いて1週間後の明治23年（1890）

6 月 13 日に特使オスマン・パシャは明治天皇と謁見し、スル

タンよりの信書と勲章を奉呈して任を果たすこととなる。エル

トゥールル号は、各地見学や諸外国大使館との交流などの日程

をこなして、7月には帰国する予定であった。

　しかしながら、当時の日本ではコレラが蔓延しており、7 月にエルトゥールル号の乗組

員にも感染者が出て、11 人の死者が出る事態となってしまった。そのため、横浜から横

須賀の長浦消毒所（今でいう検疫所）に長期間にわたり隔離されることになったことによ

り、帰国が当初の予定よりも大幅に遅れて明治 23 年（1890）9 月 15 日に、ようやく出航

した。奇しくも台風の時季まっただ中である。

そして、エルトゥールル号は悲劇的な事件に巻き込まれることになるのである。

福州
香港

サイゴン

シンガポール

コロンボ

ボンベイ

アデン

スエズ
ポートサイド

イスタンブル

長崎 神戸 横浜

※航路は推定

1890.9.16 樫野崎

写真8　オスマン・パシャ
（串本町所蔵）
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エルトゥールル号遭難

　イスタンブルへ向けて、明治 23 年（1890）9 月 15 日に横須賀の長浦消毒所を出航した

エルトゥールル号は、次の寄港予定地である神戸に進路を向けていた。その途中、エルト

ゥールル号は台風による暴風雨に巻き込まれ和歌山県東牟婁郡大島村（現在の和歌山県東

牟婁郡串本町樫野）の樫野崎沖で、「船甲羅」

と呼ばれる岩礁に座礁してしまう。

その様子については、後に駐イスタンブ

ル日本大使館勤務となった内藤智秀が、生

存者の一人であるメフメト・アリー・ベイ

少佐や三等イマーム職のアリー・エフェン

ディから聞き取った記録に残されている。

（『日土交渉史』　内藤智秀）その概要は以

下のとおりである。

16 日正午頃までは良い天気であったが、徐々に天気が変化し、夕方になると猛烈な風

になった。夜になると風とともに波も大きくなり、エルトゥールル号のメイン・マストが

折れてしまうというトラブルに見舞われる。船が激しく揺れて、船体も破損し、石炭庫内

にまで浸水した。時間を追うにつれて浸水の量は増えていき、機関部にまで至ったことで、

エルトゥールル号は航行の自由を失ってしまう。その結果、エルトゥールル号は樫野埼灯

台下に広がる「船甲羅」と呼ばれる岩礁に乗り上げて座礁した。「船甲羅」は地元の人々

から海難の多発地帯として知られていた場所であった。

上記の生存者及び樫野埼灯台職員の証言では、大きな爆発音がしたとあり、エルトゥー

ルル号は「船甲羅」に座礁した後に浸水により機関部が爆発して大破したものと考えられ

ている。

遭難者の救護活動

　エルトゥールル号が遭難したことを も早く知り得たのは、樫野埼灯台の２名の職員で

ある。事故当日の様子は、『樫野埼灯台日誌』（この資料は現存しないが、内藤智秀氏の著

書に 9月 16 日から 21 日までの部分が転載されている。）に記載が見える。これによれば、

17 日までに樫野崎へたどり着いた負傷者は樫野埼灯台へ 63 名、樫野浦へ 6 名の合計 69

名であった。

なお、『樫野埼灯台日誌』には 16 日の事件直後の様子が克明に記載されている。これに

よると、9 月 16 日の午後 10 時 15 分、灯台職員の乃美権之丞の宿直中に遭難者の 1 名が

血まみれで入ってきた。すぐに笛声で同じく灯台職員の滝澤正浄に連絡し、遭難者の話を

写真 9　船甲羅

─ 23 ─



聞いている。オスマン帝国の人間とは知れたがその他は言語が通じなかった。しかし、ジ

ェスチャーで船体が大破したことはわかったようである。遭難者の怪我の手当をしようと

したところ、灯台周辺に新たに 9名が血まみれの状態で現れたため、手伝住室で怪我の手

当を行った。その後、大島村樫野地区区長の斎藤半之右衛門へ通報したとある。

その後の記録としては、大島村長の沖周の記録である『土耳其軍艦アルトグラー號難事

取扱ニ係ル日記』【通称：沖日記】（トルコ記念館蔵）が詳しい。事故の次の日の 9 月 17

日には、斎藤区長から連絡を受けた沖周大島村長が書記・雇員・巡査・医師を伴って樫野

区に到着する。

負傷者は 17 日のうちに樫野区の大龍寺に移されて治療が施されていたが、9 月 18 日に

は、収容されていた負傷者が多く、大龍寺での治療には狭いという沖村長の判断で、大島

地区の蓮生寺に 62 名が移送され治療を受けることとなった。この蓮生寺には看護者とし

て数十名を置いている。おそらく、地元住民が参加していたのであろう。

写真 10『沖日記』 写真 11　樫野崎灯台・旧官舎
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遭難者の捜索と漂流物の回収作業

負傷者の看護を行う一方で、生存者の捜索、遺体の回収と埋葬、漂流物の回収について

も地元の尽力により行われた。これには、村が動員をかけたことで、多くの地元住民が参

加したと考えられる。

『土耳其軍艦アルトグラー號難事取扱ニ係ル日記』や旧田原村の公文書を集めた『明治

廿三年　土耳其軍艦難破ニ係ル各所往復書類』には、その様子が生々しく記録されている。

これらの文書から、初動対応が終了した 9月 18日になると、大島村や田原村では村民を

動員し、生存者の捜索、遺体の回収と埋葬を開始していることがわかる。大島村役場が事

故の発生について周辺の村役場に連絡して、遺体・遺品回収について彼らの協力を仰いだ。

19 日になると、大島村では、海岸だけではなく、海上に舟を出して捜索が行われる大

規模なものであったという記録が残っている。この背景には皇族と誤解されていた特使オ

スマン・パシャが発見されていなかったこともあると考えられる。

それ以降も、生存者の捜索、遺体の回収と埋葬、漂流物の回収は続けられるが、徐々に

その規模は縮小される。10 月 7 日までに大島とその対岸で 251 名の遺体が検死され、埋

葬されている。

なお、漂流物・海底に沈んだ遺物については、県庁・郡役所から厳重に回収・保管する

ように指示があった。回収された物品は大島村須江に集められて横浜に回送された後、

終的に外務省からオスマン帝国へ返還されている。

生存者の移送

9 月 20 日の朝、大島港にドイツ軍艦ウォルフ号が入港した。これに同乗していた兵庫

県庁外務課の長野桂太郎と交渉した赤城維羊東牟婁郡長は、ウォルフ号で生存者を神戸に

移送することに合意し、急遽樫野崎の現場において埋葬式が挙行されることとなった。生

存者 65 名（この他の 2名は既に神戸におり、2名は遭難現場で捜索活動にあたっている。）

を収容したウォルフ号は、この埋葬式に参加すべく 12 時に大島港を出港して樫野崎に向

かったが、波浪が激しく、埋葬式を中止にして 14 時に神戸に向けて出航した。神戸に移

送された生存者は、宮内省より派遣された医師団の治療を受けることとなる。

　その後、政府は 9月 26 日に、明治天皇の直裁を得て 2隻の軍艦、比叡と金剛によって、

69 名の生存者をオスマン帝国へと送り届けることを決定する。比叡と金剛は 10 月 10 日

に生存者を分乗させて神戸を出航し、同年末にオスマン帝国へと到達して生存者を引き渡

し、その後に特別な許可を得て明治 24 年（1891）1 月 2 日に特別な許可を得てイスタン

ブルへの入港を果たした。

日本赤十字社の看護

9 月 19 日午前 2 時 5 分に兵庫県知事から宮内省宛に事件について第一報が入る。宮内
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表 1　オスマン帝国へ返還した沈没品一覧

勲章貨幣

品　目 個数 荷造 重量 容積
勲章 1個

1箱 25 斤 1 才

外国金貨　2匁 2分～ 1匁 7分 761 個
外国金貨　1匁 1分 7個
外国銀貨　1円形 65 個
外国銀貨　20 銭以下 240 個
日本白銅　5銭 232 個
日本・外国銅貨　2銭形以下 47 個
勲章 1個
外国金貨　2匁 1分～ 1匁 7分 28 個
外国金貨　1匁～ 5匁 13 個

大砲軍器其他

品　目 個数 荷造 重量 容積
クロップ大砲 8門 原形のまま 93,384 斤 406 才
クロップ大砲　弾丸止 2個 原形のまま 80 斤 4 才
アムスツロング大砲 4門 77,340 斤 395 才
ホツキス速射　鋼砲 2門 1,632 斤 11 才
ホツキス速射　黄銅砲 2門 624 斤 5 才
ノールデンプルト　4連砲 4個 3,936 斤 32 才
ノールデンプルト　5連砲 2個 3,295 斤 56 才
ノールデンプルト　小 5連 1個 150 斤 5 才
水雷機 2個 1,040 斤 36 才
小銃 182 個 2,184 斤 86 才
ピストル 24 個

508 斤 9 才
サーベル 31 個
銃剣 70 個 280 斤 9 才
弾薬入　革帯 121 個

90 斤 10 才
徽章類 2個
小旗形のもの 1個
書類 1括

※この一覧は、オスマン帝国へ返還するために保管現地（大島）より横浜港まで回送され

た物品である。この表は『東牟婁郡誌』を参考に再構成した。
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省は明治天皇の意向を受けて、その日のうちに宮内省関係の医師団を現地に送り込むこと

を決定している。当初は大島村へ向かう予定で神戸に入ったが、ドイツ軍艦ウォルフ号が

神戸に生存者を移送する可能性が高いことから、神戸に留まりこの地で治療が行われるこ

ととなった。この医師団は、侍医と皇后の監督下にあった日本赤十字社の医師と看護師に

よって構成されていた。特に侍医が東京へ帰京した9月26日以後の生存者に対する治療は、

日本赤十字社が一手に引き受けることとなる。この救護活動は日本赤十字社にとって初の

国際救援となった。

民間による支援活動

　当時、新聞業界では販売競争の激化といった状況にあり、エルトゥールル号事件につい

て報道合戦が展開された。特に『東京日日新聞』・『大阪朝日新聞』・『神戸又新日報』は、

9 月 19 日の段階で既に事件の速報を行っており、その後の救護活動も含めた報道も大々

的に展開されていく。連日の各新聞の報道によって事件の内容が広く国民の知るところに

なったといえよう。

　特筆すべきは、報道に伴い新聞各社が義援金募集活動を展開したことである。特に、『時

事新報』は 4,248 円 97 銭 6 厘もの大金を集めることができた。同社は記者の野田正太郎

を事件の生存者をオスマン帝国へ送り届ける比叡へ便乗させて、イスタンブルにおいてオ

スマン帝国の海軍省に為替に変えた義援金を直接手渡しさせた。

　新聞社に限らず団体や個人もいろいろな支援活動を実施していた。

　海底に沈んでいるエルトゥールル号の遺品を引き上げるボランティア活動も展開され

た。兵庫県のドック会社の大松藤右衛門社長がエルトゥールル号の遺品の引き揚げを無償

で実施することを申し出て、大島村へ赴いたことが新聞記事により知られる。それ以外に

も遺品引き揚げに協力した人々がいたことが、慰霊碑に記録されている。

写真 12　（左）慰霊碑・（中）追悼碑・（右）新慰霊碑
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土 耳 其 軍 艦 埃 耳 土 虞 羅 耳 遭 難 之 碑

明 治 二 十 三 年 六 月

土 耳 其 國 皇 帝 以 其 海 軍 少 将 阿 斯 曼 巴 西 亞 為 特 派 公 使 奉 國 書 而 來

皇 上 晃 公 使 於 東 京 宮 城 授 勲 章 賜 享 宴 禮 待 殊 渥 使 事 既 畢 陛 辭 還 國 九 月 十 六 日 駕 軍 艦 埃 耳 土 虞 羅 耳 夜 過 熊 野 海 遇 颱 風 起 檣 折 摧

熊 野 海 自 古 稱 絶 險 多 築 燈 臺 標 識 航 路 此 夜 霧 雨 晦 冥 咫 尺 不 辨 如 以 艦 内 機 関 失 其 用 竟 觸 暗 礁 艦 遂 覆 没 公 使 以 下 六 百 五 十 人 皆 溺 艦

長 亞 犁 陪 亦 死 免 者 僅 六 十 九 人 嗚 呼 悲 惨 矣 哉 其 地 實 為 紀 伊 東 牟 婁 郡 樫 野 埼 埼 角 有 燈 臺 守 者 未 覺 知 遂 有 被 髪 徒 跣 者 相 踵 而 來 言

語 不 通 皆 負 疵 傷 技 手 瀧 澤 正 浄 輙 與 臺 員 協 力 扶 持 給 衣 藥 既 而 知 其 為 土 國 人 也 黎 明 大 島 村 長 沖 周 聞 變 馳 至 與 樫 野 區 長 斎 藤 半 之 右

衛 門 須 江 區 長 瀧 本 彦 右 衛 門 等 周 旋 甚 力 與 警 察 署 長 清 水 廣 治 分 署 長 小 林 征 一 等 商 議 就 安 民 舎 招 治 療 民 爭 任 其 看 護 乃 飛 報 於 和

歌 山 縣 廳 縣 廳 距 此 四 十 餘 里 海 陸 共 阻 而 電 信 未 全 通 十 八 日 報 始 達 書 記 官 秋 山 恕 卿 兼 程 赴 援 郡 長 赤 城 維 羊 先 在 僉 曰 樫 野 地 僻 不 便

周 給 且 時 疫 未 熄 儻 感 傷 者 恐 不 可 救 卽 舟 而 移 之 於 大 島 浦 以 佛 寺 充 病 院 配 付 師 尋 發 輕 舸 數 十 收 遺 骸 於 亂 礁 怒 濤 間 窮 搜 累 日 而 未

見 公 使 屍 更 募 潜 人 求 子 海 底 而 終 不 焉 他 屍 皆 痊 於 燈 臺 西 南 原 上 因 定 為 兆 塋 假 造 公 使 冢 於 其 中 央 爾 餘 諸 墓 環 列 其 側 初 殯 於 沿 岸

各 地 者 亦 合 子 此 亡 慮 二 百 六 十 人 二 十 一 日 八 重 山 艦 長 海 軍 大 佐 三 浦 功 及 海 軍 軍 大 監 加 賀 美 光 賢 奉　 命 而 至 正 装 率 隊 兵 行 葬

儀 恕 卿 等 佐 之 且 存 問 傷 者 移 置 諸 其 艦 又 有 独 逸 國 艦 來 而 載 之 共 航 干 神 戸　 勅 遣 式 部 官 丹 羽 龍 之 助 侍 桂 秀 馬 優 賜 撫 恤

皇 后 亦 被 服 各 一 副 恩 旨 深 厚 無 所 不 至 於 是 疲 困 頓 重 傷 瀕 死 者 亦 皆 起 十 月 特 遣 比 叡 金 剛 二 艦 送 歸 之 於 其 木 國 夫 萬 里 奉 使 客 死

不 還 其 不 幸 洵 不 恩 言 矣 雖 然　 朝 廷 隆 遇 弔 有 加 公 使 其 亦 可 瞑 也 歟 當 有 此 事 變 也 上 下 驚 歎 自 王 公 至 士 庶 人 其 死 慰 其 病 遣 金 幣

布 帛 者 有 為 餽 藥 食 器 物 者 有 為 情 誼 懇 摯 不 遑 記 述 若 夫 大 島 村 以 其 為 所 管 連 出 壯 丁 四 百 餘 人 日 夜 服 勞 役 横 濱 人 増 田 萬 吉 兵 庫 人 賀

川 純 一 有 田 喜 一 郎 神 戸 人 大 松 藤 右 衛 門 與 大 島 村 民 胥 請 官 揀 聚 其 沈 没 艦 材 器 什 具 録 以 進 且 以 所 拾 遺 骨 舉 祈 其 墓 為 設 祭 典 是 皆

不 啻 發 思 遠 人 之 誠 抑 亦 有 深 感

皇 上 至 仁 待 外 賓 之 篤 也 忠 亮 不 肖 承 之 地 方 宣 揚　 徳 化 唯 恐 其 不 逮 頼 書 記 官 以 下 警 察 官 郡 村 吏 各 奔 走 致 職 以 濱 其 事 巳 而 視 其 地 察

其 狀 寔 有 不 堪 痛 悼 者 焉 因 欲 建 碑 勤 其 事 併 表 追 弔 之 意 闔 縣 有 志 之 士 多 賛 助 之 乃 敍 其 梗 概 係 以 銘 銘 曰

　 　 　 　 風 伯 作 威　 　 　 　 堅 艦 不 支　 　 　 　 使 臣 雖 没　 　 　 　 聘 問 始 斯　 　 　 　 勤 諸 貞 石　 　 　 　 以 表 痛 悲

紀 元 二 千 五 百 五 十 一 年 明 治 二 十 四 年 二 月　 　 　 　 　 　 　 　 　 和 歌 山 縣 知 事 從 四 位 勲 三 等 石 井 忠 亮 撰 文

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 和 歌 山 縣 書 記 官 從 六 位 勲 六 等 秋 山 恕 卿 書

明 治 二 十 三 年 九 月 十 六 日 土 耳 古 帝 國 軍 艦 エ ル ト グ ロ ー ル 號 は 特 派 使 節 エ ミ

ン ・ オ ス マ ン パ シ ャ 以 下 六 百 五 十 人 の 士 卒 を 載 せ て 横 濱 よ り 神 戸 に 向 ふ

途 中 熊 野 沖 に 於 て 暴 風 に 遭 ひ 不 幸 樫 野 崎 の 岩 礁 に 觸 れ て 難 破 し 施 設 始 め

五 百 八

十 一 名 の 乗 員 は 海 中 に 溺 歿 し て 英 魂 を 怒 濤 に 委 し 了 ん ぬ 洵 に 千 載 の 恨 事 と

謂 ふ べ き な り 日 土 貿 易 協 會 は 日 土 兩 國 の 友 好 日 に 敦 厚 を 加 ふ る に 際 し 當 時

を 追 懐 す る こ と 轉 た 切 な る も の あ り 昭 和 三 年 八 月 五 日 大 島 及 樫 野 に 於 て 弔

魂 祭 を 執 行 し 土 耳 古 代 理 大 使 フ ウ ル ツ シ ・ フ ア ツ ド ベ ー 亦 之 に 参 列 せ り 乃

ち 此 處 に 碑 を 建 て ゝ 殉 難 諸 将 士 の 英 霊 を 弔 ひ 且 本 會 舉 行 の 弔 魂 祭 を 永 久 に

記 念 す と 云 爾

　 　 　 昭　 和　 四　 年　 四　 月　 五　 日

　 　 　 　 　 　 篆　 額　 大 谷 光 瑞 書　 　 正 六 位 勲 三 等　 稻 畑 勝 太 郎 撰

弔 魂 碑 （ 昭 和 三 年 建 立　 追 悼 碑　 碑 文 ）

土 国 軍 艦 遭 難 之 碑 （ 明 治 二 十 四 年 建 立　 慰 霊 碑　 碑 文 ）
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慰霊碑の建立と慰霊祭の挙行

　大島村の沖村長は、9月18日には、犠牲者を埋葬する墓地として事故現場である「船甲羅」

と「樫野埼灯台」の中間地点を選定して、遺体の埋葬を始めた。

和歌山県は早くから慰霊碑の建立を計画していたようであり、この計画は大阪朝日新聞

の義援金も得て、明治 24 年（1891）に犠牲者が眠る墓地に慰霊碑の建立することで達成

された。この慰霊碑が建立された後の明治25年（1892）3月7日に大島村では沖村長と遺品・

遺体の回収に協力した人々が中心となり、追弔会が執り行われている。その後、大島村で

は明治 32 年（1899）に遭難 10 周年、明治 42 年（1909）に遭難 20 周年の節目ごとに慰霊

祭が行われた。この頃の慰霊祭は小規模なものであったが、トルコ共和国との国交が樹立

されたことを契機に昭和 3年（1928）に大島村において追悼式が実施され、昭和 4年（1929）

に新設の日土貿易協会により追悼碑が建立された。その後、昭和 12 年（1937）にはトル

コ共和国から和歌山県に委嘱されて旧墓碑を埋め込んだ新慰霊碑の建立が行われ、その除

幕式とともに遭難 50 周年の慰霊祭も繰り上げて実施されている。これが、現在の弔魂碑

である。なお、旧来の慰霊碑・追悼碑は現在の弔魂碑が建立された際に墓地の一角に移設

されている。

第二次世界大戦中の慰霊祭の記録はないが、戦後の昭和 29 年（1954）にトルコ共和国

大使が弔魂碑を参拝している。なお、昭和 49 年（1974）以降はトルコ共和国大使・武官

が交代する際は、必ず弔魂碑への参拝が行われている。昭和 36 年（1953）には遭難 70 周

年の慰霊祭からは、串本町が町を挙げて慰霊祭を挙行するようになり、それ以後、5 年ご

とに慰霊祭が行われ、現在に至っている。

　大島では、早くから追悼歌が作られ、歌い継がれてきたといわれているが、当時の追悼

歌は 2曲の歌詞が伝わるのみである。しかしながら、後世に新たに作られた追悼歌が現在

でも大島の小学校や慰霊祭などで歌い継がれている。

参考文献
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『明治二十三年九月土耳其軍艦アルトグラー号難事取扱ニ係ル日記』　1890　沖　周

『日土交渉史』　1931　内藤智秀
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(2) 歴史的意義

「(1) 事件の概要とそれを示す記録」で見てきたように、エルトゥールル号事件が近代

日本に与えた影響は多面的であり、かつ多大であった。以下、エルトゥールル号事件が持

つ歴史的意義について述べる。

エルトゥールル号事件の特筆すべき点

　エルトゥールル号事件は、日本近海の海難史上において未曾有の事故であったが、事故

直後の現場における迅速なる初期対応には瞠目すべきものがある。近代の行政機構が整っ

てさほど時を経ない時期であるにもかかわらず、村・郡・県が一体となって生存者の探索、

遺体・遺品の回収が行われ、さらに皇室、政府、海軍、新聞社の動きが連動して日本社会

全体が生存者の本国送還を実現させたことは特に注目される。また、新聞各社は報道と平

行して義援金募集を行い、児童をはじめ多くの国民がそれに応じ、義援金は相当額に達し

たことも特筆される。

　なお、皇室が本事件を長らく心に留められ、昭和４年（1929）には昭和天皇が大島を行

幸されたこともエルトゥールル号事件が近代日本の歴史上、きわめて大きな意義をもって

いたことの証左に他ならない。

エルトゥールル号事件が社会に与えた影響

　エルトゥールル号事件は、外国の軍艦が遭難して多数の犠牲者を出すという、日本が初

めて経験した大規模海難である。この海難に当たり当時の行政や民間のとった対応が、そ

の後の日本における海難救済対応措置の先例ともなった。大島村をはじめとし、東牟婁郡、

和歌山県、兵庫県等の地方行政は自主的かつ相互に連絡を取りながら対応するとともに、

中央政府にも迅速・緊密なる連絡を行い、中央政府の講じる救済措置に関してもその一翼

を担ったのである。さらに、この事故における日本赤十字社の救護活動は、日本赤十字社

にとっても初の国際救援となった。くわえて、全国的な義援金運動の高まりにより、日本

人罹災者支援だけではなく、外国人罹災者に対しても支援するといった意識を日本社会に

もたらすきっかけともなった。

日本とトルコの友好

　エルトゥールル号事件は日本で語り継がれているだけではなく、トルコにおいても同様

に語り継がれてきており、現在においてもこの事件は日本とトルコの友好の架け橋となっ

ている。

本事件での遭難者を悼む慰霊祭が事件直後から現在に至る 120 年以上の長きにわたって

大島において実施されていることや、トルコ共和国駐日大使や武官が着任の際には現地を

訪れ遭難者墓地に参拝することが恒例となっていることは、現在においても、エルトゥー

ルル号事件が日本とトルコの友好関係に寄与していることを物語っている。
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(3) 史跡的価値

　ここまで見てきたようにエルトゥールル号事件は近代日本の歴史を理解する上で欠くこ

とのできない重要な事件である。以下に、エルトゥールル号事件を現在に伝える史跡につ

いて述べる。

船甲羅

　船甲羅は、現在の和歌山県東牟婁郡串本町樫野に所在する樫野崎の突端から200～ 300ｍ

南西、陸部から100ｍ沖の海中にある岩礁である。この場所は、いくつかの岩礁からなっており、

船が航行するには難所となっている場所で

ある。明治 23年（1890）9月16日に台風に

より操船の自由を失ったエルトゥールル号

がこの岩礁に衝突し、爆発事故を起こす発

端となった場所である。

　現在もこの周辺の海底には今もエルトゥ

ールル号関係の遺物が残されており、エル

トゥールル号事件を語る上で重要な場所で

ある。

樫野埼灯台・官舎

　樫野埼灯台は、現在の和歌山県東牟婁郡串本町樫野に所在する樫野崎の突端に位置する。

日本の灯台で も古いものの一つであり、エルトゥールル号事件が起こった時点では既に

灯台として稼働していた。

エルトゥールル号が遭難した時、生存者

はこの灯台の灯火をたよりに陸地を目指し

たと伝わっている。そして、泳ぎ着きある

いは漂着した生存者は、樫野埼灯台官舎の

扉を叩き、官舎にいた灯台職員に助けを求

めたのである。これが、大島の人々による

救助活動が行われるきっかけとなった。な

お、事故の翌日の 9 月 17 日までには、こ

の場所に 63 名の生存者が到着し、官舎で

負傷者の手当が行われている。

　このように、樫野埼灯台と官舎は、エル

トゥールル号事件の 初の段階において重要な役割を果たしており、エルトゥールル号事

件を語る上で重要な場所である。

写真 13　船甲羅

写真 14　樫野埼灯台・旧官舎
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エルトゥールル号事件遭難者上陸地

　エルトゥールル号事件遭難者上陸地は、現在の和歌山県東牟婁郡串本町樫野の樫野埼灯

台・旧官舎とトルコ軍艦遭難者墓地の中間地点に所在する。

エルトゥールル号が遭難した際に海に投

げ出された生存者は、樫野埼灯台の灯火を

頼りにこの場所に泳ぎ着き、あるいは流れ

着いて上陸したと伝えられている。上陸地

には、小さな砂浜があるが、すぐに崖とな

っているため、彼らはこの崖をよじ登って

樫野埼灯台に助けを求めたと考えられる。

このように、エルトゥールル号事件遭難

者上陸地はエルトゥールル号事件を語る上

で重要な場所である。

大龍寺・蓮生寺

大龍寺は、現在の和歌山県東牟婁郡串本町樫野に所在する寺院である。事故当日に樫野

浦に漂着した 6 名の負傷者がこの寺院に搬送され、その後、9 月 17 日には樫野埼灯台官

舎で治療を受けていた 63 名の生存者がこの寺院に移送され、治療・看護が続けられた。

また、蓮生寺は、現在の和歌山県東牟婁郡串本町大島に所在する寺院である。9 月 17

日に 69 人の生存者を収容していた大龍寺は、多数の負傷者の治療には手狭であったこと

から、9 月 18 日に 62 人の負傷者を蓮生寺に移送している。この寺院における治療では、

数十人の看護人が徴用され、克明な負傷者の治療記録が作成されたことも特筆される。

このように、大龍寺と蓮生寺はエルトゥールル号事件における負傷者が収用され本格的

な治療が施された場所であり、エルトゥールル号事件を語る上で重要な場所である。

写真 15　エルトゥールル号事件遭難者上陸地

写真 17　蓮生寺写真 16　大龍寺
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エルトゥールル号事件遭難者墓地

　エルトゥールル号事件遭難者墓地は、現在の和歌山県東牟婁郡串本町樫野に所在するエ

ルトゥールル号の遭難者の埋葬地である。現在は「トルコ軍艦遭難者墓地」として、和歌

山県指定文化財（史跡）に指定されている。

　当寺の大島村長・沖周は、事故から 2日後の 9

月 18日に、犠牲者を葬る場所として「船甲羅」と

「樫野埼灯台」の中間であるこの場所を選定した。

明治 24 年（1891）2 月に和歌山県によって慰

霊碑、昭和 4年（1929）日土貿易協会によって追

悼碑が建立され、その後、トルコ共和国政府から

和歌山県に委嘱されて昭和 12 年（1937）6 月 3

日に現在の弔魂碑が建立されている。不幸にも亡

くなったエルトゥールル号乗組員は、大島近隣の

人々により何カ所かに手厚く葬られていたが、明

治 25 年（1892）にこの地に改葬されて現在に至

っている。なお、慰霊碑と追悼碑については、弔

魂碑が建設された後も、この墓地の一角に移設さ

れ、現在も残されている。

明治 25 年（1892）3 月 7 日に大島村による追

弔会が開かれて以後、節目の年には慰霊祭が取り

行われ、120 年以上を経た現在においても継続されている。なお、昭和 47 年（1972）に

トルコ共和国メルシン市に現在の弔魂碑と同形の記念碑が建立され、昭和 50 年（1975）

には、串本町とメルシン市との間に姉妹都市提携がなされた。

このように、エルトゥールル号事件遭難者墓地は、犠牲者が眠る場所であり、現在にお

いても慰霊祭が執り行われる舞台となるなど、エルトゥールル号事件を語る上で重要な場

所である。

その他の遺跡

　大島には上記の 5ヵ所の遺跡の他、昭和 4年の昭和天皇行幸の際の記念碑や野点跡、エ

ルトゥールル号乗組員を神戸に送り届けた大島港等、多くの関連遺跡も所在している。

写真 18　エルトゥールル号事件

遭難者墓地
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樫野埼灯台・官舎

エルトゥールル号事件遭難者上陸地

エルトゥールル号事件遭難者墓地

船甲羅
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新慰霊碑

慰霊碑
追悼碑
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４．今後の展望

(1) 現状

樫野埼灯台は現役灯台であり、海上保安庁によって維持管理されている。旧官舎は現在、

串本町の所有となっており、平成 23 年度に串本町によって修理が行われ、一般に公開さ

れている。なお、旧官舎内部には海上保安庁第五管区海上保安部の寄贈によるエルトゥー

ルル号事件当時の灯台吏員が利用していた望遠鏡等、灯台業務に関係するものが展示され

ている。

トルコ軍艦遭難者墓地では、定期的に慰霊祭の開催や串本町立大島小学校による清掃活

動が行われるなど、現在も遭難者が眠る場所として畏敬の念が表されている。また、昭和

49 年（1974）には、串本町によって船甲羅や樫野埼灯台および旧官舎を望む場所にトル

コ記念館が開設され、エルトゥールル号事件に関する展示やガイダンスが行われている。

大龍寺と蓮生寺は、今も寺院として機能している。

なお、船甲羅なども含む樫野崎一帯については、自然公園法により吉野熊野国立公園の

特別地域及び普通地域に指定されている。

(2) 史跡指定

　前章までにおいて、樫野埼灯台・官舎及びエルトゥールル号事件関連遺跡群の歴史的価

値を検討してきた。

　「樫野埼灯台・旧官舎」は日本 古の近代石造灯台とそれに付随する同時期の官舎であ

るという近代建築史・交通史的意義を持つ。また、これを含むエルトゥールル号事件関連

遺跡群は、エルトゥールル号事件の舞台として、海難、行政、人道、国際交流といった観

点での歴史的意義がきわめて大きい。すなわち、エルトゥールル号関連遺跡群は、串本町

や和歌山県にとってだけでなく、日本の近代史の正しい理解のために欠くことのできない

ものである。

　現在、「トルコ軍艦遭難者墓地」は県指定史跡、「樫野埼灯台旧官舎」は国登録有形文化

財として保護が図られているものの、「樫野埼灯台」や「船甲羅」、「エルトゥールル号事

件遭難者上陸地」、「大龍寺・蓮生寺」等の関連遺跡群は未指定であり、文化財としての公

的な保護はなされていない状況である。

それゆえ、日本近代史の正しい理解のため欠くことのできない、これらの遺跡群の歴史

的価値を公的に位置づけ、将来に確実に引き継いでいくために、国史跡指定を視野に入れ

て保護措置を講じていく必要がある。
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(3) 保存管理計画の策定

樫野埼灯台・旧官舎及びエルトゥールル号事件関連遺跡群は、文化財としての価値を十

分に備えている。これらの遺跡群とその価値を適切に保存し次世代へと確実に引き継いで

いくためには、保存管理の基本方針とそれに基く保護管理手法を明確にしておく必要があ

る。また、それを実効的なものにしていくには、保存管理の体制を確立しておくことも必

要である。ちなみに、各施設等の維持管理については、現段階でも継続的に、かつ、おお

むね適切に実施されているが、これらは個別的であることから、今後は史跡の構成要素と

して一体的な維持管理を行う必要がある。あわせて、この遺跡群を適切に整備・活用し、

次世代へと継承していくために、保存管理計画を策定して明確に示すことが必要である。

保存管理計画の策定に当たっては、次の事項を定めることが必要である。

①保存管理の基本方針

②史跡の構成要素の明確化

③各構成要素の特性に合った保存管理の方法

④現状変更等の許可に関する取扱基準

⑤整備公開等に関する在り方の提示

⑥運営方法及び運営体制

なお、保存管理計画の策定に当たっては、樫野埼灯台が現時点において現役灯台である

ことを考慮し、その本来業務に支障を与えることのないように保存管理の方法を検討する

必要がある。

(4) 国民的財産としての活用に向けて

樫野埼灯台・官舎及びエルトゥールル号事件関連遺跡群は、様々な観点から語られるべ

き遺跡群である。その観点とは、近代日本において発生した未曾有の海難の歴史的事実及

びこの事件に際しての国及び地方行政の対応の経緯といった海難史、近代行政史の観点、

エルトゥールル号事件の負傷者に対する大島の人々の献身的な看護や全国的な義援金運動

といった人道的活動史の観点、この事件と国・地方行政・民間が執った一連の行為が日本

とトルコの友好の架け橋となったという国際関係史の観点である。

これらの遺跡群とその歴史的価値を次世代へ確実に引き継いでいくためには、史跡指定

等の保護措置がなされるだけではなく、これらの遺跡群が国民的財産であるということを

日本国民に認識されることが必要不可欠である。そのためには、保存管理だけではなく、

整備活用も重要な視点となる。ただし、整備活用にあたっては、これらが保存管理の延長

上にあることを十分に理解し、このことを踏まえてしっかりとした整備活用計画を立案し

た上で実施する必要がある。

樫野埼灯台・官舎及びエルトゥールル号事件関連遺跡群は、串本町により樫野埼灯台旧

官舎の修復と一般公開、トルコ記念館でのエルトゥールル号事件に関する展示とガイダン
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ス、これら周辺の公園的整備が進められており、基本的な整備は既にかなりの程度まで整

っているといえよう。

しかし、残念ながら現段階において、これらの遺跡群は、全国的に十分な知名度がある

とは言い難い。そのため、これら遺跡群の持つ歴史的価値を串本町内や和歌山県内だけで

なく、全国的な周知を図っていく必要がある。また、このことは樫野埼灯台・旧官舎及び

エルトゥールル号関連遺跡群を串本町及び和歌山県の観光資源として活用していくために

も重要なことである。

今後は、旧官舎やトルコ記念館の展示の充実を図っていく必要もあると考えられる。

2007 ～ 2010 年にかけて、トルコ海洋考古学研究所がエルトゥールル号が遭難した海域で

考古学的調査と発掘を行ったエルトゥールル号プロジェクトは、地元串本町や串本町民に

よるボランティアの協力も得て進められており、現在も引き揚げられたエルトゥールル号

関連の引き上げ品の整理作業が進められている。このプロジェクトによる引き上げ品の保

管は今後、串本町が行うこととされており、これらを適切に保管・活用するために旧官舎

やトルコ記念館の果たす役割は大きいであろう。特に、トルコ記念館は、樫野埼灯台・旧

官舎及びエルトゥールル号関連遺跡群への来訪者に対するガイダンス施設としての役割と

ともに、エルトゥールル号事件に関する各種資料の保管・研究の拠点としての役割も担う

ことも求められる。

また、今回の調査研究においては、エルトゥールル号事件の史跡的価値について、日本

側の資料を中心に実施してきた。そのため、日本において、エルトゥールル号事件が歴史

的に果たした意義についての成果を得ることができたが、さらにトルコ共和国側の諸資料

によって補完していくことも求められよう。

すなわち、日本側の諸資料をデータベース化して公開するとともに、将来的にはトルコ

をはじめ世界的な規模で本事件の教訓や歴史的意義を共有していくことが強く求められて

いるのである。また、この協働による調査は日本とトルコ共和国の更なる友好にも寄与で

きるものと期待したい。
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付　　　編
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付編１　全国の海難における救助事例に関する調査結果

エルトゥールル号事件と類似する事例の調査のため、全国の都道府県に下記のアンケー
トを行った。

海難事故に関する史跡及び灯台等の文化財指定状況についての
アンケート

都道府県名：　　　　　　　　　　　　　　

記　入　者：所属　　　　　　　　　　職・氏名　　　　　　　　　　　

☆ 海難事故に関する史跡について

　　問１－１　貴都道府県内において、海難事故が国際交流の契機となった例があり
ますか？（該当するものに○を付けてください）

ある（問１－２へ）　　　　　　　ない（問２－１へ）

　　問１－２　その海難事故の概要等について、別紙１にご記入ください。

　　問１－３　その海難事故に関する場所について、文化財（史跡等）に指定されて
いる例がありますか？（該当するものに○を付けてください）

ある（問１－４へ）　　　　　　　ない（問２－１へ）

　　問１－４　文化財（史跡等）の概要について、別紙２にご記入ください。

☆ 灯台等の文化財指定状況について

　　問２－１　灯台又は附属建造物（官舎等）が文化財指定又は登録がされている例
がありますか？（該当するものに○を付けてください）

ある（問２－２へ）　　　　　　　ない

　　問２－２　灯台又は附属建造物（官舎等）の指定状況を下記にご記入ください。
　　　　　　　（数が多い場合は、別紙でも構いません。）
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指定名称 所在市町村名 指定物件 指定状況 種別

 指定物件 ･･･「灯台」・「附属建造物」の別
 指定状況 ･･･「国指定」・「都道府県指定」・「市町村指定」・「国登録」の別
 種　　別 ･･･「史跡」・「建造物」の別

別紙 1
海難事故の概要等

海難
記念碑・慰霊碑等の

有無 現在における
国際交流事例

場所（市町村） 事故の年月 相手国 概要 記念碑 慰霊碑

1

2

別紙 2
文化財（史跡等）の概要

番号 指定状況 種別 文化財の名称 文化財の概要

 番号 別紙 1の番号をご記入ください。

 指定状況 「国指定」「都道府県指定」「市町村指定」等の別

 種別 「史跡」「名勝」「建造物」等の別
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海
難

事
故

に
関

す
る

史
跡

に
関

す
る

全
国

ア
ン

ケ
ー

ト
結

果

都
道

府
県

海
難
事
故
に
関
す
る
史
跡

灯
台
等
の
文
化
財
指
定
状
況

問
１
－
１

国
際
交
流
の

契
機
事
例

問
１
－
２

海
難
事
故
の
概
要

問
１
－
３

史
跡

等
指

定
の

事
例

問
１
－
４

指
定
文
化
財
の
概
要

問
２
－
１

指
定
登
録
の

事
例

問
２
－
２

指
定
登
録
物
件

場
所

年
月

相
手
国

記
念
碑

慰
霊
碑

物
件
名

指
定
状
況

種
別

物
件
名

市
町
村

指
定
物
件

指
定
状
況

種
別

備
考

北
海
道

×
－

×
－

青
森
県

○
つ
が
る
市

1
9
8
9
.
1
0

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

○
○

×
－

○
浜
町
の
常
夜
灯

延
辺
地
町

灯
台

市
町
村

史
跡

岩
手
県

×
－

×
－

宮
城
県

×
－

○
金
華
山
道
標
常
夜
燈

石
巻
市

灯
台

市
町
村

建
造
物

秋
田
県

山
形
県

×
－

×
－

福
島
県

×
－

×
－

茨
城
県

×
－

×
－

栃
木
県

×
－

×
－

群
馬
県

×
－

×
－

埼
玉
県

千
葉
県

○
御
宿
町

1
6
0
9
.
9

ス
ペ
イ
ン

○
×

○
ド
ン
・
ロ
ド
リ
コ
上
陸
地

県
史
跡

○
犬
吠
埼
灯
台

銚
子
市

灯
台

国
登
録

建
造
物

灯
明
台

船
橋
市

灯
明
台

県
有
形
民
俗

東
京
都

○
御
蔵
島
村

1
8
6
2
.
6

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

○
×

○
バ
イ
キ
ン
グ
号
キ
ャ
プ
タ
ン
を

台
座
に
し
た
燈
篭
と
錨

市
町
村

有
形

○
バ
イ
キ
ン
グ
号
キ
ャ
プ
タ
ン
を

台
座
に
し
た
燈
篭
と
錨

御
蔵
島
村

燈
篭

市
町
村

有
形

神
奈
川
県

新
潟
県

×
－

×
－

富
山
県

×
－

○
万
灯
台

魚
津
市

灯
台

市
町
村

史
跡

江
戸
時
代

石
川
県

×
－

○
旧
福
浦
灯
台

志
賀
町

灯
台

県
史
跡

福
井
県

×
－

×
－

山
梨
県

×
－

×
－

長
野
県

×
－

×
－

岐
阜
県

×
－

○
住
吉
燈
台

大
垣
市

灯
台

県
史
跡

江
戸
時
代

上
有
知
湊

美
濃
市

灯
台

県
史
跡

静
岡
県

○
沼
津
市

1
8
5
4

ロ
シ
ア
帝
国

○
×

○
洋
式
帆
船
建
造
地

及
び
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
宿
所

国
史
跡

○
神
子
元
島
燈
台

下
田
市

灯
台

国
史
跡

愛
知
県

×
－

○

旧
品
川
燈
台

犬
山
市

灯
台

国
指
定

建
造
物

明
治
村

旧
菅
島
燈
台
附
属
官
舎

犬
山
市

附
属

建
造

物
国
指
定

建
造
物

明
治
村

明
治
村
小
那
沙
美
島
燈
台

犬
山
市

灯
台

国
登
録

建
造
物

明
治
村

前
芝
の
燈
明
台

豊
橋
市

灯
台

県
史
跡

三
重
県

×
－

○
菅
島
灯
台

鳥
羽
市

灯
台

登
録

建
造
物

滋
賀
県

×
－

○

出
島
灯
台

大
津
市

灯
台

市
町
村

有
形
民
俗

小
舟
入
常
夜
燈

大
津
市

灯
台

市
町
村

有
形
民
俗

旧
東
海
道
横
田
渡
跡

甲
賀
市

県
史
跡

京
都
府

×
×

－

大
阪
府

×
－

○
旧
堺
灯
台

堺
市

灯
台

国
指
定

史
跡

兵
庫
県

×
－

○
旧
和
田
岬
灯
台

神
戸
市

灯
台

国
登
録

建
造
物
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都
道

府
県

海
難
事
故
に
関
す
る
史
跡

灯
台
等
の
文
化
財
指
定
状
況

問
１
－
１

国
際
交
流
の

契
機
事
例

問
１
－
２

海
難
事
故
の
概
要

問
１
－
３

史
跡

等
指

定
の

事
例

問
１
－
４

指
定
文
化
財
の
概
要

問
２
－
１

指
定
登
録
の

事
例

問
２
－
２

指
定
登
録
物
件

場
所

年
月

相
手
国

記
念
碑

慰
霊
碑

物
件
名

指
定
状
況

種
別

物
件
名

市
町
村

指
定
物
件

指
定
状
況

種
別

備
考

奈
良
県

×
－

×
－

和
歌
山
県

○
串
本
町

1
8
9
0
.
9

オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ

帝
国

○
○

○
ト
ル
コ
軍
艦
遭
難
者
墓
地

県
史
跡

○
樫
野
埼
灯
台
官
舎

串
本
町

附
属

建
造

物
国
登
録

建
造
物

鳥
取
県

○
琴
浦
町

1
8
1
9

朝
鮮
国

○
×

×
－

×
－

島
根
県

×
－

○
美
保
関
灯
台

松
江
市

灯
台

附
属

建
造

物
国
登
録

建
造
物

岡
山
県

×
－

×
－

広
島
県

×
－

○
？

山
口
県

×
－

○

萩
往
還
関
連
遺
跡

住
吉
神
社
石
造
燈
台

防
府
市

灯
台

国
指
定

史
跡

六
連
島
灯
台

下
関
市

灯
台

市
町
村

建
造
物

角
島
灯
台

下
関
市

灯
台

市
町
村

建
造
物

徳
島
県

○
海
陽
町

1
9
5
7
.
2

デ
ン
マ
ー
ク
王
国

○
○

×
－

×
－

美
波
町

1
8
9
2
.
7

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

×
×

×
－

香
川
県

×
－

○

江
崎
燈
台
退
息
所

高
松
市

附
属
建
造
物

国
登
録

建
造
物

移
築（

兵
庫
県
）

鍋
島
燈
台
退
息
所

高
松
市

附
属
建
造
物

国
登
録

建
造
物

移
築
（
坂
出
市
）

ク
ダ
コ
島
灯
台
退
息
所

高
松
市

附
属
建
造
物

国
登
録

建
造
物

移
築
（
愛
媛
県
）

愛
媛
県

×
－

○

釣
島
灯
台
吏
員
退
息
所

及
び
倉
庫

松
山
市

附
属
建
造
物

市
町
村

建
造
物

萬
安
港
旧
灯
台

伊
予
市

灯
台

市
町
村

建
造
物

高
知
県

○
土
佐
清
水
市

1
8
4
1

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

○
×

×
－

×
－

福
岡
県

×
－

○
江
越
八
幡
海
岸
灯
台

柳
川
市

灯
台

市
町
村

建
造
物

江
戸
時
代

佐
賀
県

×
－

○
夜
灯
鼻
灯
台
跡

太
良
町

灯
台
跡

市
町
村

史
跡

長
崎
県

○

長
崎
市

1
7
4
6

唐
×

○
○

唐
人
海
難
者
改
葬
供
養
塔

市
町
村

史
跡

○
伊
王
島
灯
台
旧
吏
員
退
息
所

長
崎
市

附
属
建
造
物

県
建
造
物

松
浦
市

1
2
8
1

元
○

×
×

－

新
上
五
島
町

1
8
6
6

－
○

○
×

－

熊
本
県

×
－

×
－

大
分
県

×
－

○

豊
後
水
道
海
事
博
物
館

佐
伯
市

附
属
建
造
物

国
登
録

建
造
物

渡
り
鳥
館

佐
伯
市

附
属
建
造
物

国
登
録

建
造
物

豊
後
水
道
海
事
博
物
館
　
塀

佐
伯
市

附
属
建
造
物

国
登
録

建
造
物

宮
崎
県

×
－

○
常
夜
灯

延
岡
市

石
塔（

灯
台
）

市
町
村

建
造
物

鹿
児
島
県

○
南
種
子
町

1
8
9
4

イ
ギ
リ
ス

○
×

×
－

○
鹿
児
島
旧
港

北
防
波
堤
灯
台

鹿
児
島
市

灯
台

国
登
録

建
造
物

沖
縄
県

○

宮
古
島
市

1
8
7
3

ド
イ
ツ

○
○

○
ド
イ
ツ
皇
帝
博
愛
記
念
碑

県
史
跡

×
－

ド
イ
ツ
商
船
遭
難
之
碑

市
町
村

史
跡

宮
古
島
市

1
7
9
7

イ
ギ
リ
ス

○
×

×
－

北
谷
町

1
8
4
0

イ
ギ
リ
ス

○
×

×
－

海
難

事
故

に
関

す
る

史
跡

に
関

す
る

全
国

ア
ン

ケ
ー

ト
結

果
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別
紙
１

海
難

事
故

の
概

要
等

海
難

事
故

の
概

要
記

念
碑

・
慰

霊
碑

等
の

有
無

現
在

に
お

け
る

国
際

交
流

事
例

場
所

事
故
の
年
月

（
西
暦
）

相
手

国
概

　
　

要
記

念
碑

慰
霊

碑

1
青

森
県

つ
が

る
市

1
8
8
9
年

1
0
月

ア
メ

リ
カ

合
衆

国

明
治

2
2
年

（
1
8
8
9
）

1
0
月

3
0
日

早
朝

、
つ

が
る

市
車

力
沖

合
3
0
0
ｍ

付
近

で
折

か
ら

の
暴

風
に

よ
っ

て
座

礁
し

た
米

国
メ

ー
ン

州
バ

ス
市

船
籍

の
チ

ェ
ス

ボ
ロ

ー
号

が
牛

潟
の

漁
民

に

よ
っ

て
発

見
さ

れ
た

。
風

速
6
3
ｍ

の
嵐

の
中

、
決

死
の

救
出

活
動

で
乗

組
員

2
3
人

中
4
人

の
船

員
を

奇
跡

的
に

救
助

し
た

。

当
時

は
電

話
も

自
転

車
も

な
く

、
車

力
村

か
ら

青
森

県
庁

ま
で

の
6
4
㎞

を
村

一
番

の
健

脚

と
い

わ
れ

た
若

者
2
人

が
自

ら
足

で
走

り
抜

け
、

3
日

後
、

奇
跡

的
に

助
か

っ
た

4
人

は
無

事
米

国
に

帰
国

し
た

。

○
○

　
チ

ェ
ス

ボ
ロ

ー
号

遭
難

10
0
周

年
を

き
っ

か
け

と
し

て
、

平
成

2
年

（
19
90
）
か
ら
始
ま
っ
た
チ
ェ
ス
ボ
ロ
ー
カ
ッ
プ

水
泳
駅

伝
は
、
車
力
村
と

バ
ス
市
の
直
線
距
離
に
あ
た
る

10
,2
00

㎞
を
、
1
チ
ー
ム

5
人
、
全
参
加

者
の
合

計
距

離
を
毎
年
累

計
し
て
泳
ぎ

切
ろ
う
と
い
う
大

会
で
、
全
国
は

も
ち
ろ
ん
世
界
各
国
か
ら
参
加
者
が
集
ま
る
大
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま

た
、

バ
ス

市
と

つ
が

る
市

の
交

換
ホ

ー
ム

ス
テ

イ
を

中
心

と
し

た

交
流

事
業

が
行

わ
れ

て
い

る
。

2

千
葉

県

夷
隅

郡

御
宿

町

1
6
0
9
年

9
月

ス
ペ

イ
ン

フ
ィ

リ
ピ

ン
諸

島
長

官
ド

ン
・

ロ
ド

リ
ゴ

が
任

期
を

終
え

て
マ

ニ
ラ

か
ら

ス
ペ

イ
ン

領
メ

キ

シ
コ

へ
帰

還
す

る
途

中
、

岸
和

田
海

岸
沖

で
座

礁
し

た
。

村
民

の
活

動
に

よ
り

3
7
3
名

の
う

ち
3
1
7
名

が
救

助
さ

れ
、

当
時

の
城

主
本

多
出

雲
守

忠
朝

が
理

解
あ

る
措

置
を

と
り

、
徳

川

家
康

に
も

謁
見

し
、

翌
年

6
月

無
事

メ
キ

シ
コ

に
送

還
さ

れ
た

。

○
×

　
昭

和
3
年

　
「

日
・
西
・
墨

三
国

交
通

発
祥

記
念

碑
」

が
建

立
さ

れ
た

。

　
昭

和
5
3
年

　
メ

キ
シ

コ
・

ロ
ペ

ス
大

統
領

来
跡

　
平

成
2
1
年

　
日

墨
交

流
4
0
0
年

記
念

事
業

3
東

京
都

御
蔵

島
村

1
8
6
2
年

6
月

ア
メ

リ
カ

合
衆

国

ア
メ

リ
カ

商
船

（
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
・

サ
ン

フ
ラ

ン
シ

ス
コ

間
を

定
期

航
海

）

１
８

６
３

（
文

久
３

）
年

　
　

　
　

　
サ

ン
フ

ラ
ン

シ
ス

コ
港

へ
向

け
香

港
出

港

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
航

路
が

大
き

く
北

へ
そ

れ
る

１
８

６
３

（
文

久
３

）
年

６
月

４
日

　
御

蔵
島

に
漂

着
・

座
礁

１
８

６
３

（
文

久
３

）
年

６
月

４
日

　
早

朝
、

御
蔵

島
島

民
に

よ
り

発
見

１
８

６
３

（
文

久
３

）
年

６
月

４
日

　
注

進
の

た
め

下
田

へ
早

船
出

港

１
８

６
３

（
文

久
３

）
年

６
月

９
日

　
伊

豆
韮

山
代

官
所

に
注

進
書

提
出

（
こ

の
間

、
海

岸
に

小
屋

５
０

軒
、

島
内

戸
数

６
０

戸
の

う
ち

３
０

戸
を

宿
所

と
し

て
提

供
）

　
　

は
じ

め
に

広
東

人
が

離
島

、
そ

の
後

（
難

破
か

ら
４

０
日

後
）

船
員

が
離

島

○
×

　
平

成
１

９
年

６
月

１
８

日
～

２
１

日

　
ア

メ
リ

カ
・

コ
ネ

チ
カ

ッ
ト

州
パ

イ
ン

ポ
イ

ン
ト

ス
ク

ー
ル

中
学

生

（
１

２
名

）
と

御
蔵

島
村

立
御

蔵
島

小
中

学
校

児
童

生
徒

の
国

際
交

流
（

御

蔵
島

訪
問

）
事

業
受

入

4
静

岡
県

沼
津

市

1
8
5
4
年

1
1
月

ロ
シ

ア
帝

国

ロ
シ

ア
軍

艦
デ

ィ
ア

ナ
号

が
安

政
東

海
大

地
震

の
津

波
の

た
め

に
破

損
し

、
戸

田
港

へ
回

航

中
、
沈

没
。

乗
組

員
は

助
か

っ
た

。
そ

の
後

戸
田

に
お

い
て

ロ
シ

ア
人

技
術

者
の

指
導

の
下

、

日
本

人
の

手
に

よ
り

代
船

が
建

造
さ

れ
た

。

○
×

5

和
歌

山
県

東
牟

婁
郡

串
本

町

1
8
9
0
年

9
月

オ
ス

マ
ン

ト
ル

コ
帝

国

串
本

町
沖

で
台

風
の

た
め

航
行

不
能

に
陥

っ
た

ト
ル

コ
軍

艦
エ

ル
ト

ゥ
ー

ル
ル

号
が

樫
野

埼

灯
台

南
西

3
6
8
ｍ

の
海

に
位

置
す

る
通

称
「

船
甲

羅
」

に
お

い
て

座
礁

沈
没

し
た

。
こ

の

5
0
0
人

を
超

え
る

乗
組

員
が

死
亡

し
た

海
難

事
故

に
際

し
、

地
元

串
本

町
大

島
の

住
民

が
乗

組
員

を
救

助
し

、
献

身
的

な
看

護
に

よ
り

、
6
9
人

の
乗

組
員

が
生

還
す

る
こ

と
が

で
き

た
。

○
○

串
本

町
主

催
で

の
慰

霊
祭

が
5
年

に
一

度
行

わ
れ

て
い

る
。

ト
ル

コ
共

和
国

の
調

査
団

・
串

本
町

が
協

力
し

て
、

遺
品

の
引

き
上

げ

や
整

理
が

行
わ

れ
て

い
る

。

駐
日

ト
ル

コ
大

使
や

武
官

が
交

代
に

な
っ

た
場

合
は

、
串

本
町

を
訪

れ
、

慰
霊

碑
に

参
拝

さ
れ

て
い

る
。
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海
難

事
故

の
概

要
記

念
碑

・
慰

霊
碑

等
の

有
無

現
在

に
お

け
る

国
際

交
流

事
例

場
所

事
故
の
年
月

（
西
暦
）

相
手

国
概

　
　

要
記

念
碑

慰
霊

碑

6

鳥
取

県

東
伯

郡

琴
浦

町

1
8
1
9
年

朝
鮮

国

韓
国

蔚
珍

郡
平

海
を

出
航

し
た

商
船

が
嵐

で
難

破
し

赤
碕

沖
に

漂
着

。
鳥

取
藩

は
安

義
基

船

長
以

下
1
2
名

を
保

護
し

、
手

厚
く

も
て

な
し

て
、

長
崎

ま
で

送
り

届
け

、
一

行
は

無
事

帰

国
し

た
。

○
×

平
成

6
年

か
ら

琴
浦

町
は

慶
尚

北
道

蔚
珍

と
交

流
を

行
っ

て
い

る
。

7
徳

島
県

海
陽

町

1
9
5
7
年

2
月

デ
ン
マ
ー
ク

王
国

昭
和

3
2
年

（
1
9
5
7
）

2
月

1
1
日

、
浅

川
（

旧
海

南
町

・
現

海
陽

町
）

の
機

帆
船

高
砂

丸
が

、

和
歌

山
県

日
ノ

御
崎

（
日

ノ
岬

）
沖

で
沈

没
し

た
。

そ
の

折
、

付
近

を
航

行
中

の
デ

ン
マ

ー

ク
船

乗
組

員
ヨ

ハ
ネ

ス
・

ク
ヌ

ッ
セ

ン
氏

が
、

波
間

に
深

く
沈

む
こ

れ
ら

の
人

々
を

救
助

せ

ん
と

し
て

、
単

身
海

に
飛

び
込

み
犠

牲
と

な
っ

た
。

そ
の

尊
い

行
為

を
顕

彰
す

る
石

碑
が

建

て
ら

れ
て

い
る

。

○
○

2
0
0
9
年

2
月

、
海

陽
町

浅
川

に
あ

る
ク

ヌ
ッ

セ
ン

機
関

長
の

顕
彰

碑
を

清
掃

し
て

い
る

浅
川

小
学

校
に

、
メ

ル
ビ

ン
駐

日
デ

ン
マ

ー
ク

大
使

か

ら
礼

状
が

届
け

ら
れ

た
。

8
徳

島
県

美
波

町

1
8
9
2
年

7
月

ア
メ

リ
カ

合
衆

国

神
戸

か
ら

ア
メ

リ
カ

に
向

か
っ

て
い

た
ア

メ
リ

カ
の

貨
物

船
ノ

ー
ス

・
ア

メ
リ

カ
ン

号

（
1
,
5
0
0
t
）

が
暴

風
雨

に
巻

き
込

ま
れ

、
志

和
岐
　

田
井

が
浦

の
岩

礁
に

打
ち

上
げ

ら
れ

る
。

そ
の

と
き

志
和

岐
の

住
民

は
総

出
で

決
死

の
救

出
活

動
に

あ
た

り
、

乗
員

2
3
名

全
員

を
救

助
す

る
。

こ
の

わ
が

身
の

危
険

を
ふ

り
か

え
ら

ず
必

死
で

救
助

活
動

に
あ

た
っ

た
志

和
岐

住

民
の

勇
気

あ
る

行
動

に
対

し
、

ベ
ン

ジ
ャ

ミ
ン

・
ヘ

リ
ソ

ン
大

統
領

は
金

一
封

と
銀

メ
ダ

ル

を
贈

り
、

こ
の

土
地

の
人

々
の

勇
敢

さ
を

た
た

え
る

と
と

も
に

、
感

謝
の

念
を

表
し

た
。

×
×

9

高
知

県

土
佐

清
水

市

1
8
4
1
年

ア
メ

リ
カ

合
衆

国

高
知

県
足

摺
岬

沖
で

鰹
船

が
遭

難
・

漂
流

し
、

無
人

島
に

流
れ

着
い

た
万

次
郎

ら
5
名

は
、

ア
メ

リ
カ

の
捕

鯨
船

ジ
ョ

ン
・

ハ
ラ

ウ
ン

ド
号

に
救

助
さ

れ
た

。
ホ

イ
ッ

ト
フ

ィ
ー

ル
ド

船

長
の

故
郷

フ
ェ

ア
ヘ

ー
ブ

ン
で

勉
学

に
励

ん
だ

万
次

郎
は

、
1
8
5
1
年

に
帰

国
後

幕
府

の
通

訳

と
し

て
活

動
、

1
8
6
0
年

に
は

咸
臨

丸
で

ア
メ

リ
カ

、
1
8
7
0
年

に
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

へ
と

派
遣

さ

れ
る

。
ま

た
、

1
8
9
8
年

に
生

涯
を

終
え

る
ま

で
、

ホ
イ

ッ
ト

フ
ィ

ー
ル

ド
船

長
と

の
交

流
は

続
い

た
。

彼
は

、
捕

鯨
船

の
名

前
か

ら
ジ

ョ
ン

万
次

郎
と

も
呼

ば
れ

て
い

る
。

○
×

土
佐

清
水

市
と

フ
ェ

ア
ヘ

ー
ブ

ン
は

姉
妹

都
市

で
あ

り
、

万
次

郎
と

ホ

イ
ッ

ト
フ

ィ
ー

ル
ド

船
長

の
友

情
を

記
念

し
、

昭
和

6
2
年

よ
り

交
互

に

「
ジ

ョ
ン

万
祭

り
」

を
開

催
、

平
成

2
3
年

は
フ

ェ
ア

ヘ
ー

ブ
ン

で
開

催

さ
れ

た
。

ま
た

、
平

成
2
3
年

6
月

に
は

万
次

郎
と

ホ
イ

ッ
ト

フ
ィ

ー
ル

ド
船

長
の

両
子

孫
も

参
加

し
て

、
「

第
2
1
回

日
米

草
の

根
交

流
サ

ミ
ッ

ト
高

知
大

会
」

が
土

佐
清

水
市

で
開

催
さ

れ
た

。

1
0

長
崎

県

長
崎

市
1
7
4
6
年

唐

延
享

元
年

（
1
7
4
4
）

長
崎

に
入

港
し

た
唐

船
が

、
同

３
年

（
1
7
4
6
）

帰
国

の
途

中
、

香
焼

と

深
堀

の
間

で
暴

風
の

た
め

遭
難

し
、

船
主

馬
奉

天
以

下
5
4
名

が
犠

牲
と

な
っ

た
。

そ
こ

で
、

以
前

、
溺

死
し

た
中

国
人

1
名

と
と

も
に

遭
難

場
所

に
近

い
海

岸
に

埋
葬

さ
れ

た
が

、
後

に

風
雨

に
よ

り
荒

廃
し

た
た

め
、

宝
暦

2
年

（
1
7
5
2
）

長
崎

在
住

の
高

山
輝

ら
1
5
名

の
中

国

人
に

よ
っ

て
現

在
地

に
改

葬
さ

れ
た

。

×
○

海
難

事
故

の
概

要
等

─ 47 ─



海
難

事
故

の
概

要
記

念
碑

・
慰

霊
碑

等
の

有
無

現
在

に
お

け
る

国
際

交
流

事
例

場
所

事
故
の
年
月

（
西
暦
）

相
手

国
概

　
　

要
記

念
碑

慰
霊

碑

1
1

長
崎

県

松
浦

市
1
2
8
1
年

元

　
12
81

年
（

弘
安

4）
「

弘
安

の
役

」
で
、
伊

万
里

湾
に

集
結
し
た
元

の
戦

艦
4,
40
0
艘
、
兵

士
14

万
人
の
大
船
団
が
鷹
島
沖
を
埋
め
つ
く
し
た
。
し
か
し
、
同
年

7
月

30
日
の
夜
半
よ
り

強
風

が
吹

き
だ
し
、

翌
日
に

か
け

て
暴

風
雨

が
伊

万
里

湾
を

襲
っ

た
。

元
軍

の
船

は
次

々
と

沈
没
し
、

翌
日
に

は
湾

内
の

浦
々

は
元

軍
の

死
体

や
船

の
残

骸
で

埋
め

尽
く
さ

れ
た

元
寇

終

焉
の
地
と
し
て
知
ら
れ
る
。
世
界
の
海
難
史
上
、
類
を
見
な
い
事
件
の
舞
台
と
な
っ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

○
×

　
松

浦
市

鷹
島

町
（

旧
北

松
浦

郡
鷹

島
町

）
は

昭
和

6
3
年

か
ら

モ
ン

ゴ

ル
交

流
団

の
派

遣
な

ど
で

交
流

の
あ

っ
た

モ
ン

ゴ
ル

・
ホ

ジ
ル

ト
市

と

平
成

３
年

７
月

に
「

姉
妹

縁
組

み
締

結
調

印
」

を
交

わ
し

て
い

る
。

1
2

長
崎

県

南
松

浦
郡

新
上
五
島
町

1
8
6
6
年

－

坂
本

龍
馬

主
宰

の
長

崎
亀

山
社

中
の

持
船

ワ
イ

ル
ウ

エ
フ

号
が

　
江

ノ
浜

郷
塩

谷
崎

で
遭

難

転
覆

、
船

将
以

下
1
2
名

溺
死

。
龍

馬
は

そ
の

年
6
月

1
4
日

現
地

に
来

訪
し

て
自

ら
碑

文
を

認
め

、
建

碑
を

依
頼

し
、

社
中

の
同

志
と

共
に

遭
難

者
の

霊
を

弔
っ

た
。

○
○

1
3

鹿
児

島
県

熊
毛

郡

南
種

子
町

1
8
9
4
年

4
月

イ
ギ

リ
ス

　
香

港
へ

向
か

う
途

中
の

英
国

帆
船

ド
ラ

メ
ル

タ
ン

号
が

暴
風

雨
の

た
め

に
前

之
浜

海
岸

に

座
礁

。
こ

れ
を

羽
生

嘉
助

と
い

う
人

が
発

見
し

、
人

々
に

知
ら

せ
て

、
船

を
修

理
す

る
ま

で

の
間

み
ん

な
で

船
員

た
ち

を
手

厚
く

も
て

な
し

た
。

そ
の

間
、

島
の

人
た

ち
と

船
員

た
ち

は

交
流

を
深

め
、

別
れ

際
、

船
員

は
お

礼
に

鶏
を

送
っ

た
。

　
そ

の
鶏

は
、

イ
ギ

リ
ス

人
を

「
イ

ン
ギ

ー
」

と
呼

ん
で

い
た

こ
と

か
ら

、
「

イ
ン

ギ
ー

鶏
」

と
名

づ
け

て
、

今
で

は
町

指
定

天
然

記
念

物
で

あ
る

と
と

も
に

、
イ

ン
ギ

ー
料

理
と

し
て

種

子
島

の
特

産
物

と
な

っ
て

い
る

。

○
×

1
4

沖
縄

県

宮
古

島
市

1
8
7
3
年

ド
イ

ツ

　
1
8
7
3
年

7
月

1
7
日
、

ド
イ

ツ
商

船
ロ

ベ
ル

ト
ソ

ン
号

は
中

国
の

福
州

か
ら

オ
ー

ス
ト

ラ

リ
ア

に
向

か
う

航
路

の
途

中
、

台
風

に
遭

遇
し

、
宮

古
島

宮
国

村
（

旧
上

野
村

）
沖

合
で

座

礁
し

た
。
遭

難
し

た
そ

の
商

船
の

乗
組

員
8
名

を
地

元
の

人
々

が
荒

れ
狂

う
海

の
中

救
助

し
、

3
4
日

間
の

看
護

の
後

、
8
月

1
7
日

、
役

人
は

官
船

を
仕

立
て

こ
の

8
名

の
乗

組
員

を
帰

国

さ
せ

た

○
○

旧
上

野
村

と
ド

イ
ツ

と
の

交
流

の
歴

史
を

背
景

と
し

て
、
ド

イ
ツ

文
化

を
テ

ー
マ
と

す
る

テ
ー

マ
パ

ー
ク
「
う
え

の
ド

イ
ツ

文
化

村
」
を

建
設
。

20
00

年
に
は
ゲ

ア
ハ

ル
ト
・
シ
ュ
レ
ー
ダ

ー
ド
イ
ツ
首

相
（
当
時
）
も
訪

れ
た
。

1
5

沖
縄

県

宮
古

島
市

1
7
9
7
年

イ
ギ

リ
ス

　
1
7
9
7
年

5
月

1
6
日

、
プ

ロ
ヴ

ィ
デ

ン
ス

号
は

宮
古

島
北

方
沖

の
八

重
干

瀬
で

座
礁

、
沈

没
。

帰
国

後
出

版
し

評
判

と
な

っ
た

航
海

記
に

、
こ

の
時

宮
古

島
の

住
人

に
手

厚
く

助
け

ら
れ

た

感
謝

の
念

が
記

さ
れ

た
。

○
×

現
在

に
お

け
る

国
際

交
流

事
例

は
特

に
な

し
。

1
6

沖
縄

県

中
頭

郡

北
谷

町

1
8
4
0
年

イ
ギ

リ
ス

　
1
8
4
0
年

8
月

1
0
日
、

英
国

海
軍

の
輸

送
船

イ
ン

デ
ィ

ア
ン

・
オ

ー
ク

号
は

、
中

国
広

東

省
へ

書
簡

を
届

け
る

た
め

、
浙

江
省

舟
山

島
を

出
帆

。
折

か
ら

の
低

気
圧

の
接

近
で

強
風

と

大
波

に
翻

弄
さ

れ
、

進
路

を
失

い
、

8
月

1
4
日

、
午

前
1
1
時

に
北

谷
沖

で
岩

礁
に

衝
突

、

破
船

し
た

。
乗

員
は

命
か

ら
が

ら
上

陸
し

、
そ

の
後

4
6
日

間
に

わ
た

っ
て

北
谷

の
人

々
の

手
厚

い
保

護
を

受
け

た
。

○
×

2
0
0
0
年

の
九

州
・

沖
縄

サ
ミ

ッ
ト

が
沖

縄
県

名
護

市
で

開
か

れ
た

際
、

イ
ギ

リ
ス

の
ブ

レ
ア

首
相

が
北

谷
町

を
訪

問
。

サ
ミ

ッ
ト

を
契

機
に

イ

ギ
リ

ス
と

の
交

流
は

広
が

り
、

本
町

に
は

町
内

児
童

を
イ

ギ
リ

ス
の

学

校
に

体
験

入
学

さ
せ

る
派

遣
事

業
を

2
0
0
2
年

2
月

か
ら

毎
年

実
施

し
て

い
る

。

海
難

事
故

の
概

要
等
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別紙２
文化財（史跡等）の概要

番
号

場所 指定状況 種別 文化財の名称 文化財の概要

2
千葉県

御宿町
県指定 史跡 ドン・ロドリコ上陸地

3
東京都

御蔵島村
村指定 有形文化財

バイキング号キャプタ

ンを台座にした燈籠と

錨

4
静岡県

沼津市
国指定 史跡

洋式帆船建造地及び

プチャーチン宿所

日本で初めて外極人の指導を受け日本人の力で洋式帆

船を建造したことを記念して、当地に記念碑が建てら

れた。また、ロシア使節プチャーチン提督や士官の宿

所にあてられた宝泉寺が史跡に指定されている。

5
和歌山県

串本町
県指定 史跡 トルコ軍艦遭難者墓地

明治 23 年（1890）5 月、オスマントルコ帝国皇帝が

明治天皇に使節を派遣した。その帰途の9月16日に、

使節を乗せたトルコ軍艦エルトゥールル号は串本町

大島沖において暴風雨に遭遇し、岩礁に乗り上げて

遭難する。この海難により命を落とした約 500 名の

乗組員を葬った場所であるこの地が史跡に指定され

ている。

10
長崎県

長崎市
市指定 史跡 唐人海難者改葬供養塔

14

沖縄県

宮古島市
県指定 史跡 ドイツ皇帝博愛記念碑

港近くの市街地にドイツ皇帝ウィルヘルムⅠ世の命

によって 1876 年 3 月 20 日に建立、22 日除幕式が挙

行された。1873 年 7 月、宮古島の南海岸・宮国沖合

に座礁したドイツ商船ロベルトソン号の乗組員を宮

古の人々が助けた。助けられた 8 人の乗組員たちは、

1 か月余り看護された後に船を与えられ帰国した。

ウィルヘルムⅠ世は、この宮古の人々の救助活動を

知って大変感激し、軍艦チクローブ号を宮古島に派

遣して漲水（現平良）港の見える丘の斜面に記念碑

を建てさせた。記念碑は、表の上段はドイツ語、下

段と裏面は中国語で遭難や救助活動のことを明記し

ている。

沖縄県

宮古島市
市指定 史跡 ドイツ商船遭難之碑

明治 6 年（1873 年）ドイツ商船ロベルトソン号が福

州からオーストラリアに向け出港したが、台風に遭

い宮国の東沖 10 ㎞余りの大干瀬に座礁し難破した。

宮国の人々は荒れ狂う激波の中に、危険をおかして

救助し、34 日間親切ていねいに手厚くもてなし、帰

国させた。ドイツ政府は宮国の人々の純情に感激し

皇帝ウィルヘルムⅠ世は、明治 9 年軍艦を派遣して

平良市親腰に謝恩碑を建立させた。此のことは、昭

和 12 年発行の文部省”尋常小学校修身書巻 4”に「博

愛」という題でのせられ、全国の小学校で教材となっ

た。昭和 11 年は明治 9 年から満 60 年に当たるので、

宮古郡教育部会では外務省の協力で大阪市在住の下

地玄信氏を委員長にあらたに遭難現場に遭難記念碑

を建て盛大な式典が挙行された。この碑は、近衛文

麿公の筆による”独逸商船遭難之地”という辞を刻

んだもので大阪市の石材店で作られたものである。

付記　11 が鷹島神崎遺跡として、平成 24 年 3 月 27 日に国の史跡として指定された。
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付
編

2
国
指
定
史
跡
（
外
国
お
よ
び
外
国
人
に
関
す
る
遺
跡
）
一
覧
　
1

指
定

名
称

所
在

地
指

定

年
月

日
解

　
　

説

1
東

禅
寺

東
京

都

港
区

　
幕

末
の

開
国

に
と

も
な

い
、

安
政

５
年

（
１

８
５

８
）
、

江
戸

高
輪

の
東

禅
寺

に
初

の
英

国
公

使
館

が
置

か
れ

、
オ

ー
ル

コ
ッ

ク
の

宿
館

と
し

て
慶

応
元

年

（
１

８
６

５
年

）
ま

で
利

用
さ

れ
た

。
二

度
尊

皇
攘

夷
派

に
よ

る
襲

撃
の

場
と

も
な

っ
た

。
幕

末
の

外
交

、
政

治
史

を
知

る
上

で
貴

重
で

あ
る

。

2
了

仙
寺

静
岡

県

下
田

市

　
了

仙
寺

は
寛

永
十

二
年

に
開

創
さ

れ
た

が
、

東
堂

は
そ

の
後

火
災

に
遭

ひ
、

文
政

九
年

に
再

建
さ

れ
た

。
安

政
元

年
五

月
十

二
日

ア
メ

リ
カ

の
使

節
ペ

リ
ー

が
下

田
に

到
着

す
る

や
翌

十
三

日
か

ら
、

こ
の

寺
に

於
い

て
日

本
側

応
接

使
節

と
し

ば
し

ば
会

見
し

同
月

二
十

五
日

下
田

追
加

条
約

が
締

結
さ

れ
た

。
寺

は
そ

の
後

も
同

条
約

に
基

づ
い

て
玉

泉
寺

と
共

に
同

国
人

の
休

息
所

と
な

っ
た

。
本

堂
は

間
口

５
間

奥
行

６
間

の
寄

棟
造

桟
瓦

葺
の

建
物

で
、
昭

和
二

十
年

に
一

部
は

破
壊

さ
れ

た
が

、

よ
く

旧
規

を
存

し
て

を
り

、
幕

府
外

交
史

上
重

要
な

史
跡

で
あ

る
。

3
玉

泉
寺

静
岡

県

下
田

市

　
玉

泉
寺

は
、

も
と

草
庵

に
過

ぎ
な

か
っ

た
が

元
祿

年
間

に
改

築
さ

れ
次

い
で

嘉
永

元
年

現
在

の
地

に
移

築
さ

れ
た

。
安

政
元

年
下

田
追

加
条

約
が

締
結

さ
れ

る
や

こ
の

寺
を

ア
メ

リ
カ

人
の

休
息

所
と

な
し

、
寺

域
内

に
同

国
人

の
墓

地
を

設
け

る
こ

と
が

、
定

め
ら

れ
た

が
同

三
年

八
月

ア
メ

リ
カ

総
領

事
タ

ウ
ン

ゼ
ン

ト
、

ハ
リ

ス
が

下
田

に
上

陸
し

て
、

此
寺

に
館

し
同

月
九

日
初

め
て

同
寺

に
領

事
館

旗
を

掲
げ

以
后

同
六

年
六

月
迄

領
事

館
と

し
て

存
續

し
た

。
本

堂
間

口
七

間
奥

行
六

間
寄

棟
造

よ
り

な
り

、
内

部
に

は
ハ

リ
ス

居
室

・
次

の
間

・
通

辯
官

ヒ
ュ

ー
ス

ケ
ン

居
室

・
次

の
間

及
び

事
務

室
の

室
割

を
な

し
よ

く
当

時
の

規
模

を
伝

え
て

を
り

、
幕

末
外

交
史

上
重

要
な

史
跡

で
あ

る
。

4

朝
鮮

通
信

使

遺
跡

２
県

以
上

当
初

H
6
.
1
0
.
1
1

追
加

H
1
9
.
2
.
6

　
朝

鮮
通

信
使

は
朝

鮮
国

王
が

日
本

に
派

遣
し

た
使

節
で

、
室

町
幕

府
の

時
に

は
じ

ま
っ

た
。

江
戸

時
代

に
は

、
徳

川
将

軍
の

代
替

り
ご

と
に

使
節

が
訪

れ
、

鎖
国

を
つ

づ
け

て
い

た
日

本
に

、
外

国
文

化
を

も
た

ら
し

た
。

　
慶

長
１

２
年

（
１

６
０

７
）

国
交

回
復

の
使

節
団

５
０

４
人

（
別

の
史

料
で

は
４

６
７

人
）

が
朝

鮮
国

王
か

ら
日

本
に

派
遣

さ
れ

、
将

軍
徳

川
秀

忠
に

謁
見

し
た

。

こ
れ

が
江

戸
時

代
に

お
け

る
第

１
回

の
朝

鮮
通

信
使

で
あ

る
。

江
戸

時
代

に
お

け
る

第
１

回
の

朝
鮮

通
信

使
で

あ
る

。
以

後
、

歴
代

将
軍

の
襲

職
や

世
継

の
誕

生
を

祝
賀

す
る

使
節

が
文

化
８

年
（

１
８

１
１

）
ま

で
１

２
回

来
日

し
て

い
る

。

　
徳

川
政

権
に

と
っ

て
朝

鮮
は

正
式

な
外

交
の

あ
る

唯
一

、
対

等
な

国
家

で
あ

っ
た

。
こ

の
た

め
徳

川
氏

は
心

を
く

だ
い

て
迎

接
し

、
諸

藩
も

競
っ

て
接

待
し

た
。

徳
川

氏
に

と
っ

て
は

政
権

の
威

信
を

内
外

に
表

現
す

る
場

で
も

あ
っ

た
。

　
鞆

で
は

福
山

藩
が

接
待

を
行

い
、

三
使

（
正

使
・

副
使

・
従

事
）

は
福

禅
寺

客
殿

（
対

潮
楼

）
に

宿
泊

し
た

。

　
牛

窓
は

岡
山

藩
が

接
待

す
る

と
こ

ろ
で

あ
り

、
家

綱
襲

職
の

明
暦

元
年

（
１

６
５

５
）

ま
で

は
本

蓮
寺

に
三

使
が

宿
泊

し
た

。
天

和
２

年
（

１
６

８
２

・
綱

吉
襲

職
）
、

客
館

が
御

茶
屋

に
移

っ
て

以
降

は
、

本
蓮

寺
客

殿
は

接
待

の
場

所
と

し
て

使
用

さ
れ

た
。

本
蓮

寺
境

内
に

は
本

堂
、

番
神

堂
、

中
門

な
ど

室
町

時
代

の
建

造
物

が
残

っ
て

い
る

。
ま

た
、

牛
窓

の
町

に
は

通
信

使
の

風
俗

を
ま

ね
た

と
い

う
「

唐
子

踊
り

」
の

風
習

が
伝

わ
る

。

　
興

津
、

清
見

寺
は

か
つ

て
は

清
見

潟
を

隔
て

て
三

保
松

原
を

望
む

こ
と

が
で

き
、

鞆
浦

と
と

も
に

通
信

使
一

行
が

絶
景

と
し

て
賞

讃
し

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

　
朝

鮮
通

信
使

は
近

世
に

お
け

る
わ

が
国

と
朝

鮮
の

平
和

外
交

の
象

徴
で

あ
っ

た
。

現
在

対
外

関
係

を
示

す
遺

跡
は

オ
ラ

ン
ダ

関
係

２
か

所
、

ア
メ

リ
カ

合
衆

国
関

係
２

か
所

が
史

跡
に

指
定

さ
れ

て
い

る
が

、
隣

国
と

の
友

好
関

係
を

示
す

朝
鮮

通
信

使
の

遺
跡

は
重

要
で

あ
る

。
今

回
関

係
す

る
遺

跡
の

う
ち

、
往

時
の

遺
構

・
建

造
物

な
ど

が
良

好
に

残
る

鞆
の

福
禅

寺
境

内
と

牛
窓

の
本

蓮
寺

境
内

お
よ

び
興

津
の

清
見

寺
境

内
を

史
跡

に
指

定
し

、
そ

の
保

存
を

図
る

も
の

で
あ

る
。

 

鞆
福

禅
寺

境
内

広
島

県

福
山

市

牛
窓

本
蓮

寺
境

内
岡

山
県

瀬
戸

内
市

興
津

清
見

寺
境

内
静

岡
県

静
岡

市
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国
指
定
史
跡
（
外
国
お
よ
び
外
国
人
に
関
す
る
遺
跡
）
一
覧
　
2

指
定

名
称

所
在

地
指

定
年

月
日

解
　

　
説

5
小

泉
八

雲

旧
居

島
根

県

松
江

市
S
1
5
．

2
.
1
0

　
英

吉
利

人
ラ

フ
カ

デ
イ

オ
・

ヘ
ル

ン
ハ

後
歸

化
シ

テ
小

泉
八

雲
ト

改
メ

シ
ガ

明
治

二
十

三
年

八
月

島
根

縣
尋

常
中

學
校

（
今

ノ
島

根
縣

立
松

江
中

學
校

）
ノ

英
語

教
師

ニ
聘

セ
ラ

レ
テ

松
江

市
ニ

來
レ

リ
初

メ
縁

取
町

（
今

ノ
東

本
町

）
ノ

旅
館

ニ
、

次
デ

末
次

本
町

ニ
寄

寓
セ

シ
ガ

翌
年

五
月

ヨ
リ

同
年

十
一

月
同

市
ヲ

去
ル

マ
デ

北
堀

町
根

岸
氏

留
守

宅
ヲ

借
リ

受
ケ

テ
居

住
セ

リ
而

シ
テ

此
ノ

舊
居

ハ
堀

ヲ
隔

テ
テ

松
江

城
ニ

對
シ

ヘ
ル

ン
ノ

モ
意

ニ
適

セ
シ

處
ニ

シ
テ

印
象

ノ
深

カ
リ

シ
ニ

由

リ
其

ノ
光

景
ハ

日
本

ヲ
紹

介
セ

ル
著

述
中

ニ
描

寫
セ

ラ
レ

タ
ル

ヲ
以

テ
海

外
ニ

喧
傳

セ
ラ

ル
ル

ニ
至

レ
リ

 
舊

居
ハ

舊
士

族
屋

敷
ノ

一
ト
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付編 3
灯台及び附属建造物　文化財指定・登録　一覧

都道府県 市町村
指定登録物件

性格 物件名 種別 備考

指　
　

定

国

静岡県 下田市 灯台 神子元島燈台 史跡

愛知県 犬山市 灯台 旧品川燈台 建造物 明治村

愛知県 犬山市 附属建造物 旧菅島燈台附属官舎 建造物 明治村

大阪府 堺市 灯台 旧堺灯台 史跡

山口県 防府市 灯台
萩往還関連遺跡
住吉神社石造燈台

史跡

県

千葉県 船橋市 灯明台 灯明台 有形民俗

石川県 志賀町 灯台 旧福浦灯台 史跡

岐阜県 大垣市 灯台 住吉燈台 史跡 江戸時代

岐阜県 美濃市 灯台 上有知湊 史跡

愛知県 豊橋市 灯台 前芝の燈明台 史跡

滋賀県 甲賀市 旧東海道横田渡跡 史跡

長崎県 長崎市 附属建造物 伊王島灯台旧吏員退息所 建造物

市
町
村

青森県 延辺地町 灯台 浜町の常夜灯 史跡

宮城県 石巻市 灯台 金華山道標常夜燈 建造物

東京都 御蔵島村 燈篭
バイキング号キャプタンを
台座にした燈篭と錨

有形

富山県 魚津市 灯台 万灯台 史跡 江戸時代

滋賀県 大津市 灯台 出島灯台 有形民俗

滋賀県 大津市 灯台 小舟入常夜燈 有形民俗

山口県 下関市 灯台 六連島灯台 建造物

山口県 下関市 灯台 角島灯台 建造物

愛媛県 松山市 附属建造物
釣島灯台吏員退息所
及び倉庫

建造物

愛媛県 伊予市 灯台 萬安港旧灯台 建造物

福岡県 柳川市 灯台 江越八幡海岸灯台 建造物 江戸時代

佐賀県 太良町 灯台跡 夜灯鼻灯台跡 史跡

国
登
録

千葉県 銚子市 灯台 犬吠埼灯台 建造物

愛知県 犬山市 灯台 明治村小那沙美島燈台 建造物 明治村

三重県 鳥羽市 灯台 菅島灯台 建造物

兵庫県 神戸市 灯台 旧和田岬灯台 建造物

和歌山県 串本町 附属建造物 樫野埼灯台官舎 建造物

島根県 松江市
灯台

附属建造物
美保関灯台 建造物

香川県 高松市 附属建造物 江崎燈台退息所 建造物 移築（兵庫県）

香川県 高松市 附属建造物 鍋島燈台退息所 建造物 移築（坂出市）

香川県 高松市 附属建造物 クダコ島灯台退息所 建造物 移築（愛媛県）

大分県 佐伯市 附属建造物 豊後水道海事博物館 建造物

大分県 佐伯市 附属建造物 渡り鳥館 建造物

大分県 佐伯市 附属建造物 豊後水道海事博物館　塀 建造物

宮崎県 延岡市 石塔（灯台） 常夜灯 建造物

鹿児島県 鹿児島市 灯台
鹿児島旧港
北防波堤灯台

建造物
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付編４　史料

樫野埼灯台・旧官舎及びエルトゥールル号事件に関する史料については、『1890　エル

トゥールル号事件　報告書』（中央防災会議　2005）にまとめられている。そのため、本

調査研究においては、『1890　エルトゥールル号事件　報告書』に掲載されている以外の

史料の所在調査を行った。

特に国・和歌山県・市町村に保管されている史料及び官報についての調査を行った。和

歌山県及び市町村の史料については、戦災や後世の書類廃棄等によりほとんど残存してい

ないことが判明したが、国の機関に保管されている史料については、一定量が残存したこ

とが判明した。これらの史料は、下記一覧のとおりであり、各機関の協力を得て、可能な

限り写真等による資料収集を行った。原本は、所蔵機関に保管されているが、今回の調査

で行った写真等の記録については、和歌山県教育委員会・串本町教育委員会で保管している。

　公文書の調査においては、エルトゥールル号が日本へ派遣されるきっかけとなった明治

20 年（1887）の小松宮彰仁親王のオスマン帝国訪問から明治 26 年（1893）のオスマン帝

国侍従武官アメフト・ベイの来日まで及び昭和 4年（1929）の昭和天皇の和歌山行幸を中

心に調査を行った。この調査によりエルトゥールル号事件の関係文書と共に、日本人のオ

スマン帝国勲章佩用に関する許可文書及び日本側からオスマン帝国側へ勲章を贈呈した文

書が多く認められた。

なお、明治 23 年（1890）以後の勲章に関する文書については、エルトゥールル号事件

がきっかけとなり贈呈された以外の文書もあると考えられるが、文面だけでは判断できな

いものもあることから、オスマン帝国勲章佩用に関する文書については全て掲載した。

エルトゥールル号事件に関する公文書

官報

明治 23 年 6 月 9 日～明治 23 年 10 月 20 日の官報のうち、計 22 号 24 項目に、エルト

ゥールル号に関する記載がある。なお、それ以降にエルトゥールル号事件関係の事項が

記載されたものはなかった。その詳細については別表のとおりである。

その他の公文書

下記の 4 項目について、国立公文書館・宮内公文書館・外交史料館等の保管文書の調

査を行った。その一覧については別表のとおりである。

・明治 20 年（1887）以降の日本・トルコの交流に関する公文書

・明治 23 年（1890）オスマン朝来日に関する公文書

・明治 23 年（1890）エルトゥールル号事件に関する公文書

・昭和 4 年（1929）昭和天皇行幸に関する公文書
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なお、次の 2 点の史料について整理を行った。その成果は和歌山県教育委員会及び串本

町教育委員会で保管しているが、史料の概要について、下記に記載しておく。

１　『明治廿三年九月十七日　土耳其軍艦難破ニ係ル各所往復文書』

（串本町教育委員会　保管）

資料の性格

　　　　本資料は、田原村（現在の和歌山県東牟婁郡串本町田原・上田原）の役場が、

エルトゥールル号事件に関して和歌山県庁・東牟婁郡・周辺村役場等と取り交わ

した公文書又はその写しをまとめたものであ

る。

　　　　残されている文書は、明治 23 年 9 月 17 日

から明治 25 年 4 月 16 日までの 1 年 8 か月に

わたる。地方によるエルトゥールル号事件を

語る資料は他に『明治二十三年アルトグラー

号難事取扱ニ係ル日記』（通称：『沖日記』）

があるが、これは明治 23 年 9 月 17 日から 10

月 1 日まで（巻末に添付されている樫野区長

の『土艦遭難ニ係ル日記』でも 10 月 6 日）

の 1 か月弱の記録であり、これまでの資料と

比べ格段に長期にわたる資料である。

　　　資料の概要

   　 　　事件対応（遺体の回収と埋葬、漂流物品の回収等）の状況だけではなく、対応

後の処理（会計処理や保管の状況等）や仮埋葬した遺体の改葬についての状況も

うかがえる。遺体や漂流物品の発見の報告、東牟婁郡役所や和歌山県庁からの照

会に対する回答、経費支弁の請求等、多岐にわたっており、大きく次の 4 項目に

大別できる。

・事故直後の遺体や物品の漂着に関すること。

・漂着物品の管理に関すること

・事故処理及び漂着物品等に要した諸費用に関すること。

・仮埋葬した遭難者の遺体の土耳古軍艦遭難者墓地への改葬に関すること。

　　　資料の価値

　　　　　本資料は事件当時の状況等の詳細を伺わせるものであり、地方によるものとし

ては、『沖日記』と並ぶ数少ない記録の一つである。

なお、本資料は、古座古文書研究会の故垣本正美氏が発見され、古座古文書研

究会によって活字化されて 2006 年に冊子が発行されている。
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２　『無量寺資料』

（無量寺　保管）

資料の性格

本資料は、和歌山県東牟婁郡串本町大島（当時の東牟婁郡大島村大字大島）の

医師である川口三十郎・伊達一郎・松下秀が明治 23 年（1890）9 月 22 日付けで

和歌山県書記官秋山恕卿あてに提出した文書の写しである。

　　　資料の内容

  　　本資料には、エルトゥールル号の遭難に際し医師達が取った行動と治療にかか

った費用についての考えがうかがえる。次の内容が記載されている。

・エルトゥールル号の遭難に伴い大島村の要請に応じて治療を行ったこと。

・後の調査に備えて、18 日に負傷者を蓮生寺に移転させて同寺を仮病院として

調剤所を設置して薬剤の員数点検を行ったこと。

・作成した診断書は八重山艦長に届けたこと。

・薬価施術料の精算書を作成するようにとの依頼が秋山書記官からあったこと

が大島村役場より通知されたが、薬価施術料は請求するつもりはなく、遭難

者へ寄付したいこと

　　　資料の価値

実際に治療に当たった医師がとった行動や治療費についての考え方が直接うか

がえる資料である。
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臣

、
土

方
宮

内
大

臣
、
青

木
外

務
大

臣
、
樺

山
海

軍
大

臣
、
徳

大
寺

侍
従

長
、
柳

原
元

老
院

議
長

、
岩

倉
爵

位
局

長
、
鍋

島
式

部
長

、
三

宮

式
部

次
長

、
接

伴
掛

式
部

官
丹

羽
龍

之
介

及
土

耳
其

国
特

派
公

使
リ

ア
・
ア

ド
ミ

ラ
ル
・
オ

ス
マ

ン
・
パ

シ
ャ

ー
、

随
員

カ
プ

テ
ン

　
ア

ー
リ

ー
・
ベ

ー
、

同
カ

プ
テ

ン
　

ジ
ェ

ミ
ー

ル
・

ベ
イ

、
同

チ
ー

フ
　

イ
ン

ジ
ニ

ー
ル

・
イ

ブ
ラ

イ
ム

・
ベ

イ
、

同
チ

ー
フ

　
ド

ク
ト

ル
・

ハ
ズ

ニ
ー

・
ベ

イ
、

同
コ

ム

マ
ン

ダ
ー

　
ナ

オ
リ

ー
・

ベ
イ

、
同

フ
ォ

ル
ス

ト
　

リ
ウ

テ
ナ

ン
ド

・
リ

シ
ャ

ッ
ド

・
ベ

イ
等

へ
御

陪
食

仰
付

け
ら

れ
り

。

第
2
1
1
7
号

M
2
3
.
7
.
2
1

彙
報

衛
生

虎
列

刺
患

者

「
本

月
1
8
日

久
し

く
本

港
（

横
浜

）
に

碇
泊

せ
る

土
耳

格
軍

艦
に

て
水

兵
1
人

虎
列

刺
に

罹
り

即
夜

死
亡

依
て

検
疫

艦
を

遣
り

協
議

の
上

消
毒

等
充

分

に
施

行
し

、
尚

お
本

月
2
2
日

ま
で

一
切

水
兵

の
上

陸
を

禁
せ

り
。

患
者

は
他

よ
り

伝
染

の
模

様
な

し
。

特
発

な
る

べ
し

」
と

一
昨

1
9
日

午
後

2
時

4
5

分
発

神
奈

川
県

よ
り

電
報

あ
り

。

第
2
1
1
8
号

M
2
3
.
7
.
2
2

彙
報

衛
生

虎
列

刺
患

者

「
一

昨
2
0
日

土
耳

其
国

軍
艦

よ
り

猶
2
人

の
患

者
あ

る
旨

報
告

に
附

き
書

記
官

三
橋

信
方

を
し

て
検

疫
委

員
を

率
い

直
に

同
艦

に
臨

み
診

察
せ

し
め

た

る
に

類
似

虎
列

刺
と

診
定

。
依

て
艦

長
へ

協
議

を
遂

げ
本

艦
は

充
分

消
毒

隔
離

の
た

め
長

浦
へ

回
航

せ
し

む
。

今
後

新
患

者
な

く
と

も
満

5
日

間
は

同

所
に

て
停

船
の

積
な

り
」

と
同

日
午

後
1
1
時

4
0
分

発
神

奈
川

県
よ

り
電

報
あ

り
。

第
2
1
2
0
号

M
2
3
.
7
.
2
4

彙
報

衛
生

虎
列

刺
患

者
「

当
港

脚
船

々
夫

一
昨

2
1
日

虎
列

刺
に

罹
り

昨
2
2
日

死
亡

又
長

浦
に

碇
泊

の
土

耳
其

軍
艦

に
昨

夜
2
人

の
真

性
虎

列
刺

あ
り

。
内

1
人

及
当

患
者

の
内

1
人

死
亡

す
。
」

と
昨

2
3
日

午
前

1
1
時

1
5
分

神
奈

川
県

よ
り

電
報

あ
り

。
（

神
奈

川
県

）

第
2
1
4
6
号

M
2
3
.
8
.
2
3

彙
報

衛
生

土
耳

其
軍

艦

虎
列

刺
消

滅

土
耳

其
軍

艦
「

エ
ル

ト
グ

ロ
ー

ル
」

に
於

て
虎

列
刺

患
者

を
発

し
た

る
を

以
て

消
毒

の
た

め
長

浦
へ

回
航

せ
し

め
た

る
事

は
去

月
2
2
日

本
欄

に
掲

載
せ

し
が

、
同

艦
は

同
所

に
於

て
消

毒
報

実
施

中
、
続

々
該

患
者

を
生

じ
た

る
に

依
り

、
尚

お
消

毒
隔

離
法

等
厳

密
施

行
し

、
専

ら
該

病
撲

滅
方

に
尽

力
せ

し
が

、

本
月

3
日

依
頼

頓
に

消
滅

し
同

1
3
日

に
至

り
1
人

の
患

者
を

発
せ

し
も

以
来

、
再

び
新

患
者

を
出

さ
ず

全
く

熄
滅

に
帰

せ
り

。
依

て
更

に
消

毒
的

清
潔

法
を

施
行

し
了

り
。

本
月

2
0
日

を
以

て
自

今
陸

地
其

他
と

交
通

の
禁

止
を

解
け

り
。

同
艦

は
現

在
の

位
置

に
在

り
て

入
院

患
者

の
全

快
を

待
ち

、
抜

錨

す
る

趣
な

り
。
（

神
奈

川
県

）

第
2
1
6
6
号

M
2
3
.
9
.
1
6

彙
報

陸
海

軍
軍

艦
発

着
予

て
長

浦
に

碇
泊

せ
し

土
耳

其
国

軍
艦

「
エ

ル
ト

グ
ロ

ー
ル

」
は

昨
1
5
日

、
本

国
に

向
い

抜
錨

せ
り

。
（

神
奈

川
県

）

第
2
1
7
1
号

M
2
3
.
9
.
2
2

辞
令

紀
州

大
島

へ
出

張
被

仰
付

　
但

軍
艦

八
重

山
に

乗
組

出
張

す
可

し
（

9
月

1
9
日

海
軍

省
）
　

海
軍

大
主

計
　

土
井

順
之

助

彙
報

通
運

土
耳

其
軍

艦
沈

没
及

特
派

公
使

行
衛

不
明

一
昨

2
0
日

午
前

1
1
月

4
0
分
和

歌
山

県
発

電
報

は
左

の
如

し

和
歌

山
県

下
大

島
近

傍
に

於
て

本
月

1
6
日

土
耳

其
軍

艦
岩

礁
に

觸
れ

沈
没

す
。

特
派

公
使

行
衛

知
れ

ず
。
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エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
事
件
関
係
　
官
報
　
一
覧

番
号

日
付

項
目

内
　

　
容

第
2
1
7
2
号

M
2
3
.
9
.
2
4

彙
報

陸
海

軍

土
耳

其
軍

艦
沈

没
等

土
耳

其
軍

艦
「

エ
ル

ト
グ

ロ
ー

ル
」

は
本

月
1
4
日

横
浜

港
抜

錨
、
神

戸
港

に
向

い
進

航
中

同
1
6
日

午
後

4
時

頃
和

歌
山

県
東

牟
婁

郡
大

島
村

樫
ノ

崎
燈

台
沖

合
に

於
て

汽
管

に
損

所
を

生
じ

為
に

巌
石

に
触

れ
て

遂
に

沈
没

、
乗

組
6
5
0
人

の
内

特
派

公
使

オ
ス

マ
ン

・
パ

シ
ャ

以
下

溺
死

者
5
8
8
人

村
民

の

救
助

に
依

り
上

陸
を

得
し

者
纔

に
6
3
人

内
負

傷
5
0
余

人
に

及
べ

り
。

因
て

大
島

村
長

は
神

戸
港

に
同

国
領

事
庁

あ
る

べ
き

見
込

を
以

て
同

村
役

場
傭

1

人
を

し
て

士
官

2
人

を
伴

い
同

領
事

へ
引

渡
を

乞
う

旨
の

書
面

を
齎

し
、

汽
船

防
長

丸
に

搭
し

て
兵

庫
県

庁
へ

出
頭

せ
し

め
上

陸
人

は
救

護
の

手
当

を

為
し

、
負

傷
者

は
医

師
を

し
て

治
療

せ
し

め
居

る
旨

申
出

た
り

、
同

県
庁

は
即

時
右

2
人

を
受

取
り

為
に

相
当

の
旅

宿
を

与
え

、
一

面
詳

細
の

事
情

を

具
し

、
内

務
外

務
及

宮
内

大
臣

へ
電

報
し

其
式

を
待

ち
て

取
計

に
及

ぶ
べ

き
筈

な
り

。
兵

庫
県

神
戸

港
碇

泊
独

逸
軍

艦
「

ウ
ォ

ル
フ

」
は

土
耳

其
軍

艦
「

エ

ル
ト

グ
ロ

ー
ル

」
遭

難
生

存
者

救
助

の
た

め
本

月
1
9
日

和
歌

山
県

東
牟

婁
郡

大
島

に
向

い
抜

錨
せ

し
に

附
き

兵
庫

県
庁

は
諸

事
周

旋
の

た
め

外
務

課
員

1
人

を
同

艦
に

乗
込

ま
せ

出
発

せ
し

め
た

り
。
（

兵
庫

県
）

日
本

赤
十

字
社

録
事

本
月

1
6
日

午
後

4
時

頃
和

歌
山

県
下

紀
州

東
牟

婁
郡

大
島

近
傍

に
於

て
土

耳
其

軍
艦

「
エ

ル
ト

グ
ロ

ー
ル

」
沈

没
オ

ス
マ

ン
・

パ
シ

ャ
艦

長
以

下
5
8
7

人
死

亡
其

他
6
3
人

は
大

島
村

民
の

た
め

救
助

せ
ら

れ
し

も
孰

も
傷

疾
を

負
い

同
村

に
於

て
治

療
手

当
中

の
処

、
医

師
通

弁
等

不
測

困
難

の
趣

伝
承

す
。

因
て

日
本

赤
十

字
社

は
皇

后
陛

下
慈

愛
の

御
旨

を
奉

體
し

今
般

宮
内

省
よ

り
派

遣
の

式
部

官
丹

羽
龍

之
介

に
随

伴
医

員
2
人

、
看

護
婦

2
人

に
治

療
機

械
、

繃
帯

材
料

及
薬

品
等

を
携

帯
、

実
地

救
療

に
従

事
の

た
め

本
月

1
9
日

午
後

4
時

4
5
分

新
橋

よ
り

発
程

せ
し

め
た

り
。

又
式

部
官

丹
羽

龍
之

介
に

随
伴

出
張

せ
し

め
た

る
医

員
高

橋
種

紀
よ

り
一

昨
2
2
日

午
前

8
時

4
0
分

和
田

岬
停

留
所

発
に

て
左

の
電

報
あ

り
。（

宮
内

省
）

土
耳

其
遭

難
者

昨
2
1
日

午
前

1
0
時

上
陸

す
。

重
傷

1
3
人

、
軽

傷
3
6
人

、
皆

手
当

し
た

り
余

は
健

全
な

り
。

第
2
1
7
3
号

M
2
3
.
9
.
2
5

彙
報

陸
海

軍

土
耳

其
軍

艦
沈

没
原

因
等

軍
艦

八
重

山
は

紀
州

大
島

に
於

て
土

耳
其

軍
艦

「
エ

ル
ト

グ
ロ

ー
ル

」
沈

没
に

附
き

援
助

と
し

て
派

遣
せ

し
め

ら
れ

、
本

附
き

2
0
日

横
須

賀
抜

錨
後

、

遠
州

洋
に

於
て

暴
風

に
遭

い
非

常
の

困
難

を
極

め
た

れ
ど

も
仍

お
進

行
し

大
島

を
離

る
る

2
里

許
の

所
に

於
て

土
耳

其
人

の
死

体
を

発
見

し
直

に
之

を

引
揚

げ
、

同
2
1
日

午
前

1
0
時

大
島

に
著

。
該

島
に

於
て

右
死

体
の

埋
葬

式
を

行
い

、
該

島
に

残
留

せ
る

土
耳

其
人

2
名

を
載

せ
同

2
2
日

午
前

7
日

抜

錨
同

日
午

後
神

戸
へ

投
錨

せ
り

。
「

エ
ル

ト
グ

ロ
ー

ル
」

沈
没

の
原

因
は

樫
野

崎
を

距
る

東
2
哩

の
辺

に
て

「
ピ

ス
ト

ン
ロ

ッ
ド

」
を

折
り

進
退

自
由

を

失
い

暴
風

の
た

め
燈

台
の

下
に

流
さ

れ
巌

あ
る

を
見

て
投

錨
し

た
れ

ど
も

其
効

な
く

船
体

巌
へ

3
た

び
打

附
け

ら
れ

終
に

破
壊

せ
し

な
り

。
（

海
軍

省
）

兵
庫

県
神

戸
港

よ
り

土
耳

其
軍

艦
「

エ
ル

ト
グ

ロ
ー

ル
」

乗
員

生
存

者
救

援
の

た
め

和
歌

山
県

下
大

島
村

向
い

抜
錨

せ
し

獨
国

軍
「

ウ
ォ

ル
フ

」
は

右

生
存

者
6
5
人

を
搭

載
し

本
月

2
1
日

午
前

6
時

神
戸

港
へ

帰
著

せ
し

に
該

人
員

は
孰

も
軽

重
負

傷
者

な
る

を
以

て
同

港
和

田
岬

消
毒

所
内

停
留

所
へ

移

し
宮

内
省

及
日

本
赤

十
字

社
よ

り
出

張
の

医
員

等
に

て
目

下
治

療
中

な
り

。
尤

も
右

の
外

乗
員

2
人

は
仍

お
大

島
に

滞
在

、
同

島
漂

著
す

る
屍

体
の

鑑

別
を

為
す

筈
な

り
と

云
う

。
（

兵
庫

県
）

八
重

山
艦

長
報

告
の

概
略

本
月

2
0
日

横
須

賀
出

帆
後

、
遠

州
洋

に
於

て
非

常
の

暴
風

に
遭

遇
し

大
に

困
難

を
極

む
る

と
雖

も
前

途
を

急
ぐ

を
以

て
己

ま
す

進
航

す
。

2
1
日

午
前

8

時
3
0
分

大
島

樫
野

崎
を

距
る

東
方

大
約

7
海

里
の

所
に

土
耳

其
人

の
死

体
漂

流
す

る
を

発
見

し
直

に
之

を
引

揚
げ

た
る

に
右

の
手

首
に

仍
お

袖
の

残
片

を
有

せ
り

。
即

ち
之

を
搭

載
し

大
島

に
航

進
し

午
前

1
1
時

投
錨

す
斯

に
於

て
上

陸
し

、
郡

長
村

長
の

言
う

所
を

聞
く

に
左

の
如

し
。
（

海
軍

省
）

　
　

　
（

報
告

　
省

略
）

日
本

赤
十

字
社

録
事

本
社

よ
り

土
耳

其
軍

艦
の

救
護

と
し

て
出

張
せ

し
医

員
高

橋
種

紀
等

よ
り

、
負

傷
者

は
本

月
2
1
日

午
前

よ
り

同
2
2
日

午
後

9
時

ま
で

に
充

分
手

当
届

き
負

傷
者

一
同

満
足

を
表

せ
る

旨
の

報
道

あ
り

。
又

引
続

き
本

社
出

張
医

員
に

て
治

療
を

施
す

べ
き

旨
宮

内
省

よ
り

御
沙

汰
に

附
き

事
務

員
1
人

、
薬

局
員

1
人

、
看

護
婦

2
人

に
消

毒
材

料
若

干
を

携
帯

せ
し

め
、
同

2
4
日

午
後

4
時

過
発

の
汽

車
に

て
兵

庫
県

下
和

田
岬

仮
病

院
に

向
い

続
発

せ
し

め
た

り
。

又
兵

庫
県

下
社

員
医

師
佐

藤
誉

外
3
人

よ
り

本
社

の
旨

趣
を

體
し

出
張

医
員

と
共

に
治

療
に

尽
力

し
た

き
旨

を
願

出
て

た
る

趣
に

附
き

本
社

は
之

を
聞

届
け

た
り

。
（

宮
内

省
）
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エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
事
件
関
係
　
官
報
　
一
覧

番
号

日
付

項
目

内
　

　
容

第
2
1
7
4
号

M
2
3
.
9
.
2
6

彙
報

陸
海

軍

土
耳

其
軍

艦
乗

組
員

救
護

等

土
耳

其
軍

艦
「

エ
ル

ト
グ

ロ
ー

ル
」

の
和

歌
山

県
東

牟
婁

郡
大

島
近

海
に

於
て

沈
没

せ
し

こ
と

は
既

に
電

報
せ

し
が

、
其

乗
組

総
員

6
5
0
人

の
内

僅
か

に

6
0
人

余
人

は
辛

く
し

て
上

陸
せ

し
も

多
く

は
負

傷
に

罹
り

乗
組

の
特

派
公

使
オ

ス
マ

ン
パ

シ
ャ

の
所

在
仍

お
不

分
明

な
り

。
和

歌
山

県
庁

は
右

報
告

に

接
す

る
や

直
に

書
記

官
警

察
官

等
を

盡
夜

兼
行

に
て

遭
難

地
に

派
遣

し
負

傷
者

救
護

及
死

体
取

調
方

等
厚

く
注

意
取

扱
わ

し
め

且
つ

沿
海

郡
長

、
警

察
署

長
等

へ
漂

著
の

死
体

及
物

品
等

あ
れ

ば
鄭

重
に

取
扱

う
べ

き
旨

訓
令

せ
り

。
又

在
神

戸
港

独
逸

軍
艦

「
ウ

ォ
ル

フ
」

は
本

月
1
9
日

夕
出

港
せ

し
趣

に
て

兵
庫

県
庁

1
人

も
乗

組
み

難
民

救
助

の
た

め
著

島
し

同
2
0
日

負
傷

者
を

搭
載

し
神

戸
に

向
い

抜
錨

せ
り

。
死

体
は

追
発

見
し

同
2
1
日

に
至

る
ま

で
其

数

1
0
0
余

個
に

及
び

逐
次

堅
牢

な
る

新
調

の
棺

に
収

め
著

服
の

儘
仮

埋
葬

取
計

い
し

が
其

死
体

は
腐

爛
甚

し
く

実
に

惨
状

を
極

め
た

り
。

猶
お

海
面

に
漂

流

す
る

者
は

1
0
0
余

の
人

夫
を

使
役

し
現

に
引

揚
中

な
り

。
オ

ス
マ

ン
パ

シ
ャ

は
種

々
捜

索
の

手
を

尽
す

も
于

今
行

衛
分

ら
ざ

る
旨

出
張

官
よ

り
報

告
あ

り
。

（
和

歌
山

県
）

日
本

赤
十

字
社

録
事

土
耳

其
軍

艦
乗

組
員

中
生

存
者

救
護

の
た

め
本

社
よ

り
の

出
張

医
員

高
橋

種
紀

等
よ

り
負

傷
者

の
景

況
を

報
告

せ
り

。
其

梗
概

を
挙

く
れ

ば
重

傷
1
3
人

内
打

撲
に

由
り

肋
膜

肺
炎

を
発

し
重

傷
に

陥
る

者
1
人

、
縫

合
を

施
し

た
る

者
は

大
腿

打
創

2
人

、
上

顎
打

創
1
人

、
骨

折
は

下
腿

に
1
人

、
前

蹲
に

1

人
、

関
節

創
3
人

、
臀

部
挫

創
1
人

其
他

腹
壁

刺
創

、
大

腿
の

矢
肉

創
等

な
り

。
現

今
軽

重
と

も
切

断
術

を
要

す
べ

き
者

な
く

軽
症

に
至

り
て

は
大

抵

擦
過

創
な

り
。

而
し

て
遭

難
後

独
逸

軍
艦

の
軍

医
に

て
治

療
せ

し
2
3
人

の
外

は
創

面
総

て
「

セ
ブ

チ
セ

」
に

し
て

義
膜

状
を

呈
し

甚
し

き
は

壊
疽

に
陥

り
た

る
者

あ
り

。
或

は
間

、
痂

を
結

ぶ
も

痂
下

に
膿

を
醸

し
臭

気
甚

し
き

を
以

て
何

も
充

分
消

毒
の

手
当

を
為

し
た

り
と

。
（

宮
内

省
）

第
2
1
7
5
号

M
2
3
.
9
.
2
7

彙
報

陸
海

軍
土

耳
其

軍
艦

遭

難
者

の
護

送
土

耳
其

軍
艦

「
エ

ル
ト

グ
ロ

ー
ル

」
遭

難
者

は
軍

艦
比

叡
、

金
剛

に
て

護
送

す
る

こ
と

を
裁

可
せ

ら
れ

た
り

。
（

海
軍

省
）

第
2
1
7
6
号

M
2
3
.
9
.
2
9

第
二

予
備

金
支

出
明

治
2
3
年

度
第

二
予

備
金

支
出

第
6
回

一
金

1
2
万

6
,
4
8
7
円

6
0
銭

　
土

耳
其

派
遣

軍
艦

費

今
般

紀
州

大
島

沖
に

於
て

土
耳

其
軍

艦
遭

難
に

付
同

国
政

府
へ

対
し

慰
問

及
生

存
者

送
致

の
為

め
軍

艦
比

叡
金

剛
の

2
隻

派
遣

を
要

し
其

費
用

と
し

て

本
行

の
金

額
支

出
の

儀
海

軍
大

臣
よ

り
請

求
有

之
本

大
臣

同
意

を
表

し
之

を
上

奏
し

本
月

2
6
日

勅
裁

を
得

た
り

。

　
　

　
明

治
2
3
年

9
月

2
9
日

　
　

大
蔵

大
臣

　
伯

爵
松

方
正

義

第
2
1
7
7
号

M
2
3
.
9
.
3
0

彙
報

陸
海

軍
土

耳
其

軍
艦

乗

組
員

救
護

顛
末

和
歌

山
県

東
牟

婁
郡

大
島

村
樫

野
崎

燈
台

近
傍

に
於

て
土

耳
其

軍
艦

「
エ

ル
ト

グ
ロ

ー
ル

」
沈

没
の

報
に

接
す

る
や

救
護

の
た

め
本

県
書

記
官

を
昼

夜

兼
行

に
て

出
張

せ
し

め
た

る
こ

と
は

本
月

2
6
日

の
本

欄
に

掲
載

せ
し

が
同

官
は

同
2
0
日

該
地

に
著

し
同

2
4
日

一
先

帰
庁

せ
り

。
（

大
島

村
は

県
庁

を

距
る

4
4
里

余
道

路
険

阻
加

ふ
る

に
風

雨
の

た
め

諸
用

出
水

に
且

つ
西

牟
婁

郡
田

辺
以

南
は

電
線

架
設

中
に

し
て

未
だ

通
信

す
る

に
能

わ
ざ

る
よ

り
此

急

報
の

県
庁

に
達

せ
し

は
同

月
1
8
日

午
後

1
2
時

な
り

。
）

今
其

救
護

の
顛

末
及

遭
難

の
模

様
を

概
記

す
れ

ば
左

の
如

し
。
（

和
歌

山
県

）

　
　

　
（

顛
末

・
遭

難
の

模
様

　
省

略
）
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エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
事
件
関
係
　
官
報
　
一
覧

番
号

日
付

項
目

内
　

　
容

第
2
1
8
1
号

M
2
3
.
1
0
.
4

彙
報

陸
海

軍
日

本
赤

十
字

社

録
事

土
耳

其
軍

艦
乗

組
員

生
存

者
の

救
護

は
事

業
半

な
り

と
雖

も
其

目
今

に
至

る
報

告
及

処
置

等
の

概
要

を
挙

く
れ

ば
左

の
如

し
。
（

宮
内

省
）

　
　

　
（

概
要

　
省

略
）

第
2
1
8
3
号

M
2
3
.
1
0
.
7

彙
報

陸
海

軍
土

耳
其

軍
艦

遭

難
者

死
体

土
耳

其
軍

艦
遭

難
の

当
初

即
ち

9
月

1
8
日

よ
り

同
2
7
日

ま
で

に
引

揚
げ

各
地

に
仮

埋
葬

せ
し

死
体

の
数

は
左

の
如

し
。

尤
も

2
3
日

後
漂

著
又

は
捜

索

に
罹

る
も

の
は

孰
も

全
身

腐
爛

し
て

一
層

の
惨

状
を

呈
し

士
卒

の
別

は
認

め
難

し
と

云
う

。
（

和
歌

山
県

）

　
1
9
7
人

　
東

牟
婁

郡
大

島
村

大
字

樫
野

　
1
2
人

　
 
同

　
　

　
田

原
村

大
字

田
原

　
1
4
人

　
 
同

　
　

　
太

地
村

大
字

太
地

　
1
人

　
　

同
　

　
　

三
輪

崎
村

大
字

三
輪

崎

　
5
人

　
　

同
　

　
　

下
里

村
大

字
浦

神

　
1
人

　
　

西
牟

婁
郡

串
本

村
大

字
串

本

　
計

2
3
0
人

第
2
1
8
4
号

M
2
3
.
1
0
.
8

彙
報

陸
海

軍
日

本
赤

十
字

社

録
事

先
に

紀
州

大
島

沖
に

於
て

難
破

の
災

に
罹

り
た

る
土

耳
其

軍
艦

「
エ

ル
ト

グ
ロ

ー
ル

」
乗

組
員

生
存

者
救

療
と

し
て

宮
内

省
出

張
官

に
随

行
医

員
2
人

、

看
護

婦
2
人

を
派

遣
し

又
事

務
員

、
薬

剤
員

各
1
人

、
看

護
婦

2
人

を
再

遣
し

尚
ほ

実
地

病
状

及
治

療
上

視
察

と
し

て
主

任
医

山
上

兼
善

を
差

遣
せ

し

処
逐

日
患

者
も

快
癒

に
赴

き
た

る
を

以
て

右
生

存
者

送
還

の
た

め
派

遣
の

軍
艦

に
搭

載
せ

し
む

る
ま

で
は

兵
庫

県
の

病
院

に
於

て
治

療
を

讒
当

す
る

こ

と
と

為
り

本
社

の
出

張
員

は
本

月
3
日

を
以

て
該

地
を

引
揚

げ
帰

京
せ

り
。

尤
も

該
県

の
請

求
に

依
り

医
員

1
人

、
看

護
婦

2
人

は
尚

ほ
該

地
に

止
り

治
療

の
補

助
を

為
せ

り
。

因
て

現
今

に
至

る
治

療
の

景
況

を
挙

る
こ

と
左

表
の

如
し

。

　
　

土
耳

其
軍

艦
「

エ
ル

ト
グ

ロ
ー

ル
」

遭
難

負
傷

者
一

覧
表

　
　

　
　
（

一
覧

表
　

省
略

）

第
2
1
8
5
号

M
2
3
.
1
0
.
9

彙
報

陸
海

軍
土

耳
其

軍
艦

乗

組
溺

死
者

追
弔

兵
庫

県
神

戸
市

坂
本

村
に

設
置

す
る

報
国

義
会

は
土

耳
其

軍
艦

「
エ

ル
ト

グ
ロ

ー
ル

」
乗

組
溺

死
者

の
た

め
本

月
2
日

兵
庫

和
田

岬
に

於
て

大
施

餓
鬼

を
執

行
し

導
師

同
県

八
部

郡
奥

平
野

村
祥

福
寺

住
職

毛
利

喚
應

以
下

大
衆

5
8
人

之
に

従
事

し
参

拝
者

は
凡

そ
1
5
0
人

に
し

て
同

地
消

毒
所

に
治

療
中

な

る
同

軍
艦

乗
組

生
存

者
の

内
重

傷
者

を
除

き
6
0
人

余
人

も
亦

参
拝

せ
り

。
又

同
義

会
よ

り
右

生
存

者
一

同
へ

葉
巻

烟
草

若
干

を
贈

与
せ

り
。
（

兵
庫

県
）

第
2
1
8
8
号

M
2
3
.
1
0
.
1
3

彙
報

陸
海

軍
日

本
赤

十
字

社

録
事

土
耳

其
軍

艦
乗

組
員

遭
難

者
救

療
と

し
て

出
張

の
本

社
医

員
野

島
與

四
郎

は
神

戸
に

於
て

自
傷

せ
し

旨
兵

庫
県

知
事

よ
り

電
報

あ
り

た
る

を
以

て
取

敢

え
ず

本
月

9
日

午
前

5
時

の
汽

車
に

て
医

員
、

事
務

員
各

1
人

を
差

遣
せ

し
処

、
同

1
0
日

午
後

1
2
時

5
分

発
に

て
左

の
電

報
あ

り
。
（

宮
内

省
）

野
島

與
四

郎
容

体
は

性
命

に
拘

る
こ

と
な

し
。

原
因

は
病

床
日

誌
の

事
を

心
痛

し
一

時
狂

乱
し

た
る

な
り

。
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エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
事
件
関
係
　
官
報
　
一
覧

番
号

日
付

項
目

内
　

　
容

第
2
1
8
9
号

M
2
3
.
1
0
.
1
4

彙
報

陸
海

軍
土

耳
其

軍
艦

乗
組

員
生
存
者
出
発

兵
庫

県
神

戸
市

兵
庫

和
田

岬
消

毒
所

に
滞

在
せ

し
土

耳
其

軍
艦

「
エ

ル
ト

グ
ロ

ー
ル

」
乗

組
生

存
者

6
9
人

は
本

月
1
0
日

我
軍

艦
金

剛
、

比
叡

に
乗

込

み
翌

1
1
日

午
前

2
時

本
国

に
向

ひ
神

戸
港

を
出

発
せ

り
。

同
生

存
者

が
該

所
に

滞
留

せ
し

は
去

月
2
1
日

よ
り

本
月

1
0
日

に
至

る
2
0
日

間
に

し
て

其

間
侍

医
、

日
本

赤
十

字
社

医
員

、
兵

庫
県

県
立

病
院

副
院

長
及

医
員

数
人

は
命

令
或

は
特

志
に

因
り

孰
も

治
療

に
従

事
し

た
る

を
以

て
生

存
者

中
大

概

治
癒

せ
し

も
猶

ほ
2
7
人

の
未

治
者

あ
り

。
内

4
人

は
重

傷
に

し
て

未
だ

行
歩

に
耐

え
ざ

る
者

な
り

。

　
（

以
下

　
省

略
）

（
兵

庫
県

）

第
2
1
9
3
号

M
2
3
.
1
0
.
2
0

彙
報

陸
海

軍
軍

艦
発

着
呉

鎮
守

府
練

習
艦

比
叡

、
金

剛
は

本
月

1
6
日

香
港

に
向

い
長

崎
港

抜
錨

（
海

軍
省

）

─ 60 ─



エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
事
件
関
係
　
公
文
書
　
一
覧

文
書

日
付

件
　

　
　

名
備

　
　

考

明
治

2
3
年

（
1
8
9
0
）

オ
ス

マ
ン

朝
来

日
に

関
す

る
公

文
書

国
立

公
文

書
館

M
2
3
/
6
/
1
3

土
耳

其
特

派
公

使
海

軍
少

将
ヲ

ス
マ

ン
、

パ
シ

ヤ
外

十
二

名
叙

勲
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
3
7
1
0
0

0
1
5

M
2
3
/
7
/
1
3

土
耳

格
海

軍
中

佐
ア

ー
ル

、
メ

ヘ
メ

ッ
ド

ベ
ー

叙
勲

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
3
7
1
0
0

0
1
9

宮
内

公
文

書
館

M
2
3
/
6
/
1
3

勅
語

言
上

集
　

第
7
　

8

M
2
3
/
6
/
1
3

外
賓

参
内

録
　

第
1
7
号

　
1
8
号

　
1
9
号

M
2
3
/
8
/
2

外
交

贈
答

録
　

第
1
3
号

M
2
3
/
6
/
1
3

侍
従

日
録

M
2
3
/
6
/
1
3

侍
従

長
徳

大
寺

實
則

日
記

　
3

外
交

史
料

館

土
耳

古
国

特
派

公
使

「
オ

ス
マ

ン
パ

シ
ャ

」
同

国
皇

帝
陛

下
ノ

親
書

並
「

イ
ム

チ
マ

ツ
」

勲
章

捧
呈

ノ
為

謁
見

一
件

6
.
4
.
3
.
1
7

叙
勲

関
係

6
.
2
.
1
.
1

明
治

2
3
年

（
1
8
9
0
）

エ
ル

ト
ゥ

ー
ル

ル
号

事
件

に
関

す
る

公
文

書

国
立

公
文

書
館

M
2
3
/
9
/
1
9

土
耳

其
軍

艦
沈

没
ノ

景
況

ヲ
報

告
ス

本
館

-
2
A
-
0
1
1
-
0
0
・

類
0
0
4
6
4
1
0
0

0
0
6

M
2
3
/
9
/
2
6

土
耳

其
国

軍
艦

遭
難

ニ
付

同
国

政
府

ヘ
慰

問
ノ

為
メ

軍
艦

派
遣

費
金

ヲ
二

十
二

年
度

第
二

予
備

金
ヨ

リ
支

出
ス

本
館

-
2
A
-
0
1
1
-
0
0
・

類
0
0
4
9
5
1
0
0

0
1
9
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エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
事
件
関
係
　
公
文
書
　
一
覧

文
書

日
付

件
　

　
　

名
備

　
　

考

M
2
3
/
1
2
/
2
3

土
耳

古
軍

艦
遭

難
救

護
費

ヲ
二

十
三

年
度

第
二

予
備

金
ヨ

リ
支

出
ス

本
館

-
2
A
-
0
1
1
-
0
0
・

類
0
0
4
9
4
1
0
0

0
3
2

M
2
4

軍
艦

金
剛

土
耳

古
国

航
海

報
告

ヨ
5
5
8
-
0
0
9
4

M
2
5

海
軍

比
叡

土
耳

古
国

航
海

報
告

ヨ
5
5
8
-
0
0
4
4

宮
内

公
文

書
館

M
2
3
/
1
0
/
3

勅
語

言
上

集
　

第
1
1

M
2
4
/
5
/
2
7

勅
語

言
上

集
　

第
2
2

M
2
3
/
1
0
/
2

當
番

日
録

　
第

1
4
号

 
2
3
/
1
0
/
3
 
 
 
1
0
/
7
 
 
 

M
2
4
/
5
/
2
8

當
番

日
録

　
第

1
5
号

 
2
4
/
5
/
2
9
 
 
5
/
3
0
 
 
6
/
2
 
 
6
/
3

M
2
4
/
5
/
2
7

宣
召

録
 
2
1
号

　
2
4
/
5
/
3
0

M
2
3
/
1
0
/
1

拝
謁

参
拝

録
2
 
第

3
2
号

1
6
8
2
-
2

M
2
4
/
5
/
2
6

謁
見

録
1
 
第

1
0
号

 
1
7
3
7
-
1

M
2
4
/
5
/
2
0

廏
事

日
記

 
 
2
4
/
5
/
2
9
 
 
5
/
3
0
 
 
5
/
3
1

M
2
5
/
3
/
1
0

外
交

贈
答

録
　

第
5
号

　
　

8
号

 
2
5
/
8
/
5

M
2
3
/
9
/
1
9

侍
従

長
徳

大
寺

實
則

日
記

　
3
　

2
4
/
5
/
2
6
 
 
5
/
2
7
 
 
5
/
2
8
 
 
5
/
2
9

M
2
4
/
5
/
2
7

侍
従

日
録

外
交

史
料

館

本
邦

ニ
於

ケ
ル

墓
地

並
埋

葬
関

係
雑

件
　

附
火

葬
関

係
G
.
3
.
2
.
0
.
3

─ 62 ─



エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
事
件
関
係
　
公
文
書
　
一
覧

文
書

日
付

件
　

　
　

名
備

　
　

考

串
本

町
教

育
委

員
会

明
治

廿
三

年
九

月
十

七
日

　
土

耳
其

軍
艦

難
破

ニ
係

ル
各

所
往

復
文

書

無
量

寺

無
量

寺
保

管
資

料

小
松

宮
彰

仁
親

王
イ

ス
タ

ン
ブ

ル
訪

問
（

明
治

2
0
年

（
1
8
8
7
）

1
0
月

）
か

ら
侍

従
武

官
ア

メ
フ

ト
・

ベ
イ

来
日

（
明

治
2
6
年

（
1
8
9
3
）
）

ま
で

の
日

本
・

ト
ル

コ
の

交
流

に
関

す
る

公
文

書

国
立

公
文

書
館

M
2
0
/
1
2
/
9

小
松

宮
別

当
三

宮
義

胤
露

、
澳

、
伊

、
孛

、
丁

、
抹

、
土

耳
格

、
暹

羅
七

箇
国

勲
章

並
英

国
五

十
年

祭
紀

念
牌

勲
章

佩
用

允
許

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
1
6
3
1
0
0

0
2
2

M
2
0
/
1
2
/
1
4

二
品

彰
仁

親
王

土
耳

格
暹

羅
両

国
勲

章
並

同
親

王
御

息
所

土
耳

格
勲

章
佩

用
允

許
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
1
6
3
1
0
0
 

0
2
3

M
2
0
/
1
2
/
1
4

皇
后

宮
大

夫
子

爵
香

川
敬

三
娘

志
保

並
小

松
宮

別
当

三
宮

義
胤

妻
八

重
野

ア
レ

シ
ヤ

土
耳

格
国

勲
章

佩
用

允
許

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
1
6
3
1
0
0

0
2
4

M
2
0
/
1
2
/
2
3

陸
軍

歩
兵

大
佐

立
見

尚
文

土
耳

格
澳

地
利

伊
太

利
露

西
亜

丁
抹

孛
漏

西
暹

羅
仏

蘭
西

八
箇

国
勲

章
佩

用
允

許
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
1
6
3
1
0
0

0
2
5

M
2
0
/
1
2
/
2
3

陸
軍

歩
兵

大
尉

伯
爵

坊
城

俊
章

孛
漏

西
露

西
亜

伊
太

利
丁

抹
仏

蘭
西

土
耳

格
暹

羅
七

箇
国

勲
章

及
英

皇
五

十
年

祭
紀

念
牌

佩
用

允
許

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
1
6
3
1
0
0

0
2
6

M
2
0
/
1
2
/
2
3

陸
軍

歩
兵

大
佐

村
田

経
芳

土
耳

格
勲

章
佩

用
允

許
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
1
6
3
1
0
0

0
2
7

M
2
0
/
1
2
/
2
3

伯
爵

有
馬

頼
万

露
西

亜
土

耳
格

伊
太

利
丁

抹
暹

羅
五

箇
国

勲
章

及
英

皇
五

十
年

祭
紀

念
牌

佩
用

允
許

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
1
6
3
1
0
0

0
2
8

M
2
1
/
3
/
1
5

独
逸

皇
后

官
大

夫
伯

爵
マ

キ
シ

ミ
リ

ア
ン

、
ネ

ツ
セ

ル
、

ロ
ー

デ
ベ

レ
ス

、
ホ

ー
ペ

ン
外

四
名

澳
地

利
式

部
長

官
伯

爵
コ

ロ
マ

ン
フ

ン
ニ

ヤ
ジ

ー
、

ド
、

ケ
ン

リ
ー

外
五

名
土

耳
格

大
宰

相
キ

ヤ
ミ

ー
ル

、
パ

ン
ヤ

外
十

一
名

叙
勲

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
1
9
1
1
0
0

0
1
5

M
2
1
/
6
/
2
5

土
耳

期
国

皇
帝

ア
ブ

ジ
ユ

ル
ハ

ミ
ツ

ド
カ

ン
陛

下
勲

章
贈

進
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
1
9
2
1
0
0

0
0
6

M
2
3
/
2
/
8

福
島

県
平

民
柴

四
朗

土
耳

格
国

メ
ヂ

シ
エ

ー
第

三
等

勲
章

佩
用

允
許

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
3
8
1
0
0

0
0
3

M
2
3
/
3
/
2
8

陸
軍

中
将

子
爵

谷
干

城
土

耳
格

国
メ

テ
イ

ジ
エ

第
一

等
勲

章
佩

用
允

許
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
3
8
1
0
0

0
1
2
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エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
事
件
関
係
　
公
文
書
　
一
覧

文
書

日
付

件
　

　
　

名
備

　
　

考

M
2
3
/
1
0
/
9

土
耳

其
外

務
省

文
書

局
長

兼
皇

后
附

書
記

官
パ

ン
ジ

リ
ス

ベ
ー

外
五

名
叙

勲
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
3
7
1
0
0

0
3
3

M
2
4
/
5
/
2
3

軍
大

佐
勲

六
等

日
高

壮
之

丞
以

下
金

剛
艦

乗
組

人
員

ヘ
土

耳
其

皇
帝

陛
下

及
希

臘
皇

帝
陛

下
ヨ

リ
授

与
ノ

勲
章

并
記

章
受

領
及

佩
用

允
許

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
7
1
0
0

0
0
6

M
2
4
/
5
/
2
3

海
軍

大
佐

勲
四

等
田

中
綱

常
以

下
比

叡
艦

乗
組

人
員

ヘ
土

耳
其

皇
帝

陛
下

及
希

臘
皇

帝
陛

下
ヨ

リ
授

与
ノ

勲
章

并
記

章
受

領
及

佩
用

允
許

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
7
1
0
0

0
0
7

M
2
4
/
5
/
2
7

土
耳

格
皇

帝
陛

下
ノ

侍
中

武
官

陸
軍

騎
兵

大
尉

メ
ー

メ
ツ

ド
、

ム
ー

ラ
ベ

ー
叙

勲
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
6
1
0
0

0
2
0

M
2
4
/
5
/
2
7

枢
密

顧
問

官
伯

爵
大

山
巌

土
耳

格
国

メ
ジ

デ
ヤ

勲
一

等
章

受
領

及
佩

用
允

許
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
7
1
0
0

0
0
8

M
2
4
/
5
/
2
7

外
務

大
臣

子
爵

青
木

周
蔵

土
耳

格
国

メ
ヂ

ジ
エ

ー
大

綬
章

受
領

及
佩

用
允

許
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
7
1
0
0

0
0
9

M
2
4
/
6
/
1

土
耳

格
皇

帝
陛

下
ノ

侍
中

海
軍

武
官

海
軍

少
将

勲
二

等
ハ

ッ
キ

、
バ

ン
ヤ

外
八

名
叙

勲
及

進
級

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
6
1
0
0

0
2
2

M
2
4
/
6
/
1

宮
内

大
臣

子
爵

土
方

久
元

外
五

名
土

耳
格

国
勲

章
受

領
及

佩
用

允
許

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
7
1
0
0

0
1
1

M
2
4
/
6
/
1

海
軍

大
臣

子
爵

樺
山

資
紀

陸
軍

少
将

奥
保

鞏
土

耳
格

国
勲

章
受

領
及

佩
用

允
許

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
7
1
0
0

0
1
2

M
2
4
/
6
/
3

陸
軍

騎
兵

中
尉

永
沼

秀
文

外
一

名
土

耳
格

国
勲

章
并

救
難

記
章

受
領

及
佩

用
允

許
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
7
1
0
0

0
1
3

M
2
4
/
6
/
1
1

式
部

官
山

内
勝

明
土

耳
格

暹
羅

両
国

勲
章

受
領

及
佩

用
允

許
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
7
1
0
0

0
1
7

M
2
4
/
6
/
2
6

宮
内

属
土

岐
豊

之
助

外
一

名
土

耳
格

国
救

難
章

受
領

及
佩

用
允

許
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
8
1
0
0
 

0
0
4

M
2
4
/
6
/
2
6

兵
庫

県
属

東
条

三
郎

外
一

名
土

耳
格

国
救

難
章

受
領

及
佩

用
允

許
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
8
1
0
0

0
0
5

M
2
4
/
7
/
6

海
軍

四
等

水
兵

石
川

亀
太

郎
外

一
名

犯
罪

ニ
付

土
耳

格
国

記
章

佩
用

免
許

状
付

与
停

止
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
7
1
0
0

0
2
1

M
2
4
/
8
/
1

外
務

次
官

林
董

土
耳

格
国

メ
ヂ

ジ
エ

第
二

等
勲

章
受

領
及

佩
用

允
許

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
8
1
0
0

0
0
1

M
2
4
/
8
/
1
2

静
岡

県
参

事
官

尾
越

悌
輔

土
耳

其
国

美
慈

治
恵

第
四

等
勲

章
受

領
及

佩
用

允
許

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
8
1
0
0

0
0
2

M
2
4
/
8
/
1
2

神
奈

川
県

参
事

官
三

橋
信

方
土

耳
其

国
美

慈
治

恵
第

四
等

勲
章

受
領

及
佩

用
允

許
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
8
1
0
0

0
0
3

─ 64 ─



エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
事
件
関
係
　
公
文
書
　
一
覧

文
書

日
付

件
　

　
　

名
備

　
　

考

M
2
4
/
8
/
3
1

神
奈

川
県

大
住

陶
綾

郡
長

曽
根

盛
鎮

土
耳

格
国

救
難

章
受

領
及

佩
用

允
許

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
8
1
0
0

0
0
6

M
2
4
/
8
/
3
1

神
奈

川
県

属
高

木
可

久
外

六
名

土
耳

格
国

救
難

章
受

領
及

佩
用

允
許

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
8
1
0
0

0
0
7

M
2
4
/
9
/
1
1

長
野

県
知

事
浅

田
徳

則
土

耳
格

国
美

治
慈

恵
第

二
等

勲
章

受
領

及
佩

用
允

許
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
8
1
0
0

0
0
8

M
2
4
/
9
/
1
1

和
歌

山
県

書
記

官
秋

山
恕

卿
外

一
名

土
耳

格
国

美
治

慈
恵

第
四

等
勲

章
受

領
及

佩
用

允
許

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
8
1
0
0

0
0
9

M
2
4
/
9
/
1
1

侍
医

桂
秀

馬
土

耳
格

国
美

治
慈

恵
第

四
等

勲
章

受
領

及
佩

用
允

許
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
8
1
0
0

0
1
0

M
2
4
/
9
/
2
8

陸
軍

騎
兵

中
尉

永
沼

秀
文

外
二

名
土

耳
其

国
勲

章
并

救
難

記
章

受
領

及
佩

用
允

許
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
8
1
0
0

0
1
1

M
2
4
/
9
/
3
0

和
歌

山
県

警
部

清
水

広
治

土
耳

其
国

救
難

章
受

領
及

佩
用

允
許

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
8
1
0
0

0
1
2

M
2
4
/
9
/
3
0

宮
中

顧
問

官
勲

三
等

橋
本

綱
常

外
三

名
土

耳
其

国
メ

ヂ
ジ

エ
勲

章
受

領
及

佩
用

允
許

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
8
1
0
0

0
1
3

M
2
4
/
1
1
/
2
7

陸
軍

歩
兵

少
佐

福
島

安
正

土
耳

格
希

臘
布

爾
牙

利
蒙

的
尼

羅
巴

威
里

五
箇

国
勲

章
受

領
及

佩
用

允
許

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
8
1
0
0

0
2
0

M
2
4
/
1
2
/
7

海
軍

四
等

水
兵

石
川

亀
太

郎
外

一
名

犯
罪

ニ
ヨ

リ
停

止
セ

ラ
レ

タ
ル

土
耳

其
国

記
章

佩
用

免
許

証
下

付
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
5
8
1
0
0

0
2
2

M
2
5
/
3
/
1
8

貴
族

院
議

員
従

四
位

清
浦

奎
吾

土
耳

格
国

オ
ス

マ
ニ

ヤ
三

等
勲

章
受

領
及

佩
用

願
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
9
0
1
0
0

0
0
4

M
2
5
/
3
/
2
9

内
務

属
加

地
釥

太
郎

土
耳

其
国

メ
ヂ

ジ
エ

第
五

等
勲

章
受

領
及

佩
用

願
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
9
0
1
0
0

0
0
8

M
2
5
/
8
/
1
7

従
四

位
勲

三
等

石
井

忠
亮

土
耳

其
国

美
治

慈
恵

第
二

等
勲

章
受

領
及

佩
用

願
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
9
0
1
0
0

0
1
3

M
2
5
/
8
/
2
3

海
軍

大
佐

三
浦

功
土

耳
其

国
美

治
慈

恵
第

三
等

勲
章

並
同

国
救

難
章

受
領

及
佩

用
願

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
9
0
1
0
0

0
1
5

M
2
5
/
8
/
2
3

和
歌

山
県

警
部

舟
橋

義
一

土
耳

其
国

救
難

章
受

領
及

佩
用

願
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
9
0
1
0
0

0
1
6

M
2
5
/
1
2
/
2
0

逓
信

省
監

察
官

吉
田

正
春

波
斯

国
獅

子
太

陽
第

二
等

勲
章

及
土

耳
其

国
美

治
恵

第
三

等
勲

章
受

領
及

佩
用

願
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
8
-
0
0
・

任
Ａ

0
0
2
9
0
1
0
0

0
3
3

M
2
6
/
4
/
7

山
田

寅
次

郎
土

耳
古

国
メ

ジ
テ

ヤ
四

等
勲

章
佩

用
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
7
-
0
0
・

勲
0
0
0
0
4
1
0
0

0
1
2
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エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
事
件
関
係
　
公
文
書
　
一
覧

文
書

日
付

件
　

　
　

名
備

　
　

考

M
2
6
/
5
/
2
2

大
勲

位
彰

仁
親

王
土

耳
古

国
救

難
章

佩
用

ノ
件

本
館

-
2
A
-
0
1
7
-
0
0
・

勲
0
0
0
0
4
1
0
0

0
1
7

M
2
6
/
7
/
1
0

武
部

次
長

三
宮

義
胤

安
南

国
竜

星
二

等
勲

章
并

土
耳

格
国

救
難

章
佩

用
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
7
-
0
0
・

勲
0
0
0
0
4
1
0
0

0
2
2

M
2
6
/
1
0
/
1
2

野
田

正
太

郎
土

耳
其

メ
ジ

ジ
エ

四
等

勲
章

並
銀

製
イ

ム
チ

ヤ
ス

記
念

章
佩

用
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
7
-
0
0
・

勲
0
0
0
0
5
1
0
0

0
1
2

M
2
6
/
1
1
/
6

土
耳

其
国

外
務

次
官

ア
ル

チ
ン

、
パ

シ
ャ

以
下

十
五

名
叙

勲
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
7
-
0
0
・

勲
0
0
0
0
2
1
0
0

0
3
0

宮
内

公
文

書
館

M
2
6
/
5
/
1
2

外
交

贈
答

録
 
第

1
2
号

M
2
0
/
1
2
/
1
2

外
交

贈
答

録
　

第
7
号

　
第

4
号

　
2
1
/
6
/
6
 
 
第

1
8
号

　
M
2
1
/
5
/
1
7

外
交

史
料

館

陸
軍

中
将

彰
仁

親
王

殿
下

軍
事

視
察

ト
シ

テ
欧

米
両

洲
御

巡
回

一
件

6
.
4
.
4
.
1
3

高
松

宮
同

妃
両

殿
下

外
遊

諸
外

国
御

訪
問

L
.
1
.
3
.
0
.
1
-
1
0

（
元

皇
族

）
ア

ブ
デ

ュ
ル

ケ
リ

ム
本

邦
訪

問
L
.
3
.
3
.
0
.
8
-
1
1

叙
勲

関
係

6
.
2
.
1
.
1

叙
勲

関
係

6
.
2
.
1
.
2
-
9

叙
勲

関
係

6
.
2
.
1
.
5
-
1
3

昭
和

4
年

（
1
9
2
9
）
　

昭
和

天
皇

　
和

歌
山

行
幸

に
関

す
る

公
文

書

国
立

公
文

書
館

天
皇

陛
下

本
月

二
十

八
日

御
発

輦
東

京
府

下
八

丈
島

、
大

島
及

和
歌

山
県

下
ヘ

御
立

寄
大

阪
神

戸
ヘ

行
幸

六
月

九
日

還
幸

御
日

程
通

牒
ノ

件
本

館
-
2
A
-
0
1
4
-
0
0
・

纂
0
1
8
6
3
1
0
0

0
0
6

─ 66 ─



エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
事
件
関
係
　
公
文
書
　
一
覧

文
書

日
付

件
　

　
　

名
備

　
　

考

S
4

天
皇

陛
下

東
京

御
発

輦
東

京
府

下
八

丈
島

大
島

及
和

歌
山

県
下

ヘ
御

立
寄

大
阪

神
戸

ヘ
行

幸
並

還
幸

御
発

着
割

宮
内

大
臣

通
牒

同
本

館
-
2
A
-
0
1
6
-
0
2
・

枢
0
0
1
1
5
1
0
0

0
2
1

宮
内

公
文

書
館

S
4

幸
啓

録
　

1
4

7
3
6
0
-
1
4

外
交

史
料

館

行
幸

啓
関

係
雑

件
L
.
1
.
3
.
0
.
3

─ 67 ─



『
明
治
廿
三
年
九
月
十
七
日
　
土
耳
其
軍
艦
難
破
ニ
係
ル
各
所
往
復
書
類
』
　
概
要

日
付

記
号
番
号

発
出
元

発
出
先

表
題

概
要

ペ
ー
ジ

M
2
3
/
9
/
1
7

甲
第

1
8
3
号

田
原
村
長

東
牟
婁
郡
長

西
洋

型
船

舶
破

壊

物
漂
着
二
付
上
申

1
-
2

M
2
3
/
9
/
1
7

大
島
村
長
代
理
　
助
役

田
原
村
長
・
下
里
村
長

ト
ル
コ
軍
艦
が
遭
難
し
、
生
存
者
が
漂
着
し
た
。
田
原
村
・
下
里
村
に
も
情
報
が
あ
れ
ば
、

大
島
村
役
場
に
急
報
い
た
だ
き
た
い
。

3

M
2
3
/
9
/
1
7

丙
第

8
0
号

田
原
村
役
場

東
牟
婁
郡
警
察
署
古
座
分
署

西
洋
型
船
舶
の
漂
着
物
の
保
管
に
つ
い
て
報
告

4

M
2
3
/
9
/
1
8

丙
第

8
1
号

田
原
村
役
場

大
島
村
役
場

ト
ル

コ
軍

艦
難

破
に

つ
い

て
の

照
会

は
了

解
。

漂
着

物
に

つ
い

て
は
、

便
宜

の
場

所
に

集

め
て
管
理
し
て
い
る
。

4
-
5

M
2
3
/
9
/
1
7

田
原
村
長
・
助
役

漂
着
物
品

漂
着
物
品
を
役
場
に
保
管
し
て
い
る
旨
の
報
告

6

M
2
3
/
9
/
1
7

田
原
村
長
・
助
役

受
書

遺
体
の
検
視
・
仮
埋
葬
　
１
人

7

M
2
3
/
9
/
1
9

田
原
村
長
・
助
役

受
書

遺
体
の
検
視
・
仮
埋
葬
　
１
人

8

M
2
3
/
9
/
2
0

田
原
村
役
場

大
島
村
長

漁
船

が
遺

体
5
人

を
収

容
し

た
た

め
、

検
視

後
。

東
向

官
有

地
に

仮
埋

葬
及

び
1
人

の
遺

体
が
漂
着
し
た
た
め
現
在
検
視
途
中
の
旨
の
報
告

9

M
2
3
/
9
/
1
9

田
原
村
役
場

大
島
村
役
場

遺
体

5
人
を
収
容
し
た
旨
の
報
告

1
0

M
2
3
/
9
/
1
9

田
原
村
役
場

東
牟
婁
郡
警
察
署
古
座
分
署

上
記
と
同

1
1

M
2
3
/
9
/
2
4

坂
本
　
東
牟
婁
郡
書
記

田
原
村
役
場

オ
ス
マ
ン
・
パ
シ
ャ
の
捜
索
依
頼

1
2

M
2
3
/
9
/
1
9

沖
　
大
島
村
長

オ
ス
マ
ン
・
パ
シ
ャ
が
発
見
さ
れ
た
と
き
は
埋
葬
前
に
連
絡
を
い
た
だ
き
た
い

1
3

M
2
3
/
9
/
1
8

甲
第

2
0
2
8
号

第
一
科

田
原
村
役
場

甲
第

1
8
3
号

で
報

告
さ

れ
た

も
の

は
国

内
の

も
の

で
は

な
い

よ
う

で
あ

る
の

で
、

出
張

し

て
い
る
坂
本
郡
書
記
へ
報
告
し
、
指
示
が
あ
る
ま
で
、
厳
重
に
保
管
す
る
よ
う
に
。

1
4

M
2
3
/
9
/
2
1

田
原
村
長
代
理

受
書

遺
体
の
検
視
・
仮
埋
葬
　
１
人

1
5

受
書

遺
体
の
検
視
・
仮
埋
葬
　
１
人

1
6

M
2
3
/
9
/
2
1

丙
第

8
4
号

東
牟
婁
郡
田
原
村
役
場

大
島
村
長

遺
体

3
人
が
漂
着
し
た
た
め
、
東
向
官
有
地
に
仮
埋
葬
し
た
旨
の
報
告

1
6
-
1
7

M
2
3
/
9
/
2
0

丙
第

8
4
号

新
宮
警
察
署
古
座
分
署

田
原
村
役
場

遺
体

1
人
が
漂
着
し
た
た
め
、
出
張
の
上
検
視
を
い
た
だ
き
た
い
。

1
8

M
2
3
/
9
/
2
1

田
原
村
書
記

坂
本
　
郡
書
記

今
後
、

漂
着

毎
に

郡
書

記
に

も
別

に
報

告
す

る
が
、

時
々

郡
長
・

知
事

に
報

告
し

た
方

が

良
い
か
、
郡
書
記
の
意
見
を
う
か
が
い
た
い
。

1
9

─ 68 ─



『
明
治
廿
三
年
九
月
十
七
日
　
土
耳
其
軍
艦
難
破
ニ
係
ル
各
所
往
復
書
類
』
　
概
要

日
付

記
号
番
号

発
出
元

発
出
先

表
題

概
要

ペ
ー
ジ

M
2
3
/
9
/
2
3

9
月

24
日

第
1
号

坂
本
　
東
牟
婁
郡
書
記

山
本
　
田
原
村
役
場
書
記

知
事

ま
で

は
届

出
し

な
く

て
も

よ
い
。

郡
長

あ
て

の
報

告
を

小
官

に
し

て
ほ

し
い
。

漂
着

物
に

つ
い

て
は
、

追
っ

て
指

示
す

る
の

で
、

そ
れ

ま
で

手
落

ち
な

く
取

り
締

ま
り

を
お

願

い
し
た
い
。

漂
着

し
た

遺
体

は
1
2
0
～

1
3
0
名
、

埋
葬

し
た

の
は

9
8
名

で
あ

る
。
2
1
日

に
八

重
山

艦

長
以
下
を
列
し
て
弔
砲
を
発
し
て
葬
儀
を
行
っ
た
。

2
0

M
2
3
/
1
0
/
7

田
原
村
長

和
歌
山
県
知
事

遭
難

し
た

ト
ル

コ
軍

艦
の

乗
組

員
溺

死
者

に
つ

い
て

は
、

1
3
人

を
回

収
し

、
検

視
を

経
て

共
有

墓
地

近
傍

の
官

有
地

へ
仮

埋
葬

し
た
。

こ
れ

に
か

か
る

費
用

は
別

紙
の

と
お

り
要

し

た
。
埋
葬
に
従
事
す
る
者
が
容
易
に
な
く
、
非
常
の
賃
金
を
与
え
て
対
応
し
た
。

2
2
-
2
3

M
2
3
/
1
0
/
7

田
原
村
長

和
歌
山
県
知
事

土
国
軍
艦
難
破
ニ
係

ル
直
夫
費
用
予
算

5
円
（
破
砕
並
器
具
拾
い
上
げ
人
夫
）

2
4

M
2
3
/
1
0
/
7

田
原
村
長

和
歌
山
県
知
事

土
国

軍
艦

エ
ル

ト

グ
ロ

ー
ル

号
乗

組

員
死

体
埋

葬
ニ

係

ル
諸
費
調
書

3
6
円

5
1
銭

8
厘
（
埋
葬
・
穴
掘
・
遺
体
守
・
運
搬
・
引
き
揚
げ
・
墓
地
の
木
柵
・
防
臭
）

2
5
-
2
6

M
2
3
/
1
0
/
2
3

田
原
村
役
場

第
一
科

土
耳

其
軍

艦
船

滓

聚
拾

等
ニ

関
ス

ル

費
用

9
円
（
収
集
・
運
搬
保
存
）

2
7

M
2
4
/
8
/
2
6

大
島
村

去
年

当
村

樫
野

埼
で

遭
難

し
た

ト
ル

コ
軍

艦
乗

組
員

の
死

体
に

つ
い

て
、

貴
管

内
で

の
埋

葬
数
を
調
べ
て
至
急
回
答
い
た
だ
き
た
い
の
で
、
照
会
す
る
。

2
8

M
2
3
/
1
0
/
2
1

10
月

22
日
第

8
号

甲
第

2
3
0
7
号

第
一
科
長

田
原
村
長

ト
ル

コ
軍

艦
の

船
滓

の
数

を
調

査
す

る
よ

う
言

わ
れ

て
い

る
の

で
、

流
出

の
憂

い
な

い
場

所
に

運
搬

保
存

を
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

こ
れ

に
要

す
る

人
夫

と
そ

の
賃

銭
の

概
算

に
つ

い
て
、
至
急
把
握
し
、
折
り
返
し
回
答
い
た
だ
き
た
い
。

2
8

M
2
3
/
1
0
/
1
4

甲
第

2
2
9
0
号

東
牟
婁
郡
役
所
第
一
科

町
村
役
場

遭
難

記
念

碑
建

設

費
の

義
捐

金
募

集

依
頼

2
9

M
2
3
/
1
0
/
2
3

乙
第

1
7
0
号

田
原
村
役
場

第
一
科

甲
第

2
2
9
0
号

で
照

会
の

あ
っ

た
こ

と
に

つ
い

て
は
、

了
解

し
た
。

す
ぐ

に
、

左
記

名
の

者
に
配
布
を
行
っ
た
の
で
回
答
す
る
。

3
0

M
2
3
/
1
2
/
1
1

甲
第

2
1
6
号

東
牟
婁
郡
田
原
村
長

和
歌
山
県
知
事

土
国

軍
艦

船
滓

取

集
運
搬
費
取
調
書

第
1
号

1
8
円

4
0
銭
　
第

2
号

2
0
銭
　
第

3
号

2
円

4
0
銭
　
第

4
号

1
8
銭

第
5
号

5
円

2
0
銭
　
第

6
号

2
1
円
　
第

7
号

6
0
銭
　
合
計

4
8
円

6
0
銭

3
1
-
3
3

M
2
4
/
1
/
7

甲
第

1
2
号

第
一
科

田
原
村
役
場

明
治

2
3
年

1
2
月

1
1
日

付
甲

第
2
1
6
号

で
報

告
さ

れ
た

額
内

で
至

急
に

船
滓

を
収

集
し

て
も
ら
い
た
い
。
そ
の
員
数
と
名
称
を
調
べ
て
報
告
い
た
だ
き
た
い
。

3
4
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『
明
治
廿
三
年
九
月
十
七
日
　
土
耳
其
軍
艦
難
破
ニ
係
ル
各
所
往
復
書
類
』
　
概
要

日
付

記
号
番
号

発
出
元

発
出
先

表
題

概
要

ペ
ー
ジ

M
2
4
/
1
/
1
5

森
　
常
松

田
原
村
長

受
書

下
田

原
海

岸
に

漂
着

し
た

船
滓

を
収

集
運

搬
す

る
こ

と
に

つ
い

て
3
6
円

で
請

負
い
、

こ

れ
以
上
請
求
は
行
わ
な
い
。

3
5

M
2
4
/
1
/
2
6

和
歌
山
県
属
　
木
村
　
雄

東
牟
婁
郡
田
原
村
長
・
同
下

里
村
長
・
同
太
地
村
長
・
同

三
輪
崎
村
長

死
体

埋
葬

の
経

費
に

つ
い

て
、

領
収

書
の

雛
形

の
通

り
、

各
自

捺
印

し
て

県
庁

へ
提

出
し

て
ほ
し
い
。

3
6
-
3
8

M
2
4
/
1
/
2
9

甲
第

2
0
号

田
原
村
長
代
理
助
役

東
牟
婁
郡
長

漂
着
し
た
軍
艦
破
砕
品
を
発
見
し
た
た
め
の
届
出

3
8
-
3
9

M
2
4
/
2
/
2

甲
第

2
3
号

田
原
村
長

東
牟
婁
郡
長

漂
着
し
た
軍
艦
破
砕
品
を
発
見
し
た
た
め
の
届
出

4
0
-
4
1

M
2
4
?
/
2
/
1
6

阪
本
　
隆

山
本
卓
爾

船
滓

収
集

の
請

求
書

は
大

島
村

に
出

張
し

て
い

る
木

村
県

属
ま

で
届

け
た
。

収
集

品
目

録

は
正

副
が

必
要

な
の

で
、

大
至

急
提

出
し

て
ほ

し
い
。

こ
れ

は
、

処
分

方
法

を
内

務
大

臣

へ
伺
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
早
く
提
出
し
て
ほ
し
い
。

4
2

M
2
4
/
2
/
2
5

乙
第

2
7
号

東
牟
婁
郡
田
原
村
役
場

大
島
村
役
場
御
出
張
　
県
属

　
木
村
勇

船
滓

収
集

に
係

る
諸

費
用

に
つ

い
て
、

別
紙

請
求

書
を

送
っ

た
。

埋
葬

費
に

つ
い

て
は
、

支
払

わ
ざ

る
を

得
な

か
っ

た
の

で
、

他
よ

り
借

入
し

て
支

払
っ

て
い

る
の

で
、

至
急

代
金

を
払
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
取
り
計
ら
い
願
い
た
い
。

4
3

M
2
4
/
2
/
1
5

人
夫
総
代
　
森
　
常
松

和
歌
山
県
知
事

請
求
書

4
4
円

8
0
銭
（
船
滓
破
砕
・
運
搬
）

4
4

ペ
ー
ジ
抜
け

4
5

M
2
4
/
2
/
2

宮
本
良
哉

和
歌
山
県
知
事

請
求
書

8
4
銭
（
防
臭
の
た
め
の
石
炭
酸
）

4
6

M
2
4
/
2
/
2

人
夫
総
代
　
橋
本
留
松

和
歌
山
県
知
事

請
求
書

2
5
円

5
3
銭
（
埋
葬
・
守
番
・
遺
体
運
搬
・
船
賃
）

4
7
-
4
8

M
2
4
/
2
/
2

濱
崎
三
松

和
歌
山
県
知
事

請
求
書

1
0
円

1
4
銭

8
厘
（
棺
箱
・
墓
標
・
墓
地
の
木
柵
）

4
9

M
2
4
/
2
/
1
7

号
外

県
庁
内
務
部

東
牟
婁
郡
田
原
村
役
場

濱
崎

三
松

の
請

求
書

の
内
、

埋
葬

地
木

柵
建

設
料

の
品

目
が

不
明

瞭
な

の
で
、

支
払

い
上

差
し
支
え
る
た
め
、
内
訳
を
調
べ
て
早
々
に
連
絡
し
て
も
ら
い
た
い
。

5
0

M
2
4
/
2
/
2
0

乙
3
7
号

田
原
村
役
場

和
歌
山
県
内
務
部

埋
葬
地
木
柵
建
設
料
の
内
訳
の
報
告

5
1

M
2
4
/
2
/
2
3

乙
4
0
号

田
原
村
役
場

東
牟
婁
郡
役
所
第
一
科

土
国

軍
艦

船
滓

及

付
帯

漂
着

品
聚

拾

目
録

漂
着
品
等
の
目
録
を
提
出
す
る
の
で
、
よ
ろ
し
く
取
り
計
ら
い
願
い
た
い
。

5
2
-
5
5

ペ
ー
ジ
抜

け
5
6

M
2
4
/
2
/
2
5
 

甲
第

2
8
3
号

東
牟
婁
郡
長

田
原
村
長

船
滓

の
収

集
事

業
は

既
に

終
了

し
て

い
る

が
、

こ
れ

ら
を

紛
失

し
て

は
外

交
上

不
都

合
が

生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
そ
の
保
管
に
は

,
特
段
に
注
意
す
る
こ
と
。

5
7
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『
明
治
廿
三
年
九
月
十
七
日
　
土
耳
其
軍
艦
難
破
ニ
係
ル
各
所
往
復
書
類
』
　
概
要

日
付

記
号
番
号

発
出
元

発
出
先

表
題

概
要

ペ
ー
ジ

M
2
4
/
2
/
2
5

甲
第

3
9
7
号

第
一
科
長

田
原
村
長

船
滓

の
取

り
締

ま
り

に
つ

い
て

は
、

甲
第

2
8
3
号

通
り

厳
密

に
取

り
締

ま
る

こ
と

を
通

知

し
て

い
る

が
、

下
田

原
海

岸
に

漂
着

し
た

物
品
（

洋
服

あ
る

い
は

毛
布

類
）

を
売

店
の

よ

う
に

さ
ら

し
て

い
る

と
い

う
報

告
が

あ
っ

た
。

採
集

品
目

録
に

は
毛

布
1
枚

が
あ

る
だ

け

で
あ

り
、

人
夫

の
衣

服
と

見
誤

っ
た

可
能

性
が

あ
る

の
で

は
な

い
か
。

そ
れ

が
事

実
で

あ

れ
ば
不
用
意
で
あ
る
の
で
、
厳
密
に
調
べ
て
折
り
返
し
報
告
い
た
だ
き
た
い
。

5
8
-
5
9

M
2
4
/
2
/
2
7

田
原
村
長
代
理
　
助
役

東
牟
婁
郡
古
座
分
署

写
真

を
低

調
に

保
管

し
て

い
る

が
、

こ
れ

を
見

る
に

腐
朽

が
進

ん
で

き
て

い
る
。

念
の

た

め
、
報
告
す
る
。

6
0

M
2
4
/
2
/
2
7

甲
第

3
9
号

田
原
村
長
代
理
　
助
役

東
牟
婁
郡
長

甲
第

3
9
7
号

を
も

っ
て

指
示

の
あ

っ
た

こ
と

に
つ

い
て
、

ど
の

こ
と

を
認

め
た

者
か

判
然

と
せ

ず
、

そ
の

よ
う

な
こ

と
は

な
か

っ
た

と
思

う
。

考
え

る
に

漂
着

物
品

の
う

ち
海

水
に

浸
さ

れ
て

保
管

に
こ

ま
る

も
の

は
淡

水
に

浸
し

て
日

光
に

さ
ら

し
て

い
た

の
で
、

こ
れ

に

よ
る

も
の

か
、

人
夫

の
衣

類
を

掛
け

て
い

た
も

の
で

あ
る

か
判

然
と

し
か

ね
る

の
で

報
告

す
る
。

ま
た
、

保
管

し
て

い
る

も
の

は
2
月

1
3
日

乙
第

4
0
号
、
2
月

2
日

甲
第

1
3
号
、

1
月

2
9
日

甲
第

2
0
号

で
届

け
出

た
も

の
と

昨
年

9
月

1
8
日

に
古

座
分

署
へ

差
し

出
し

た

も
の

で
あ

る
こ

と
を

併
せ

て
報

告
す

る
。

ま
た
、

巨
大

な
も

の
に

つ
い

て
は
、

海
浜

で
保

管
す
る
に
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
至
急
な
ん
ら
か
の
処
置
を
お
願
い
し
た
い
。

6
1
-
6
2

M
2
4
/
2
/
2
7

甲
第

4
0
号

田
原
村
助
役

東
牟
婁
郡
長

漂
着

品
に

つ
い

て
は
、

小
さ

な
も

の
は

役
場

内
で

保
管

し
て

い
る

が
、

毀
損

や
腐

朽
し

て

い
る
も
の
、
大
き
な
も
の
は
海
浜
等
で
保
管
し
て
い
る
。
注
意
に
注
意
を
重
ね
て
い
る
が
、

破
損

し
た

り
紛

失
し

た
り

す
る

と
問

題
で

あ
る

た
め
、

至
急

な
ん

ら
か

の
処

置
を

お
願

い

し
た
い
。

6
3

M
2
4
/
3
/
1

乙
第

4
0
号

田
原
村
助
役

東
牟
婁
郡
書
記
　
阪
本
隆

船
滓
収
集
の
目
録
以
外
の
物
品
は
別
紙
の
と
お
り
で
あ
る
。

6
4
-
6
5

M
2
4
/
3
/
3

甲
第

4
5
号

田
原

村
長

欠
員

　
同

村
助

役
和
歌
山
県
知
事

2
月

23
日
付
け
で
進
達
し
た
船
滓
及
び
付
帯
品
収
集
目
録
書
で
漏
れ
て
い
た
物
品
の
追
加
で

あ
る
。

6
6

M
2
4
?
/
3
/
2

甲
第

4
5
0
号

第
一
科
長

田
原
村
長

甲
第

3
9
号
で
報
告
の
あ
っ
た
内
容
で
あ
れ
ば
、
収
集
し
た
物
の
多
く
は
船
滓
鉄
物
で
あ
り
、

布
の

よ
う

な
物

は
1
枚

が
あ

る
だ

け
で

あ
り
、

古
着

屋
の

よ
う

に
掛

さ
ら

し
た

点
に

つ
い

て
は
理
解
が
し
難
い
。
毛
布

1
枚
の
他
に
綿
布
類
で
発
見
し
た
物
が
あ
れ
ば
、
そ
の
品
名
・

発
見

月
日

等
詳

細
を

調
べ

て
至

急
報

告
し

て
ほ

し
い
。

そ
れ

と
、

昨
年

9
月

1
8
日

付
け

で
古
座
分
署
に
差
し
出
し
た
書
面
の
写
し
を
回
答
の
際
に
付
け
て
、
至
急
送
っ
て
ほ
し
い
。

6
7
-
6
8

M
2
4
/
3
/
4

乙
第

5
0
号

田
原
村
役
場

第
一
科
長

甲
第

4
5
0
号

で
照

会
さ

れ
た

こ
と

に
つ

い
て

は
、

了
解

し
た
。

既
に

進
達

し
た

船
滓

収
集

目
録

に
漏

れ
て

い
た

も
の

は
3
月

3
日

甲
第

4
5
号

で
報

告
し

た
。

ま
た
、

去
年

9
月

に

古
座
分
署
へ
差
し
出
し
た
書
面
は
別
紙
の
と
お
り
写
し
を
差
し
出
す
。

6
9

M
2
4
/
3
/
6

甲
第

5
0
8
号

第
一
科

田
原
村
役
場

去
年

9
月

に
古

座
分

署
へ

差
し

出
し

た
漂

着
品

は
当

庁
を

経
て

報
告

し
て

も
ら

っ
て

い
る

目
録

や
報

告
か

ら
は

記
載

が
漏

れ
て

い
る

と
考

え
ら

れ
る

た
め
、

念
の

た
め
、

一
応

問
い

合
わ
せ
す
る
。
至
急
回
答
い
た
だ
き
た
い
。

7
0

─ 71 ─



『
明
治
廿
三
年
九
月
十
七
日
　
土
耳
其
軍
艦
難
破
ニ
係
ル
各
所
往
復
書
類
』
　
概
要

日
付

記
号
番
号

発
出
元

発
出
先

表
題

概
要

ペ
ー
ジ

M
2
4
/
3
/
1
1

乙
第

5
8
号

田
原
村
長
代
理
　
助
役

第
一
科
長

甲
第

5
0
8
号

を
も

っ
て

照
会

の
あ

っ
た

漂
着

物
品

に
つ

い
て

は
、
2
月

2
3
日

乙
第

4
0
号

の
他

に
3
月

1
日

乙
第

4
4
号
、
3
月

3
日

甲
第

4
5
号

で
第

一
科

へ
報

告
し

知
事

へ
追

伸

し
た

の
で

ご
了

知
い

た
だ

き
た

い
。

ま
た
、

別
紙

目
録

に
あ

る
船

滓
1
0
個

と
鋳

物
機

械

他
の

釘
類

に
つ

い
て

は
、

収
集

運
搬

の
た

め
解

体
し

た
た

め
、

乙
第

4
0
号

の
目

録
書

か

ら
は
変
化
し
て
い
る
の
で
、
ご
了
知
い
た
だ
き
た
い
。

7
0
-
7
1

M
2
4
/
3
/
2

甲
第

5
5
5
号

第
一
科
長

田
原
村
長
代
理
　
助
役

船
滓

収
集

は
既

に
終

了
し

て
い

る
現

在
で

は
、

遺
残

品
は

無
い

も
の

と
考

え
て

い
る

が
、

其
筋

か
ら

照
会

が
あ

っ
た

た
め
、

も
う

一
度

調
査

を
行

い
、

遺
残

品
が

な
け

れ
ば
、

そ
の

旨
を
至
急
郡
長
宛
の
書
面
で
提
出
い
た
だ
き
た
い
。

7
1

M
2
4
/
3
/
1
5

甲
第

5
6
号

田
原
村
長
代
理
　
助
役

東
牟
婁
郡
長

今
日
に
至
る
遺
残
品
は
な
い
た
め
、
そ
の
旨
を
甲

5
5
5
号
照
会
に
対
し
具
申
す
る
。

7
2

M
2
4
/
3
/
2
2

甲
第

6
7
号

田
原
村
長

東
牟
婁
郡
長

保
安

物
品

処
分

方
具

申
2
月

2
7
日

甲
第

4
0
号

で
、

船
滓

の
処

置
に

つ
い

て
お

願
い

し
た

が
、

そ
の

後
何

も
処

置

さ
れ
て
お
ら
ず
、
困
っ
て
い
る
。
至
急
な
ん
ら
か
の
処
置
の
お
願
い
を
再
び
具
申
す
る
。

7
2
-
7
3

M
2
4
/
3
/
2
6

甲
第

7
0
0
号

第
一
科

田
原
村
役
場

救
護

に
関

す
る

諸
費

に
つ

い
て
、

漸
次

本
県

へ
請

求
い

た
だ

い
て

い
る

が
、

今
後

調
査

漏

れ
の

た
め

に
後

日
請

求
さ

れ
て

も
容

易
に

支
払

う
こ

と
が

で
き

な
い

の
で
、

念
入

り
に

調

査
を
い
た
だ
き
、
4
月

1
5
日
ま
で
に
未
請
求
の
分
が
な
い
こ
と
を
報
告
い
た
だ
き
た
い
。

7
3

M
2
4
/
3
/
2
7

甲
第

7
6
号

田
原
村
長

東
牟
婁
郡
長

3
月

2
6
日

付
け

甲
第

7
0
0
号

で
照

会
の

あ
っ

た
こ

と
に

つ
い

て
は
、

本
村

で
は

未
請

求
の

分
は
な
い
の
で
報
告
す
る
。

7
4

M
2
4
/
4
/
8

乙
第

7
7
号

田
原
村
長

東
牟
婁
郡
書
記
　
阪
本
隆

収
集
品
中
、
左
の
通
り
引
き
渡
す
。

7
4
-
7
5

M
2
4
/
4
/
1
4

甲
第

6
6
6
号

東
牟
婁
郡
役
所

田
原
村
役
場

今
般

郡
書

記
阪

本
隆

へ
引

き
継

い
だ
、

右
一

覧
の

田
原

村
役

場
に

お
い

て
の

保
管

遺
物

に

つ
い
て
は
、
受
領
し
た
。

7
5

M
2
4
/
5

田
原
村
長

東
牟
婁
郡
長

明
治

2
4
年

2
月
甲
第

3
9
号
及
び

4
0
号
、
明
治

2
4
年

3
月

6
4
号
で
船
滓
の
保
安
に
つ
い
て
、

苦
慮

し
て

い
る

こ
と

を
何

度
も

具
申

し
て

き
た

が
、

未
だ

ご
沙

汰
が

な
い
。

何
卒
、

相
応

の
看
護
人
を
付
け
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
、
請
願
す
る
も
の
で
あ
る
。

7
6

M
2
4
/
6
/
1

乙
第

1
0
9
号

田
原
村
役
場

和
歌
山
県
庁

収
集

品
の

内
、

航
海

日
誌

及
び

小
旗

に
つ

い
て

は
、

至
急

回
送

す
る

こ
と

と
の

電
報

は
午

前
9
時

半
に

到
着

し
た
。

航
海

日
誌

等
の

書
類

に
つ

い
て

は
、

す
ぐ

に
郵

送
を

し
た
。

小

旗
に

つ
い

て
は
、
4
月

8
日

に
郡

衙
に

引
き

渡
し

て
い

る
の

で
、

電
報

に
て
、

そ
の

旨
を

急
報
す
る
の
で
、
ご
了
知
い
た
だ
き
た
い
。

7
7

M
2
4
/
6
/
2

乙
第

1
1
0
号

田
原
村
役
場

東
牟
婁
郡
役
所
第
一
科

収
集

品
の

内
、

航
海

日
誌

及
び

小
旗

を
至

急
回

送
す

る
よ

う
県

庁
よ

り
電

報
で

来
た
。

航

海
日

誌
は

書
留

郵
便

で
送

っ
た

が
、

小
旗

は
郡

役
所

へ
引

き
渡

し
て

い
る
。

急
を

要
す

る

の
で
、
送
致
に
つ
い
て
電
報
で
お
知
ら
せ
す
る
の
で
、
ご
了
知
い
た
だ
き
た
い
。

7
8

─ 72 ─



『
明
治
廿
三
年
九
月
十
七
日
　
土
耳
其
軍
艦
難
破
ニ
係
ル
各
所
往
復
書
類
』
　
概
要

日
付

記
号
番
号

発
出
元

発
出
先

表
題

概
要

ペ
ー
ジ

M
2
4
/
6
/
4

○
7
9
号

第
一
科

田
原
村
役
場

電
報

で
照

会
の

あ
っ

た
船

滓
収

集
の

際
発

見
し

た
小

旗
を

県
庁

へ
急

送
す

る
件

に
つ

い
て

は
、
6
月

2
日
に
回
送
す
る
よ
う
手
配
し
た
の
で
、
ご
了
知
い
た
だ
き
た
い
。

7
9

M
2
4
?
/
6
/
5

欠
損

知
事
官
房

田
原
村
役
場

航
海
日
誌
の
如
き
も
の
　
右
を
受
け
取
っ
た
。

7
9

M
2
4
/
5
/
2
2

甲
第

1
1
9
1
号

東
牟
婁
郡
役
所
第
一
科
長

田
原
村
役
場

5
月

2
0
日

の
朝

日
新

聞
電

報
欄

に
海

軍
主

計
清

水
宗

助
氏

が
ト

ル
コ

国
騎

兵
大

尉
侍

従

メ
ー

メ
ム

ラ
ベ

ー
氏

来
訪

の
際

の
待

遇
取

扱
を

嘱
託

さ
れ

た
旨

の
記

載
が

あ
っ

た
。

こ
れ

は
新

聞
紙

上
の

こ
と

で
あ

る
た

め
、

確
実

で
は

な
い

が
、

も
し
、

事
実

で
あ

れ
ば
、

遭
難

者
の

埋
葬

地
へ

立
ち

寄
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

の
で
、

掃
除

等
の

不
行

き
届

き
が

あ
れ

ば

せ
っ
か
く
の
配
慮
が
水
泡
に
帰
す
た
め
、
そ
の
辺
は
ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
県
よ
り
古
座
分
署
長
へ
も
通
報
し
て
お
く
の
で
、
申
し
添
え
て
お

く
。

8
0

M
2
4
/
7
/
5

乙
1
4
0
号

田
原
村
書
記

東
牟
婁
郡
書
記
　
阪
本
隆

船
滓

の
収

集
品

の
内
、

鉄
物

及
び

毛
布

な
ど

を
該

国
へ

回
送

を
す

る
さ

い
に
、

本
村

保
管

上
か

ら
大

島
村

須
江

ま
で

の
運

送
費

用
を

調
査

す
る

よ
う

知
事

官
房

か
ら
、

照
会

が
あ

っ

た
こ

と
に

つ
い

て
、

毛
布

は
明

治
2
4
年

4
月

8
日

乙
第

7
7
号

で
貴

官
に

引
き

渡
し

済
み

で
あ
る
の
で
、
そ
の
旨
を
知
事
官
房
へ
回
答
し
て
い
る
の
で
ご
了
知
い
た
だ
き
た
い
。

定
員
召
集
両
名
簿
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
か
、
お
伺
い
申
し
上
げ
る
。

8
1

M
2
4
/
7
/
1

官
内
第

5
1
号

知
事
官
房

東
牟
婁
郡
田
原
村
役
場

船
滓

収
集

品
の

内
、

左
記

の
分

を
該

国
へ

回
送

が
必

要
な

件
に

つ
い

て
は
、

保
管

場
所

よ

り
大

島
村

須
江

ま
で

の
運

送
費

用
を

確
実

に
調

査
い

た
だ

い
て

書
面

で
7
月

1
0
日

ま
で

に
申
し
出
い
た
だ
き
た
い
。

但
し
、

回
送

に
つ

い
て

は
追

っ
て

申
し

上
げ

る
が
、

そ
の

際
に

い
た

っ
て

費
用

が
増

額
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
注
意
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
、
念
の
た
め
申
し
添
え
る
。

8
2
-
8
4

M
2
4
/
7
/
5

乙
第

1
3
9
号

田
原
村
長
代
理
　
助
役

知
事
官
房

船
滓

の
回

送
に

要
す

る
費

用
に

つ
い

て
の

調
査

に
つ

い
て

は
了

承
し

た
。

精
密

に
調

査
し

た
と
こ
ろ
、
左
記
の
通
り
要
す
る
見
込
み
で
あ
る
の
で
、
回
答
す
る
。

な
お
、

写
真

小
片

は
腐

朽
し
、

破
片

も
な

い
状

況
で

あ
る
。

毛
布

は
明

治
2
4
年

4
月

8

日
に
東
牟
婁
郡
役
所
へ
引
き
渡
し
て
い
る
の
で
、
郡
役
所
に
ご
紹
介
い
た
だ
き
た
い
。

5
円

8
4
-
8
5

M
2
4
/
8
/
2
8

丙
7
5
号

田
原
村
役
場

大
島
村
役
場

昨
年
、

貴
管

内
で

遭
難

し
た

ト
ル

コ
軍

艦
乗

員
埋

葬
人

数
と

字
名

を
調

査
す

る
件

に
つ

い

て
は
了
解
し
た
の
で
、
左
記
の
通
り
回
答
す
る
。

死
体
埋
葬
員
数
　
1
2

埋
葬
地
先
　
大
字
下
田
原
東
向

8
5
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『
明
治
廿
三
年
九
月
十
七
日
　
土
耳
其
軍
艦
難
破
ニ
係
ル
各
所
往
復
書
類
』
　
概
要

日
付

記
号
番
号

発
出
元

発
出
先

表
題

概
要

ペ
ー
ジ

M
2
4
/
8
/
2
7

号
外

田
和
敬
太
郎

田
原
村
役
場

土
艦
船
材
ノ
件
ニ
付
照
会

田
原

村
大

字
下

田
原

領
大

沛
と

古
座

村
大

字
津

荷
と

の
境

界
に

船
材

を
集

め
割

っ
て

積
み

置
い

て
い

る
の

を
目

撃
し

た
。

こ
の

場
所

は
熊

野
街

道
の

道
傍

で
り
、

多
く

の
人

が
通

行

す
る

際
に

目
に

触
れ

て
、

事
故

や
保

安
に

対
し

て
不

行
き

届
き

と
い

わ
れ

て
は

不
都

合
で

あ
る
。
一
度
巡
視
を
お
願
い
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
部
内
の
動
静
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

8
6
-
8
7

M
2
4
/
8
/
2
8

丙
7
6
号

田
原
村
役
場

田
和
敬
太
郎

照
会

い
た

だ
い

た
件

に
つ

い
て

は
、

本
日

巡
視

し
た
。

艦
材

員
数

を
調

査
し

た
と

こ
ろ
、

こ
れ

ら
は

当
所

保
管

の
分

で
あ

り
、

紛
失

は
し

て
い

な
い
。

照
会

の
あ

っ
た

艦
材

云
々

は

1
6
日

の
大

波
の

際
に

漂
着

し
た

流
木

を
誰

か
が

薪
に

割
っ

た
も

の
か

と
思

う
が
、

本
日

は

一
本

も
残

っ
て

い
な

か
っ

た
。

当
所

を
調

査
し

た
が
、

こ
れ

ら
を

調
べ

た
者

は
い

な
か

っ

た
の
で
、
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。

本
村
内
の
各
大
字
と
も
平
穏
で
す
。

8
8

M
2
4
/
8
/
3
0

甲
第

1
7
2
号

田
原
村
長
代
理
　
助
役

東
牟
婁
郡
長

明
治

2
4
年

2
月

甲
第

3
9
号
、
4
0
号
、

明
治

2
4
年

3
月

第
6
4
号
、

明
治

2
4
年

5
月

第

1
1
2
号

で
船

滓
等

の
処

分
に

つ
い

て
、

具
申

し
て

き
た

が
、

未
だ

何
ら

の
ご

沙
汰

が
な

い
。

い
ろ

い
ろ

と
ご

事
情

が
あ

る
こ

と
と

推
察

さ
れ

ま
す

が
、

上
申

し
た

よ
う

に
、

保
安

物
を

海
浜
、

道
傍

や
山

脚
へ

露
積

し
て

い
る

状
況

で
あ

り
、

懸
念

さ
れ

る
。

昨
年

か
ら

日
々

巡

視
を

し
て
、

取
り

締
ま

り
を

十
分

し
て

き
た

が
、

御
達

に
よ

っ
て

風
浪

を
避

け
る

こ
と

の

で
き

る
所

に
保

管
し

て
い

る
。

し
か

し
、
8
月

1
6
日

の
暴

風
雨

の
際

に
荒

船
牛

垣
と

い
う

所
に

積
み

置
い

て
い

る
艦

材
が

大
波

浪
の

た
め

に
散

乱
し

て
し

ま
い
、
1
7
日
・
1
8
日

の

両
日

で
と

り
あ

え
ず

人
夫

で
集

め
置

い
た

が
、

旧
暦

7
月
・
8
月

は
風

浪
が

険
悪

の
既

設

で
あ

る
た

め
に
、

再
度

流
出

す
る

可
能

性
が

あ
る
。

日
々

巡
視

警
戒

を
す

る
し

か
他

に
良

策
は

な
い

と
思

う
の

で
、

で
き

る
だ

け
早

く
、

処
分

を
お

願
い

し
た

い
。

併
せ

て
事

情
が

あ
っ

て
急

々
の

処
分

が
難

し
け

れ
ば
、

今
よ

り
も

高
い

場
所

に
保

管
場

所
を

選
ん

で
一

所

に
置

く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
の

で
、

そ
の

運
搬

収
集

費
用

に
つ

い
て
、

処
置

を
お

願
い

し

た
い
。

8
9
－

9
1

M
2
4
/
9
/
2

甲
第

1
7
6
号

田
原
村
長
代
理
　
助
役

東
牟
婁
郡
長

土
艦

船
滓

等
保

安

上
に
付
　
追
伸

8
月

3
0
日

甲
第

1
7
2
号

で
上

申
し

た
件

に
つ

い
て
、

保
管

場
所

を
選

ん
で

一
所

に
置

く
場

合
の
運
搬
収
集
費
用
は
凡
そ

2
0
円
を
要
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

9
2

M
2
4
/
8
/
3
0

甲
第

1
7
3
号

田
原
村
長
代
理
　
助
役

東
牟
婁
郡
長

土
国

軍
艦

船
滓

運

搬
取

聚
費

用
支

給

方
申
請

田
原

村
で

保
管

し
て

い
る

船
滓

の
う

ち
、

当
村

下
田

原
字

荒
舟

牛
垣

に
置

い
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、
8
月

1
6
日

の
暴

風
雨

と
大

波
で

散
乱

し
た
。

と
り

あ
え

ず
、

収
集

し
て

い

る
が
、
そ
の
費
用
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
の
で
、
支
給
い
た
だ
き
た
く
申
請
す
る
。

弐
円
四
十
銭

但
し
、
船
滓
運
搬
人
夫
　
明
治

2
4
年

8
月

1
7
・
1
8
両
日
　
日
給

2
0
銭
ず
つ

9
3
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『
明
治
廿
三
年
九
月
十
七
日
　
土
耳
其
軍
艦
難
破
ニ
係
ル
各
所
往
復
書
類
』
　
概
要

日
付

記
号
番
号

発
出
元

発
出
先

表
題

概
要

ペ
ー
ジ

M
2
4
/
8
/
3
0

甲
第

1
7
3
号

田
原
村
長

和
歌
山
県
知
事

土
国

軍
艦

船
滓

運

搬
取

聚
費

用
御

渡

方
申
請

田
原

村
で

保
管

し
て

い
る

船
滓

の
う

ち
、

当
村

下
田

原
字

荒
舟

牛
垣

に
置

い
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、
8
月

1
6
日

の
暴

風
雨

と
大

波
で

散
乱

し
た
。
1
7
日
・
1
8
日

の
両

日
、

人

夫
に

お
い

て
と

り
あ

え
ず
、

収
集

し
て

い
る

が
、

そ
の

費
用

は
別

紙
の

請
求

書
の

通
り

で

あ
る
の
で
、
渡
し
て
い
た
だ
き
た
く
申
請
す
る
。

9
4

M
2
4
/
8
/
3
0

和
歌

山
県

東
牟

婁
郡

田

原
村
大
字
下
田
原

濱
次

郎
兵

衛
・

岡
田

太

郎
市
・

宮
本

藤
六
・

山

崎
甚
四
郎
・
浜
地
栄
作
・

中
筋
弥
右
衛
門

和
歌
山
県
知
事

請
求
書

一
金

2
円

4
0
銭

但
し
、

明
治

2
4
年

8
月

1
6
日

の
夜

の
暴

風
雨

の
大

波
の

た
め

に
散

乱
し

た
ト

ル
コ

国
軍

艦
船

滓
収

集
運

搬
の

人
夫

賃
、
8
月

1
7
・
1
8
日

両
日

の
6
人

分
、
1
人

に
付

き
2
0
銭

ず

つ

9
5

M
2
4
/
9
/
5

親
展
号
外

田
原
村
長

内
務
部
長

田
原

村
で

保
管

し
て

い
る

船
滓

の
う

ち
、

当
村

下
田

原
字

荒
舟

牛
垣

に
置

い
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

8
月

1
6
日

の
暴

風
雨

と
大

波
で

散
乱

し
た
。

と
り

あ
え

ず
、

8
月

1
7
・
1
8

日
の

両
日

で
人

夫
に

お
い

て
収

集
し

て
い

る
。

そ
の

費
用

は
2
円

4
0
銭

を
要

し
た

た
め
、

東
牟

婁
郡

長
へ

下
渡

を
申

請
し

た
が
、

知
事

あ
て

に
直

接
請

求
せ

よ
と

郡
衙

第
一

科
よ

り

照
会

が
あ

っ
た

こ
と

か
ら
、

別
紙

甲
第

1
7
3
号

で
費

用
の

下
渡

申
請

を
す

る
の

で
、

至
急

下
渡
し
を
お
願
い
し
た
い
。
左
記
の
通
り
で
あ
る
の
で
、
支
給
い
た
だ
き
た
く
申
請
す
る
。

取
扱
い
を
お
願
い
し
た
く
、
特
段
に
上
申
す
る
。

9
6

M
2
4
/
9
/
9

丙
第

6
6
号

大
島
村
役
場

田
原
村
役
場

ト
ル
コ
国
人
の
埋
葬
数
の
取
調
べ
に
つ
い
て
丙
第

59
号
で
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
丙
第

75
号

で
回

答
さ

れ
た
こ
と
に

つ
い

て
は

了
承
し

た
。
し

か
し
、

員
数

12
と
あ

る
が
、

昨
年

遭
難

の
当
時
の
報
告
に
よ
れ
ば
、そ

の
数
は

13
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
。

そ
の
筋
よ
り
取
調
に
つ
い
て
照
会
が
あ
っ
た
の
で
、
大
至
急
ご
回
答
い
た
だ
き
た
く
お
願
い

し
た
い
。

9
7

M
2
4
/
9
/
1
0

丙
第

8
0
号

田
原
村
役
場

大
島
村
役
場

丙
第

6
6
号

を
も

っ
て

ト
ル

コ
艦

乗
員

の
死

体
埋

葬
数

の
再

度
の

取
調

に
つ

い
て

の
照

会

に
つ

い
て

は
、

了
承

し
た
。

こ
れ

は
丙

第
7
5
号

を
も

っ
て

回
答

し
た

と
お

り
、
1
2
に

相

違
な
い
の
で
、
ご
了
知
い
た
だ
き
た
く
回
答
す
る
。

9
8

M
2
4
/
9
/
9

第
7
6
4
号

東
牟
婁
郡
役
所
第
一
科

田
原
村
役
場

か
ね

て
か

ら
保

管
い

た
だ

い
て

い
る

ト
ル

コ
艦

の
船

滓
処

分
に

つ
い

て
は
、
8
月

3
0
日

付

け
甲

第
1
7
2
号

で
上

申
さ

れ
た

こ
と

に
つ

い
て

は
、

本
県

へ
申

し
伝

え
て

い
る
。

こ
の

処

分
に

つ
い

て
は

逐
次

本
県

よ
り

上
申

し
て

い
る

と
こ

ろ
だ

が
、

そ
の

筋
よ

り
何

ら
指

令
が

な
い
。

又
、

運
搬

収
集

等
の

費
用

に
つ

い
て

は
、

一
切

支
出

す
る

手
段

が
な

い
た

め
そ

の

ま
ま

差
し

置
い

て
い

る
が
、

散
逸

し
な

い
よ

う
に

取
り

は
か

ら
う

よ
う

本
県

書
記

官
よ

り

申
し
伝
え
ら
れ
た
た
め
、
ご
了
知
い
た
だ
き
た
い
。

9
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『
明
治
廿
三
年
九
月
十
七
日
　
土
耳
其
軍
艦
難
破
ニ
係
ル
各
所
往
復
書
類
』
　
概
要

日
付

記
号
番
号

発
出
元

発
出
先

表
題

概
要

ペ
ー
ジ

M
2
4
/
9
/
1
1

第
7
8
1
号

第
一
科

田
原
村
役
場

ト
ル

コ
艦

船
滓

運
搬

収
集

の
費

用
に

つ
い

て
は
、

別
紙

で
上

申
し

て
い

た
だ

い
た

と
お

り

で
あ

る
が
、

こ
れ

は
9
月

9
日

付
け

第
7
6
4
号

照
会

の
通

り
い

っ
さ

い
支

出
す

る
方

法
が

な
い
こ
と
か
ら
、
別
紙
は
そ
の
ま
ま
返
却
す
る
。

1
0
0

M
2
4
/
9
/
2

甲
第

1
7
6
号

田
原
村
長
代
理
　
助
役

東
牟
婁
郡
長

土
艦

船
滓

等
保

安

上
に
付
　
進
申

8
月

3
0
日

甲
第

1
7
2
号

で
ト

ル
コ

艦
船

滓
処

分
に

つ
い

て
上

申
し

た
と

こ
ろ
、

同
号

末
段

で
一

定
の

保
管

場
所

を
選

ん
で

一
所

に
置

く
場

合
の

運
搬

収
集

の
費

用
は

お
よ

そ
2
0
円

を
要
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

1
0
0

M
2
4
/
9
/
1
1

官
乙
第

1
0
8
号

知
事
官
房

田
原
村
長

8
月

1
6
日

の
暴

風
雨

の
た

め
保

管
し

て
い

た
ト

ル
コ

艦
船

滓
流

出
し

た
も

の
を

収
集

し
て

も
ら

っ
た

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

こ
の

散
乱

流
出

し
た

も
の

は
ど

の
く

ら
い

あ
る

の
か

概
数

を
報
告
い
た
だ
き
た
い
。

今
後
、

暴
風

雨
等

の
た

め
に

散
乱

し
た

と
き

は
、

速
や

か
に

当
庁

へ
報

告
し
、

指
示

を
受

け
る
こ
と
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
承
知
い
た
だ
き
た
い
。

1
0
1

M
2
4
/
9
/
1
5

甲
第

1
8
2
号

田
原
村
長

知
事
官
房

今
回

官
乙

第
1
0
8
号

で
照

会
の

あ
っ

た
概

数
報

告
の

照
会

に
つ

い
て

は
了

解
し

た
。

散
乱

し
た

の
は

当
村

大
字

下
田

原
字

荒
船

牛
垣

と
い

う
と

こ
ろ

へ
積

み
置

い
て

い
る

部
分

全
て

で
あ

る
。

そ
れ

は
1
0
8
本
（
1
間

未
満

の
も

の
9
0
本
、
1
間

～
2
間

ま
で

の
も

の
1
8
本

）

で
あ

る
。

し
か

し
な

が
ら
、

こ
れ

ら
は

い
っ

た
ん

流
失

し
た

け
れ

ど
も

幸
い

に
東

南
風

で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
再
漂
着
し
た
た
め
、
一
本
も
流
失
し
た
も
の
は
な
い
の
で
、
回
答
す
る
。

1
0
2

M
2
4
/
9
/
1
5

甲
第

1
8
3
号

田
原
村
長

和
歌
山
県
知
事

土
艦

船
滓

聚
拾

運

搬
費

用
下

渡
の

件

請
求

8
月

3
0
日

付
け

甲
第

1
7
3
号

で
申

請
し

た
ト

ル
コ

艦
船

滓
収

集
運

搬
費

用
に

つ
い

て
は
、

至
急
下
渡
い
た
だ
き
た
い
の
で
、
再
び
請
求
す
る
。

1
0
3

M
2
4
/
9
/
2
4

一
第

8
6
8
号

第
一
科

田
原
村
役
場

ト
ル

コ
艦

船
滓

収
集

費
用

に
つ

い
て

は
、

既
に

伝
え

た
と

お
り
、

そ
の

筋
に

お
い

て
支

弁

の
方

法
が

な
い

だ
け

で
は

な
く
、

散
乱

を
取

り
締

ま
る

費
用

を
要

す
る

の
で

あ
れ

ば
前

も
っ

て
県

庁
の

指
示

を
受

け
る

べ
き

で
あ

っ
た

と
こ

ろ
を

処
置

し
て

い
な

い
。

こ
れ

は
不

都
合
に
つ
い
て
、
別
紙
請
求
書
を
返
却
す
る
。
こ
れ
を
諭
示
す
べ
き
と
伝
え
ら
れ
た
の
で
、

今
後
注
意
し
て
も
ら
い
た
い
。

1
0
4

M
2
4
/
9
/
2
5

乙
第

1
9
3
号

田
原
村
長

第
一
科
長

今
回
、

一
第

8
6
8
号

で
ト

ル
コ

艦
船

滓
収

集
費

用
に

つ
い

て
、

照
会

の
あ

っ
た

こ
と

に
つ

い
て

は
、

了
解

し
た

が
、

こ
の

案
件

に
つ

い
て

は
、

別
紙

甲
第

1
8
9
号

申
請

の
と

お
り

特

別
を
も
っ
て
費
用
を
い
た
だ
き
た
く
副
申
し
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
た
い
。

8
月

3
0
日

甲
第

1
7
3
号

申
請

書
と

人
夫

の
請

求
書

は
未

だ
却

下
さ

れ
て

お
ら

ず
、

そ
の

筋

に
お
い
て
処
分
中
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
件
は
、
郡
第
一
科
へ
も
申
込
み
、
郡
衙
を
経
て
差
し
出
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

1
0
5

─ 76 ─



『
明
治
廿
三
年
九
月
十
七
日
　
土
耳
其
軍
艦
難
破
ニ
係
ル
各
所
往
復
書
類
』
　
概
要

日
付

記
号
番
号

発
出
元

発
出
先

表
題

概
要

ペ
ー
ジ

城
書
記

高
尾
村
長
（
田
原
村
長
）

9
月

2
4
日

付
け

一
第

8
6
8
号

に
対

す
る

ト
ル

コ
艦

船
滓

収
集

費
用

の
件

に
つ

い
て

は
、

次

の
通
り
き
ち
ん
と
申
し
開
き
し
た
い
。

甲
第

1
8
9
号

8
月

1
6
日
暴
風
大
波
の
た
め
に
散
乱
し
た
ト
ル
コ
艦
船
滓
収
集
費
用
の
下
渡
に
つ
い
て
は
、

8
月

3
0
日

付
け

甲
第

1
7
3
号

で
人

夫
の

請
求

書
を

添
え

て
申

請
し

た
と

こ
ろ
、

ご
沙

汰
が

な
い
の
で
、
9
月

1
5
日
付
け
甲
第

1
8
3
号
で
至
急
下
渡
を
再
度
申
請
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

1
0
6

M
2
4
/
9
/
2
7

田
原
村
長

和
歌
山
県
知
事

今
回
、
東
牟
婁
郡
役
場
の
一
第

8
6
8
号
で
の
通
知
に
接
し
、
費
用
を
要
す
る
と
き
は
前
も
っ

て
県

庁
の

指
示

を
受

け
る

べ
き

等
に

よ
り

甲
第

1
8
3
号

で
再

度
の

申
請

書
を

却
下

す
る

旨
の

連
絡

が
あ

っ
た
。

し
か

し
な

が
ら
、

ト
ル

コ
艦

船
滓

等
の

取
り

締
ま

り
に

つ
い

て
は
、

別
紙

写
し

の
通

り
本

部
長

よ
り

通
知

さ
れ

た
こ

と
も

あ
り
、

丁
重

に
丁

重
を

加
え

て
保

管
し

て
い

た
が
、

図
ら

ず
も

高
波

の
た

め
に

散
乱

し
て

し
ま

っ
た

た
め
、

と
り

あ
え

ず
収

集
を

し
た

も
の

で
あ

る
。

指
示

を
受

け
て

収
集

す
る

と
い

う
こ

と
は

も
と

よ
り

承
知

し
て

い
る

が
、

そ
の

間
に

流
出

す
る

必
然

に
あ

っ
た

た
め
、

そ
の

よ
う

に
取

り
扱

っ
た

も
の

で
あ

る
た
め
、
特
別
に
そ
の
表
を
支
弁
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
お
願
い
し
た
い
。

1
0
7

M
2
4
/
2
/
2
5

東
甲
第

2
8
3
号

東
牟
婁
郡
長

田
原
村
長

ト
ル
コ
軍
艦
遭
難
の
船
滓
収
集
事
業
が
終
了
し
た
こ
と
に
よ
り
員
数
目
録
を
差
し
出
し
て
も

ら
っ
た
と
こ
ろ

で
あ

る
。
こ

れ
ら
は

も
厳

重
に

取
り
締

ま
ら

れ
る

べ
き

で
あ
り
、

万
一
、

一
品
た
り
と
も
遺
残
紛
失
な
ど
が
あ
っ
て
は
、
外
交
上
に
不
都
合
を
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る

こ
と
を
承
知
い
た
だ
き
、
注
意
し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
の
筋
の
通
知
が
あ
っ
た
た
め
特
に
申

し
伝
え
る
。

1
0
8

─ 77 ─



『
明
治
廿
三
年
九
月
十
七
日
　
土
耳
其
軍
艦
難
破
ニ
係
ル
各
所
往
復
書
類
』
　
概
要

日
付

記
号
番
号

発
出
元

発
出
先

表
題

概
要

ペ
ー
ジ

M
2
4
/
9
/
2
1

一
第

8
4
9
号

第
一
科

田
原
村
役
場

田
原

村
大

字
下

田
原

海
岸

に
埋

葬
し

た
ト

ル
コ

国
人

の
遺

体
に

つ
い

て
、

将
来

の
墓

地
保

存
の

都
合

が
あ

り
、

大
島

村
樫

野
崎

の
ト

ル
コ

国
人

埋
葬

地
へ

改
葬

を
す

る
こ

と
が

庁
議

で
決

ま
っ

た
の

で
、

改
葬

に
係

る
諸

費
用

を
参

考
の

た
め

調
べ

る
よ

う
そ

の
筋

か
ら

依
頼

が
あ

っ
た
。

埋
葬

地
よ

り
樫

野
崎

改
葬

地
に

至
る

運
搬

費
等

を
節

約
の

見
込

み
で

次
の

よ
う
に
至
急
調
べ
て
も
ら
い
た
い
の
で
、
照
会
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記

一
金
　
○
円
○
十
銭
　
但
し
人
夫
○
人
　
1
人
に
つ
き
、
金
○
十
銭

　
○
○
村
大
字
○
○
に
埋
葬
す
る
ト
ル
コ
国
人
遺
体
改
葬
に
伴
う
掘
削
人
夫
賃

一
金
　
○
円
○
十
銭
　
但
し
人
夫
○
人
　
1
人
に
つ
き
、
金
○
十
銭

　
○
○
村
大
字
○
○
よ
り
大
島
村
樫
野
崎
埋
葬
地
ま
で

　
遺
体
○
体
運
搬
賃
　
但
し
海
路

一
金
　
○
十
銭
　
筵
○
枚
　
1
枚
に
つ
き
、
○
銭

　
遺
体
運
搬
上
、
入
り
用

一
金
　
○
十
銭
　
縄
○
貫
目
　
1
貫
目
に
つ
き
、
金
○
銭

　
同
じ

計
　
金
○
円
○
十
銭
○
厘
　

右
の
通
り

　
明
治

2
4
年

9
月
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
村
長
名

郡
長
宛

遭
難

の
当

時
埋

葬
し

た
と

き
と

は
異

な
り
、

事
故

か
ら

1
ヶ

年
余

り
を

経
過

し
て

い
る

た
め
、

筋
肉

な
ど

も
全

く
脱

落
し

て
い

る
か

ら
取

扱
い

も
用

意
と

考
え

ら
れ

る
た

め
、

そ
の

旨
を
考
慮
し
て
諸
費
用
を
調
べ
て
も
ら
い
た
い
。

1
0
9

1
1
0

─ 78 ─



『
明
治
廿
三
年
九
月
十
七
日
　
土
耳
其
軍
艦
難
破
ニ
係
ル
各
所
往
復
書
類
』
　
概
要

日
付

記
号
番
号

発
出
元

発
出
先

表
題

概
要

ペ
ー
ジ

M
2
4
/
9
/
1
8

乙
第

1
9
7
号

田
原
村
役
場

第
一
科

田
原

村
大

字
下

田
原

に
埋

葬
し

た
ト

ル
コ

国
人

遺
体

の
改

葬
に

つ
い

て
の

諸
費

用
の

調
査

に
つ
い
て
は
了
解
し
た
。
別
紙
の
と
お
り
要
す
る
見
込
み
で
あ
る
の
で
報
告
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記

一
金
　
5
円

5
0
銭
　
但
し
人
夫

1
1
人
　
1
人
に
つ
き
、
金

5
0
銭

　
田
原
村
大
字
下
田
原
に
埋
葬
す
る
ト
ル
コ
国
人
遺
体
改
葬
に
伴
う
掘
削
人
夫
賃

一
金
　
4
円

5
0
銭
　
但
し
人
夫

9
人
　
1
人
に
つ
き
、
金

5
0
銭

　
田
原
村
大
字
下
田
原
よ
り
大
島
村
樫
野
崎
埋
葬
地
ま
で

　
遺
体

1
1
体
運
搬
賃
　
但
し
海
路

一
金
　
2
円

4
0
銭
　
但
し
船

3
艘
　
1
艘
に
つ
き
、
金

8
0
銭

　
田
原
村
大
字
下
田
原
よ
り
大
島
村
樫
野
崎
埋
葬
地
ま
で

　
遺
体

1
1
体
運
搬
賃
　
但
し
海
路

一
金
　
6
0
銭
　
筵

1
2
枚
　
1
枚
に
つ
き
、
5
銭

　
遺
体
運
搬
上
、
入
り
用

一
金
　
1
9
銭

5
厘
　
縄

3
貫
目
　
1
貫
目
に
つ
き
、
金

6
銭

5
厘

　
同
じ

計
　
金

1
3
円

9
銭

5
厘
　

右
の
通
り

　
明
治

2
4
年

9
月

2
8
日

　
　
　
　
　
　
　
　
田
原
村
長
　
高
尾
平
三
郎

東
牟
婁
郡
長
　
吉
田
政
之
丞
　
殿

1
1
1

1
1
2

M
2
4
/
1
1
/
1
8

近
藤
　
渉

田
原
村
長

ト
ル

コ
国

艦
船

滓
の

保
管

さ
れ

て
い

る
も

の
は

今
般

公
売

に
付

す
こ

と
に

な
っ

た
。

入
札

を
望
ん
で
貴
役
場
へ
申
し
出
が
あ
っ
た
時
は
、
現
物
の
熟
覧
に
つ
い
て
お
願
い
し
た
い
。

請
求

の
あ

っ
た

保
管

船
滓

に
つ

い
て
、
8
月

中
に

暴
風

雨
で

散
逸

し
た

も
の

を
収

集
し

た

人
夫

賃
金

数
円

余
り

の
分

は
今

回
公

売
す

る
代

金
よ

り
支

払
う

こ
と

に
な

っ
た
。

公
売

の

代
金

は
す

ぐ
に

精
算

さ
れ

る
筈

で
あ

る
の

で
、

請
求

金
額

の
領

収
書

を
あ

ら
か

じ
め

私
宛

に
直
に
県
庁
へ
送
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

1
1
3

M
2
4
/
1
1
/
1
1

乙
第

2
3
3
号

田
原
村
長

和
歌
山
県
属
　
近
藤
渉

8
月

1
6
日

の
暴

風
雨

大
波

の
た

め
に

散
乱

し
た

ト
ル

コ
国

艦
船

滓
収

集
運

搬
費

用
の

下
渡

し
に

つ
い

て
は
、
1
1
月

3
0
日

付
け

甲
第

1
7
3
号

を
申

請
し

て
い

る
が
、

今
回

公
売

す
る

売
却
代
金
よ
り
下
渡
し
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
、
1
1
月

1
8
日
無
号
で
連
絡
が
あ
っ

た
こ

と
に

つ
い

て
は
、

了
解

し
た
。

つ
い

て
は
、

別
紙

に
よ

り
人

夫
の

領
収

書
を

徴
し
、

差
し
出
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

1
1
4

─ 79 ─



『
明
治
廿
三
年
九
月
十
七
日
　
土
耳
其
軍
艦
難
破
ニ
係
ル
各
所
往
復
書
類
』
　
概
要

日
付

記
号
番
号

発
出
元

発
出
先

表
題

概
要

ペ
ー
ジ

M
2
4
/
1
1
/
1
1

濱
次

郎
兵

衛
・

岡
田

太

郎
市
・

宮
本

藤
六
・

山

崎
甚
四
郎
・
浜
地
栄
作
・

中
筋
弥
右
衛
門

和
歌
山
県
知
事

領
収
証

一
金

2
円

4
0
銭

　
但

し
、

明
治

2
4
年

8
月

1
6
日

の
夜

の
暴

風
雨

大
波

浪
の

た
め

散
乱

し
た

ト
ル

コ
軍

艦

船
滓
収
集
運
搬

　
人
夫
賃

8
月

1
7
日
・
1
8
日
の
両
日

6
人
分
　
1
人
に
付
き

1
日
金

2
9
銭
ず
つ

右
正
に
領
収
し
た
。

1
1
5

M
2
4
/
1
2
/
9

東
牟
婁
郡
田
原
村
長

和
歌
山
県
属
　
近
藤
　
渉

8
月

1
6
日

大
波

の
た

め
散

乱
し

た
ト

ル
コ

艦
船

滓
収

集
運

搬
費

用
領

収
書

差
し

出
し

に
つ

い
て

は
、

大
島

出
張

先
よ

り
ご

連
絡

い
た

だ
い

た
た

め
、

領
収

書
を

1
1
月

1
1
日

に
乙

第

2
3
3
号

に
よ

り
差

し
出

し
た
。

こ
れ

を
至

急
下

渡
し

い
た

だ
き

た
い

と
人

夫
達

か
ら

度
々

申
し
出
が
あ
る
た
め
、
急
ぎ
下
渡
し
い
た
だ
き
た
く
お
願
い
し
た
い
。

1
1
6

M
2
4
/
1
1
/
3
0

官
乙
第

1
2
3
号

秋
山
書
記
官

東
牟
婁
郡
田
原
村
長

ト
ル

コ
艦

零
細

物
の

公
売

入
札

を
行

っ
た

と
こ

ろ
、

次
の

通
り

落
札

代
金

を
即

時
全

部
上

納
さ

れ
た

の
で
、

役
場

保
管

の
物

品
に

つ
い

て
規

則
に

添
付

さ
れ

て
い

る
公

売
品

仕
訳

書

の
分

は
現

地
保

管
の

ま
ま

返
却

書
を

確
認

し
て

引
き

渡
し
、

規
則

に
あ

る
第

3
号

書
式

の

領
収
証
を
徴
し
て
、
直
接
県
庁
へ
差
し
出
し
て
も
ら
い
た
い
。

物
品
目
録
引
き
渡
し
に
つ
い
て
は
、
規
則
通
り
準
じ
て
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記

1
　
公
売
規
則
添
付
公
売
品
仕
訳
書
第

3
号
の
物
品

　
　
大
阪
府
大
阪
市
南
区
塩
町

3
丁
目

1
1
7
番
屋
敷

　
買
受
人
　
澤
田
三
次
郎

1
1
7

M
2
4
/
1
2
/
9

乙
第

2
4
1
号

田
原
村
長
代
理
　
助
役

和
歌
山
県
書
記
官
　
秋
山
恕
郷

昨
年

か
ら

当
場

で
保

管
し

て
い

る
ト

ル
コ

艦
零

細
物

品
公

売
に

伴
い

該
当

品
の

引
き

渡
し

に
つ

い
て

官
乙

1
2
3
号

で
通

知
の

あ
っ

た
件

に
つ

い
て

は
了

承
し

た
。

公
売

規
則

通
り

に

引
き
渡
し
、
買
受
人
か
ら
領
収
書
を
徴
し
た
の
で
、
差
し
出
す
。

1
1
8

M
2
4
/
1
2
/
8

澤
田
三
次
郎

和
歌
山
県
書
記
官
　
秋
山
恕
郷

證
和

歌
山

県
東

牟
婁

郡
大

島
沖

沈
没

の
ト

ル
コ

国
軍

艦
よ

り
採

集
し

た
零

細
物

の
東

牟
婁

郡

田
原
村
大
字
下
田
原
に
保
管
し
て
い
た
物
一
切
に
つ
い
て
、
受
領
し
た
。

1
1
9

M
2
4
/
1
2
/
8

内
四
第

22
11

号
和
歌
山
県
内
務
部

田
原
村
役
場

8
月

3
0
日

甲
第

1
7
3
号

で
請

求
の

あ
っ

た
濱

次
郎

兵
衛

他
5
名

が
ト

ル
コ

国
軍

艦
採

集
品

運
搬

人
夫

賃
2
円

4
0
銭

は
郵

便
為

替
を

も
っ

て
差

し
出

す
の

で
、

到
達

し
た

ら
そ

の
旨

を
ご
一
報
い
た
だ
き
た
い
。

1
2
0

M
2
4
/
1
2
/
1
1

乙
第

2
2
2
号

田
原
村
役
場

和
歌
山
県
内
務
部

8
月

付
け

内
四

第
2
2
1
1
号

で
お

送
り

い
た

だ
い

た
ト

ル
コ

国
軍

艦
採

集
品

運
搬

人
夫

賃
2

円
4
0
銭
は
本
日
到
達
し
領
収
し
た
。

1
2
0

M
2
4
/
1
1
/
1
5

訓
令
第

3
4
3
号

和
歌
山
県
知
事

大
島
村
役
場
・
田
原
村
役
場
・

下
里
村
役
場
・
勝
浦
村
役
場
・

太
地
村
役
場

土
国

軍
艦

零
砕

物

公
売
規
則

1
2
1

～ 1
2
6
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『
明
治
廿
三
年
九
月
十
七
日
　
土
耳
其
軍
艦
難
破
ニ
係
ル
各
所
往
復
書
類
』
　
概
要

日
付

記
号
番
号

発
出
元

発
出
先

表
題

概
要

ペ
ー
ジ

M
2
4
/
1
2
/
1
1

一
第

1
3
3
4
号

東
牟
婁
郡
役
所
第
一
科

田
原
村
役
場

田
原

村
下

田
原

に
仮

埋
葬

さ
れ

て
い

る
昨

年
9
月

に
非

命
の

死
を

遂
げ

た
ト

ル
コ

軍
艦

乗
組

員
の

遺
体

は
、

当
時

手
続

き
を

経
て

埋
葬

さ
れ

た
が
、

墓
地

外
に

仮
埋

葬
さ

れ
た

も
の

に
つ

い
て

は
、

墓
制

取
締

上
、

ま
た
、

墳
墓

の
保

存
の

都
合

も
あ

っ
て
、

大
島

村
大

字
樫

野
字

尾
崎

の
ト

ル
コ

国
人

埋
葬

地
へ

改
葬

す
る

こ
と

に
な

っ
た
。

関
係

村
長

よ
り

改
葬

に
つ

い
て

東
牟

婁
郡

警
察

署
に

許
可

を
受

け
る

べ
き

こ
と

を
相

談
し

た
。

同
署

か
ら
、

特
に

問
題

な
い

と
の

こ
と

で
あ

る
の

で
、

ご
了

知
の

上
、

手
続

き
を

至
急

履
行

し
て

も
ら

い
た

い
。

改
葬

手
続

き
履

行
に

つ
い

て
は
、

整
理

の
都

合
も

あ
り
、

極
め

て
急

い
で

い
る

た
め
、

そ
の
辺
を
ご
了
知
い
た
だ
き
た
く
申
し
添
え
る
。

1
2
7

1
2
8

M
2
4
/
1
2
/
1
5

書
記
　
城
茂
士

坂
本
郡
書
記

田
原

村
下

田
原

へ
仮

埋
葬

し
た

ト
ル

コ
国

人
の

遺
体

を
大

島
村

大
字

樫
野

へ
改

葬
す

る
際

に
、

警
察

署
の

許
可

を
受

け
る

べ
き

と
の

通
知

が
一

第
1
3
3
4
号

で
あ

っ
た

こ
と

に
つ

い
て
は
、
了
解
し
た
。

し
か

し
な

が
ら
、

本
村

長
が

出
張

の
際

に
同

署
長

に
面

会
し
、

こ
の

こ
と

に
つ

い
て
、

話
を

し
た

と
こ

ろ
、

出
願

に
つ

い
て

は
書

式
を

あ
ら

か
じ

め
県

庁
へ

通
知

す
る

の
で
、

そ
れ

に
よ

っ
て

差
し

出
し

て
ほ

し
い

と
の

話
で

あ
っ

た
。

そ
の

よ
う

に
し

た
方

が
良

い
か

と
思

う
が
、
一
応
問
い
合
わ
せ
を
す
る
。

1
2
9

1
3
0

M
2
4
/
1
2
/
1
8

一
第

1
3
7
6
号

東
牟
婁
郡
役
所
第
一
科

田
原
村
長

ト
ル

コ
国

軍
艦

乗
組

員
軍

人
の

遺
体

の
改

葬
手

続
き

に
つ

い
て

は
1
2
月

1
4
日

付
け

一
第

1
3
3
4
号

で
連

絡
を

し
た

が
、

個
々

の
村

か
ら

申
請

を
行

う
と

整
理

上
差

し
支

え
が

あ
る

と
思

わ
れ

る
た

め
、

本
科

で
書

式
を

作
成

し
、

警
察

署
の

意
見

を
聴

い
た

と
こ

ろ
特

に
意

義
が

な
い

と
の

回
答

で
あ

っ
た
。

参
考

ま
で

に
送

る
の

で
、

貴
職

に
お

い
て

も
異

存
が

な
け

れ
ば
書
式
に
準
じ
て
認
可
申
請
を
し
て
も
ら
い
た
い
。

　
改
葬
に
つ
い
て
の
申
請

昨
年

9
月

1
6
日

本
郡

大
島

村
大

字
樫

野
崎

に
お

い
て

非
命

に
亡

く
な

っ
た

ト
ル

コ
軍

艦
エ

ル
ト

グ
ロ

ー
ル

号
乗

組
員

軍
人

の
遺

体
の

う
ち
、

本
村

大
字

○
○

字
○

○
外

○
ヶ

所
に

漂
着

し
た

○
人

に
つ

い
て

当
時

炎
熱

悪
疫

が
流

行
し

て
い

た
た

め
、

や
む

を
え

ず
、

そ
の

筋
へ
相
当
の
手
続
き
を
経
ず
大
字
○
○
字
○
○
に
仮
埋
葬
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ

は
、

一
時

的
な

取
扱

い
で

あ
る

こ
と

か
ら
、

墳
墓

保
存

上
等

の
都

合
も

あ
っ

て
、

大
島
村
大
字
樫
野
字
尾
崎
埋
葬
地
へ
改
葬
し
た
い
の
で
、
認
可
い
た
だ
け
る
よ
う
申
請
す
る
。

　
明
治

2
4
年
　
月
　
日

　
　
　
　
○
○
村
長
　
　
印

　
東
牟
婁
郡
警
察
署
長

　
　
　
和
歌
山
県
警
部
　
清
水
廣
治
殿

1
3
1

1
3
2
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『
明
治
廿
三
年
九
月
十
七
日
　
土
耳
其
軍
艦
難
破
ニ
係
ル
各
所
往
復
書
類
』
　
概
要

日
付

記
号
番
号

発
出
元

発
出
先

表
題

概
要

ペ
ー
ジ

M
2
4
/
1
2
/
2
1

丙
第

1
1
6
号

東
牟
婁
郡
田
原
村
長

東
牟
婁
郡
警
察
署
長

和
歌
山
県
警
部
　
清
水
　
廣
治

改
葬
の
義
に
付
申
請

昨
年

9
月

1
6
日

本
郡

大
島

村
大

字
樫

野
崎

に
お

い
て

非
命

に
亡

く
な

っ
た

ト
ル

コ
軍

艦

エ
ル

ト
グ

ロ
ー

ル
号

乗
組

員
軍

人
の

遺
体

の
う

ち
、

本
村

大
字

下
田

原
字

東
向

外
2
ヶ

所

に
漂

着
し

た
1
2
人

に
つ

い
て

当
時

炎
熱

悪
疫

が
流

行
し

て
い

た
た

め
、

や
む

を
え

ず
、

そ
の

筋
へ

相
当

の
手

続
き

を
経

ず
大

字
下

田
原

字
東

向
に

仮
埋

葬
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

こ
れ

は
、

一
時

的
な

取
扱

い
で

あ
る

こ
と

か
ら
、

墳
墓

保
存

上
等

の
都

合
も

あ
っ

て
、

大

島
村
大
字
樫
野
字
尾
崎
埋
葬
地
へ
改
葬
し
た
い
の
で
、
認
可
い
た
だ
け
る
よ
う
申
請
す
る
。

1
3
3

M
2
4
/
1
2
/
2
1

丙
第

1
1
6
号

東
牟
婁
郡
田
原
村
長

東
牟
婁
郡
警
察
署
長

和
歌
山
県
警
部
　
清
水
　
廣
治

改
葬

の
義

に
付

申

請
（
印
有
り
）

昨
年

9
月

1
6
日

本
郡

大
島

村
大

字
樫

野
崎

に
お

い
て

非
命

に
亡

く
な

っ
た

ト
ル

コ
軍

艦

エ
ル

ト
グ

ロ
ー

ル
号

乗
組

員
軍

人
の

遺
体

の
う

ち
、

本
村

大
字

下
田

原
字

東
向

外
2
ヶ

所

に
漂

着
し

た
1
2
人

に
つ

い
て

当
時

炎
熱

悪
疫

が
流

行
し

て
い

た
た

め
、

や
む

を
え

ず
、

そ
の

筋
へ

相
当

の
手

続
き

を
経

ず
大

字
下

田
原

字
東

向
に

仮
埋

葬
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

こ
れ

は
、

一
時

的
な

取
扱

い
で

あ
る

こ
と

か
ら
、

墳
墓

保
存

上
等

の
都

合
も

あ
っ

て
、

大

島
村
大
字
樫
野
字
尾
崎
埋
葬
地
へ
改
葬
し
た
い
の
で
、
認
可
い
た
だ
け
る
よ
う
申
請
す
る
。

1
3
4

M
2
5
/
4
/
1

東
警
指
令
第

3
9
3
6
号

和
歌

山
県

東
牟

婁
郡

警

察
署

田
原
村
長

丙
第

1
1
6
号

申
請

に
対
す
る
指
令

明
治

2
4
年

1
2
月

2
1
日

付
け

の
ト

ル
コ

国
人

遺
体

仮
埋

葬
に

関
す

る
申

請
の

件
は

許
可

す
る
。

1
3
5

M
2
5
/
4
/
6

一
第

7
9
8
号

和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
役
所

第
一
科

田
原
村
役
場

ト
ル

コ
国

人
遺

体
仮

埋
葬

の
件

は
こ

の
た

び
許

可
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

あ
る
。

来
る

9
日

か

ら
三

輪
崎

村
に

仮
埋

葬
さ

れ
て

い
る

遺
体

発
掘

よ
り

着
手

し
、

順
次

太
地
・

下
里
・

田
原

村
等

の
発

掘
に

着
手

す
る

旨
、

改
葬

請
負

人
か

ら
申

し
出

が
あ

っ
た
。

発
掘

等
の

際
は

必

ず
貴

役
場

員
が

現
場

で
立

会
い
、

請
負

人
に

不
都

合
の

こ
と

が
な

い
よ

う
、

厳
重

に
と

り

し
ま
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

1
3
6

M
2
5
/
4
/
8

一
第

8
0
7
号

第
壱
科

田
原
村
役
場

ト
ル

コ
国

人
遺

体
の

改
葬

の
件

は
9
日

よ
り

発
掘

着
手

す
る

こ
と

を
連

絡
し

た
が
、

請
負

人
の

都
合

に
よ

り
1
2
・
1
3
日

頃
ま

で
着

手
を

延
期

す
る

と
の

申
し

出
が

あ
っ

た
の

で
、

ご
了
知
い
た
だ
き
た
い
。

着
手
日
時
が
確
定
し
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

1
3
7

M
2
5
/
4
/
1
8

一
第

8
8
4
号

第
一
科

田
原
村
役
場

ト
ル

コ
国

人
遺

体
改

葬
着

手
の

件
に

つ
い

て
は
、
4
月

8
日

付
け

一
第

8
0
7
号

で
通

知
し

た
が

、
1
9
日

か
ら

着
手

す
る

旨
、

請
負

人
か

ら
申

し
出

が
あ

っ
た

の
で

、
ご

了
知

い
た

だ

き
た
い
。

1
3
8

明
治

2
3
年

（
1
8
9
0
）

9
月

1
7
日

～
明

治
2
5
年

（
1
8
9
2
）

4
月

1
8
日

ま
で

の
記

録
で

あ
る

。
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